




はしがき

　国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所は、住宅・建築物の一次エネル

ギー消費量の算定方法を開発するため、特に平成 13 年度以降の自立循環型住宅技術開発に関す

る一連の研究、持続可能な社会構築を目指した建築性能評価・対策技術の開発（SB総プロ、平

成 16 年度～ 18 年度）等において、基礎部分からの理論構築及び実証実験等による特性値の収集

に取り組んできた。平成 21 年度以降においては、両研究所と一般社団法人日本サステナブル建

築協会における調査研究との連携により算定ロジックのプログラム化に、独立行政法人建築研究

所と国土交通省建築基準整備促進事業の事業主体との共同研究の実施によりエネルギー消費量算

定の前提となる建物や室の使用条件及び設備機器の実使用条件下におけるエネルギー効率情報取

得に目処をつけることができた。

　本資料は、これら研究成果を踏まえ、両研究所も参画して策定された平成 25 年 1 月公布の、

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づく「エネルギーの使用

の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成 25 年経済産業省・国土

交通省告示第 1号、以下「省エネルギー基準」とする。）を掲載するとともに、これらの技術基

準に則って、建築物（共同住宅を含む）の一次エネルギー消費量を算定するために開発されたプ

ログラムの使用方法を解説するものである。上記の技術基準 ( 告示 ) 等及び住宅等に関するプロ

グラムの解説については、本資料と同時に別途刊行される「住宅編」に掲載している。なお、一

次エネルギー消費量算定プログラムは国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研

究所を通じて一般に公表される。

　算定対象としたエネルギー用途は、住宅については暖冷房、換気、給湯、照明であり、建築物

については空調、換気、給湯、照明、昇降機である。また、住宅及び建築物のいずれに関しても

太陽光発電やコージェネレーションによる発電分等についても算定が可能となっている。

なお、平成 24 年 12 月に出版された国土技術政策総合研究所資料第 702 号・建築研究資料第 140

号は、平成 24 年 12 月に公布された低炭素建築物認定基準に関するプログラムの解説書であり、

本資料とは対象とする法律が異なる。低炭素建築物認定基準と省エネルギー基準ではプログラム

は共通で用いられるため両資料の内容はほぼ同じであるが、本資料では一部加筆・修正して内容

を更新している。

　最後に、両研究所が主体となって構築してきた建物のエネルギー消費量の算定ロジックの充実

やプログラム化に貢献された一般社団法人日本サステナブル建築協会及び関連する様々な調査活

動にご協力いただいた学識経験者、民間技術者の方々に深甚なる謝意を表したい。本資料及び本

資料が解説するプログラムは関係者の方々のご貢献なしには完成しなかったものである。

平成 25 年 11 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土技術政策総合研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副所長　　金井昭典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人建築研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　坂本雄三

　なお、国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所は、本資料を参考にして

計算したプログラムの結果に関し、何らの保証責任及び賠償責任を負うものではない。
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　本書は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく建築主及び特定建築物の所有者

の判断の基準（以下省エネルギー基準）のための設計一次エネルギー消費量の算出方法を解説

したものである。

　なお、この設計一次エネルギー消費量算定手法は、平成 24 年 12 月に新たに制定された「都

市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく「低炭素建築物新築等計画の認定制度」の申請時

にも使用される。

（1）．新たな省エネルギー基準について

　従来の省エネルギー基準（旧基準）は建築設備（空調設備、空調設備以外の機械換気設備、

照明設備、給湯設備、昇降機）の性能（効率）を 5 つの指標（CEC/AC、CEC/V、CEC/L、

CEC/HW、CEC/EV）で評価をしていた。設備毎にこれらの指標を算出し、建物用途毎に定め

られた判断基準値よりも小さければ、基準に適合していると判断された。一方、新たな省エネ

ルギー基準（平成 25 年基準）は、5 つの設備の性能を 1 つの統合された指標（一次エネルギ

ー消費量）で評価をすることを求めている。従って、省エネルギー基準に適合するかどうかは、

設備単体ではなく全設備合計で判断することになる。

　また、旧基準では地域毎、建物用途毎に判断基準値が与えられていたが、平成 25 年基準に

ついては、建物を構成する室の用途に応じて単位床面積あたりの基準一次エネルギー消費量が

地域毎に規定されている。室用途毎の基準一次エネルギー消費量を当該建物の室用途構成に応

じて積算した値が建物全体の基準一次エネルギー消費量となる。

　評価の大きな流れについては旧基準とほぼ同様であり、設計図書から建築設備の仕様に係わ

る情報を収集して、各設備について設計一次エネルギー消費量（設計値）を算出する。合わせて、

当該建物の室用途構成に応じて基準一次エネルギー消費量（基準値）を算出し、設計一次エネ

ルギー消費量が基準一次エネルギー消費量よりも小さければ、基準に適合していると判断する。

（2）．設計一次エネルギー消費量の算出プロセスについて

　申請者、審査者の負担軽減および評価の公平性確保を目的として、一次エネルギー消費量算

定用 WEB プログラムが開発され、これを用いて申請をした場合は一次エネルギー消費量計算

過程の審査を省略することができる。図 -a に、一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム

を使用した場合の届出プロセスを示す。はじめに、省エネルギー基準のホームページから設備

仕様入力シート（Microsoft®Excel® のファイルで配付。ファイルの拡張子は .xls）をダウ

ンロードし、設計図書等から設備仕様入力シート（18 シート）に設備機器の情報を入力する。

この入力シートは、入力したデータを CSV ファイル（データをカンマ「,」で区切って並べた

ファイル形式のこと。ファイルの拡張子は .csv）に出力する機能を有しており、CSV ファイ

ルにデータを出力したのち、これらのファイルを一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラ
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ム（省エネルギー基準のホームページからアクセス可能）にアップロードすると、基準一次エ

ネルギー消費量および設計一次エネルギー消費量の算出結果を得ることができる。その後、判

定結果出力ボタンを押すことにより、判定結果を PDF ファイル（アドビシステムズが開発およ

び提唱する電子上の文書に関するファイルフォーマット。無償で提供される Adobe®Reader

でファイルを開くことができる。ファイルの拡張子は .pdf）に保存することができる。

（3）．設備仕様入力シートの構成について

　設備仕様入力シートは全部で 18 シートあり、当該建物の設備構成に応じて必要なシートを

作成する。図 -b に全シートの構成を示す。図 -b の中で各シートを結ぶ矢印が幾つか書かれて

いるが、これらはシート間で受け渡す情報（主に室や機器や名称）を表現しており、例えば、

空調の「外皮仕様入力シート」に入力する外壁名称や窓名称はそれぞれ「外壁構成入力シート」

および「窓仕様入力シート」にて定義した名称と合致する必要があることを意味している。

　まず、全設備共通の入力項目として「基本情報シート」と「室仕様入力シート」があり、こ

のシートに建物や室の情報を入力する。ここに入力した室に関する情報は全設備のエネルギー

消費量計算に共通で用いられる重要な情報となる。

　空調設備に関するシートは 7 枚あり、「外壁構成入力シート」で外壁名称を、「窓仕様入力シ

ート」で窓名称を、「熱源入力シート」で熱源群名称を、「二次ポンプ入力シート」で二次ポン

プ群名称をそれぞれ定義し、これらの名称を「外皮仕様入力シート」や「空調機入力シート」

に入力する。「外皮仕様入力シート」に入力する空調ゾーン名は「空調ゾーン入力シート」にて、

「空調ゾーン入力シート」に入力する空調機群名称は「空調機入力シート」にて定義する。

　換気設備に関するシートは 3 枚あり、「給排気送風機入力シート」と「換気代替空調機入力

シート」で定義した機器名称を「換気対象室入力シート」に入力する。

　給湯設備に関するシートは 2 枚あり、「給湯機器入力シート」で定義した機器名称を「給湯

対象室入力シート」に入力する。

　照明設備と昇降機、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムについては、各 1

枚ずつ入力シートがあり、このシートに各機器の仕様を入力する。

　なお、図 -b の中に記載されている Chapter 番号は、本書の章番号を示している。

（4）．本書の構成について

　本書は 3 つの編から成る。第 1 編は「設備仕様入力シート作成方法の概要」を解説しており、

入力シートの各項目に何を記入すべきかを説明している。ただし、入力プロセス全体の流れを

把握して頂くことを主目的として作成しているため、詳細な入力ルールは記載していない。第

2 編は「設備仕様入力シート作成方法の詳細解説」であり、第 1 編には記載していない詳細な

入力ルールや入力事例について、話題毎に節を分けて解説をしている。第 3 編は「設備仕様入

力シートの作成事例」を紹介しており、実際の設計図書からシートをどのように作成するかを

逐次解説している。
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解説　　一次エネルギーとは

　一次エネルギーとは、自然界に存在するままの形でエネルギー源として利用され

る化石燃料や自然エネルギー等によるエネルギーのことである。建物では主に電力、

都市ガス、石油などが使用されるが、これらは一次エネルギーを加工（変換）して

得られるエネルギーであり、二次エネルギーと呼ばれる。二次エネルギー消費量は、

加工（変換）に要するエネルギー等を勘案して定められた一次エネルギー消費量換

算係数を使うことにより、相当する一次エネルギー消費量に換算することができる。

　省エネルギー基準においては、建物で使用するエネルギー消費量を一次エネルギ

ー消費量に換算して評価を行う。一次エネルギー消費量に換算することにより、例

えば電力消費量とガス消費量など、二次エネルギーとしては足し合わせることがで

きない異なる種類のエネルギーの消費量を、合計して評価をすることができる。な

お、一次エネルギー消費量の単位には、メガジュール（MJ）やギガジュール（GJ）

等が使われ、1MJ は 1,000,000J、1GJ は 1,000MJ である。
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図 -a　設計一次エネルギー消費量の算定および届出の流れ
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図 -b　設備仕様入力シートの構成
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◆　設備仕様入力シート作成の際の注意事項

◦文字入力に関するルール

　▶ひらがな、カタカナ、漢字は全角文字で入力する。

　▶アルファベット、数値は半角文字で入力する。

　▶カッコ「( )」を用いる場合は、半角文字で入力する。

　▶全角・半角を問わずコンマ「，」「,」は使わない。

　▶句読点を使う場合は「、」「。」を使用する。

　▶数値を入力する場合、コンマによる桁区切りをしない。

　　例：　×　100,000  →　○　100000

◦入力シート（Microsoft®Excel® ファイル）に関するルール

　▶各入力欄について、セルの結合はしない。

　▶各入力欄の中で改行（セル内改行）はしない。

　▶列は追加しない。

　▶行は適宜追加して問題ない。

　▶本文中で「転記する」と記載されている場合は、入力内容のコピー、参照、または直接入

力のいずれの方法で入力しても構わない。

◦有効数字のルール

　▶面積［㎡］は、小数点以下 3 位を四捨五入し、小数点以下 2 位までの数値で示す。

　▶長さ［m］は、小数点以下 2 位を四捨五入し、小数点以下 1 位までの数値で示す。

　▶効率は、小数点以下 3 位を四捨五入し、小数点以下 2 位までの数値で示す。
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　非住宅建築物の建築主等の判断基準には、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基

準」と「一次エネルギー消費量に関する基準」の 2 つが規定されており、これらの両方に適合

する必要がある。前者は本告示の第 1 の 1（本書では 1.1.1）に、後者は本告示の第 1 の 2（本

書では 1.1.2）に規定されている。

　ただし、次の①に掲げる室、②に掲げる外壁、窓等及び③に掲げる設備については、特殊な

用途や構造、常時使用しない設備であることから、計算の対象とはしない扱いとされている。

　①　計算の対象とならない室

　　１）物品、サービス等を生産するための室

　　　 　工場等における物品を生産するための室や、機械・設備によりサービス等を生産する

ための室については、その室にある空気調和設備・機械換気設備・照明設備・給湯設備・

昇降機等のエネルギー消費量が、生産活動のためのエネルギー消費量と不可分であると

考え、当該室の外壁、窓等及び設備は計算の対象とはしないが、その他の室は計算対象

とする。

　　　○　対象とならない室の例

　　　　・工場等における生産エリア

　　　　・工場等における生産エリアに付随した通路スペース及び搬出入スペース

　　　　・電気事業、熱供給事業等を目的としてエネルギーを生産、供給するための室

　　　　・特殊な目的のために設置されるクリーンルーム等

　　　　・水処理設備、焼却設備等が設置された室

　　　　・業務用冷凍室、業務用冷蔵室

　　　　・ データセンター（コンピュータやデータ通信のための装置を設置・運用することに

特化した建物又は室）における電算機室

　　　　・実験室、動物園、水族館、遊園地等において特殊な環境を保持する必要がある室

　　　　・機械式駐車場（従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等）

　　　　・その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する室

　　　 　但し、生産設備を制御するための制御盤室、監視室、機器や工具を保管するための倉庫、

消火設備室、作業者のための休憩所や便所等、生産エリアに付随する室については、計

算対象とする。

　　２）防災、安全、防犯、避難及びその他特殊な用途のための室

　　　 　防災、安全、防犯、避難及びその他特殊な用途のために特殊な設備や構造になってい

る室については、省エネルギーの措置をすることにより、本来の目的に影響を及ぼすこ

２．計算の対象となる室・外皮・設備
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とも考えられることから計算の対象とはしない。

　　　○対象とならない室の例

　　　　・免震、制震設備等が設置された室

　　　　・非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室

　　　　・ 水害等の災害対策のために設けられた室（特殊な監視盤等が設置される室、排水ポ

ンプ等の設備機械室等）等

　②　計算の対象とならない外壁、窓等

　　１）温熱環境が外界と同等である空間の外壁、窓等

　　　 　温熱環境が外界と同等であるとして設計を行った空間の外壁、窓等は計算の対象とし

ない。なお、この空間は外界であるとし、この空間に隣接する室の外壁、窓等（空間に

接する壁、窓等も含む）については計算の対象とする。

　　　○対象とならない外壁、窓等の例

　　　　・ 内部に空気調和設備等を設置せず温熱環境が外界と同等である体育館等の外壁、窓

等

　　　　・ 車両出入口等が常時開放されている屋内駐車場等の外壁、窓等（この駐車場の直上

に室がある場合は、その室の床は外壁扱いとする。）

　③　計算の対象とならない設備

　　１）防災、安全、防犯、避難及びその他特殊な用途のための設備

　　　 　非常時における発電設備やバックアップ用機器のような定常的に稼動しないことが明

確である設備並びに誘導灯や防犯灯のような安全、防犯及び避難に係る設備は計算の対

象とはしない。また、研究室等において使用される有害ガス用の局所換気装置（スクラ

バー、ドラフトチャンバー等）においても、計算の対象とはしない。

　　　○対象とならない設備の例

　　　　・常時運転しない非常用発電機室の機械換気設備

　　　　・非常時の予備機としての空気調和設備、機械換気設備

　　　　・蓄電池室の水素除去用機械換気設備

　　　　・オイルタンク室の油分除去用機械換気設備

　　　　・不活性ガス消火の鎮火後用の排風機のように常時運転されない機械換気設備

　　　　・常時点灯しない階段通路誘導灯

　　２）融雪及び凍結防止のために設置された設備

　　　 　空気調和設備や給湯設備のうち、寒冷地などにおいて融雪や配管凍結防止など、安全、

機能維持のために設置される設備については、タイマーやサーモスタット等で自動的に
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制御されており不要時稼働しないことが明確である場合は、特殊な用途のための設備で

あるとみなし、当面の間、計算対象とはしない。

　　　○対象とならない設備の例

　　　　・ロードヒーティング

　　　　・ルーフヒーティング

　　　　・送水管・排水管ヒーティング

　　　　・凍結防止ヒーター

　　　　・ 融雪装置（散水融雪装置、無散水融雪装置、温水パイプ融雪装置、電熱線融雪装置、

ルーフドレインヒーター）

　　３）売電のために設置された太陽光発電設備

　　　 　太陽光発電設備については、発電した電力を売電する場合は、計算の対象とはしない。 

一方、いわゆる「売電」をしない場合は、そのエネルギーを 100% 自己消費するもの

として、計算の対象とすることができる。

　　　 　計算の対象となる設備及び対象外となる設備の概要を表 1.1 に示す。 

　　　 　なお、近年においては、空気調和設備及び給湯設備が分散型で配置される建設事例も

あることから、「ルームエアコン」、「暖房専用設備 / 冷房専用設備」及び「局所式給湯設

備」を新たに計算対象とすることとした。

　　　 　また、ロープ式エレベーターについて、旧基準では建物用途、エレベーターの用途等

によっては除外されていたものがあったが、建築物の使用時間の想定が可能となり、ま

たプログラムの活用によって入力に要する手間を低減できるものと判断し、平成 25 年

基準では計算対象に含めることとした。一方、実験室等の安全確保に関係する局所換気

設備（スクラバー、ドラフトチャンバー等）については、計算対象から除外するものと

して明確化した。表 1.1 中の下線部は旧基準における 取扱から変更のある設備である。
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表 1.1　計算の対象設備と対象外設備
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表 1.1　計算の対象設備と対象外設備（続き）
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第１編　設備仕様入力シート作成方法の
　　　　概要



（注）

　本書中の図表のうち、図表番号に＊印が付いた図表は「平成 23 年度　設備設計一級建築

士講習テキスト（財団法人 建築教育普及センター）」に掲載された図表を、一部加筆のうえ

転載したものである。
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Chapter 1. 共通条件の入力

　様式 0『基本情報入力シート』には、届け出を行う建築物の所在地、地域区分、建物規模（階

数、面積）等に関する情報を入力する。

（1）．基本情報入力シートの様式

　『基本情報入力シート』の様式を図 1-1-1 に示す。

様式0. 基本情報入力シート

図1-1-1　様式0『基本情報入力シート』の様式

1．基本情報入力シート
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（2）．基本情報入力シートの入力項目と入力方法

　『基本情報入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字

は図 1-1-1「様式 0『基本情報入力シート』の様式」の最左部にある丸数字と対応している。

①②：シート作成月日、入力責任者

　・作成した年月日、作成した責任者名を入力する。

③：建物名称

　・確認申請時の建物名称を入力する。

④：建物所在地

　・建物の所在地（都道府県、市区町村、町名番地）を入力する。

⑤：地域区分

　・日本全体を 8 つの地域（1 ～ 8 地域）に分類し、地域毎に判断基準値や一次エネルギー消

費量計算に使用する気象データ等が用意されている。この地域区分は「住宅事業建築主の

判断基準」と同じ地域区分であるが、従来の建築物の省エネルギー基準（平成 11 年基準）

の地域区分とは異なるので注意が必要である。

　・地域区分と都道府県の関係を表 1-1-1 に示す。実際には市区町村レベルで詳細に区分され

ているため、「第 2 編　Chapter 1. 共通条件の入力　1 地域区分」を参照して、建物の所

在地から該当する地域区分を選択すること。

表1-1-1　都道府県と地域区分の関係

地域区分 都道府県名

1 地域
2 地域

北海道

3 地域 青森県、岩手県、秋田県

4 地域 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県

5 地域
6 地域

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、
山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

7 地域 宮崎県、鹿児島県

8 地域 沖縄県

⑥⑦⑧⑨：構造、階数、敷地面積、建築面積

　・確認申請時の情報を入力する。

　・「構造」は文字列で入力し、「鉄骨鉄筋コンクリート造」や「SRC 造」のように入力する。
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　・「階数」、「敷地面積」、「建築面積」は数値で入力する。

　・なお、これらの情報は一次エネルギー消費量の計算には使われない。

⑩：延べ面積

　・確認申請時の情報を数値で入力する。単位は㎡である。

　・延べ面積は建物全体の床面積であり、後述する各設備の一次エネルギー消費量計算対象室

の床面積合計とは異なる。（延べ面積には設備が設置されていない室の面積が含まれる）

　解説　　エネルギー消費量計算に用いる気象データ

　一次エネルギー消費量の計算に用いる気象データは、拡張アメダス気象データ（（一社）

日本建築学会）における標準年データ（1981 ～ 1995 年）である。これは省エネルギー

法における住宅事業建築主の判断基準と同じである。住宅事業建築主の判断基準と同様に、

各地域について以下の代表地点を定め、この代表地点における標準年データを利用して設計

一次エネルギー消費量の計算を行う。なお、基準一次エネルギー消費量も同じ気象データを

利用して算出されている。

地域区分
住宅事業建築主の判
断基準における地域
区分

都道府県 代表地点 参考：
暖房度日（18-18）

1 地域 Ⅰ a 地域 北海道 キタミ 4520
2 地域 Ⅰｂ地域 北海道 イワミザワ 3968
3 地域 Ⅱ地域 岩手県 モリオカ 8207
4 地域 Ⅲ地域 長野県 ナガノ 2805
5 地域 Ⅳ a 地域 栃木県 ウツノミヤ 2090
6 地域 Ⅳｂ地域 岡山県 オカヤマ 1750
7 地域 Ⅴ地域 宮崎県 ミヤザキ 1240
8 地域 Ⅵ地域 沖縄県 ナハ 58
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　「様式１（共通条件）室仕様入力シート」には、設計図（意匠図、各設備図）より、省エネル

ギー基準において計算対象となる室（「空調」「換気」「照明」「給湯」設備によるサービスが提

供される空間）を拾い出し、各室の室用途や床面積等に関する情報を入力する。本シートに入

力された室の情報は、全ての設備の計算において共通で利用することになるため、慎重に入力

する必要がある。

　本シートには室の情報を入力するが、どの空間を１つの室とするかには注意が必要である。

特に次のことに留意して室を区分する必要がある。

　・ある空間が内壁等によって区切られている場合は、別々の室として定義する。内壁をまた

いで 1 つの室とすることはできない。

　・ある空間が複数の空調機により空調される場合は、空間を分割し、同一の空調機で空調さ

れる空間を１つの室と定義する。（空調の計算については、後述する「様式 2-1（空調）空

調ゾーン入力シート」にて、複数の室を一つの空調ゾーンとして定義することが可能である。

ただし、１つの室を複数のゾーンに分割することはできないため、分割する必要がある場

合は予め室を分けておかなければいけない。）

　・空調ゾーン、換気区画、照明区画等を考慮して、それぞれ最小の区画が１つの室となるよ

うに室を定義する。例えば、隣接する 2 つの空間について、必要とされる換気量が異なる

場合、または必要とされる照度が異なる場合は、空間を分割して 2 つの室として入力する。

その他、室の定義に係わる詳細ルールについては、「第 2 編 Chapter1. 共通条件の入力  

2. 室区分の考え方」を参照すること。

　なお、給湯計算対象室とは、「給湯設備を利用する可能性がある人が存在する居室」と定

義しており、給湯機器が設置される室ではないことに注意が必要である。詳細は「第 1 編　

Chapter 5. 給湯設備の入力　1. 給湯対象室入力シート」および「第 2 編　Chapter 5. 給湯

設備の入力　1. 給湯対象室の考え方」を参照すること。

2．室仕様入力シート
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（1）．室仕様入力シートの様式

　『室仕様入力シート』の様式を図 1-1-2 に示す。

様式1.（共通条件）室仕様入力シート

図1-1-2　様式1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式

（2）．室仕様入力シートの入力項目と入力方法

　『室仕様入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各入力項目の前にある丸数字

は、図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応

している。

①：階、室名

　・各室が存在する階と、室の名称を文字列で入力する。一次エネルギー消費量算定用 WEB

プログラムでは、この階と室名の組み合わせで室を識別しており、全設備の計算において
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共通で使われる重要な情報である。

　・「階」については、例えば半角文字で「1F」のように入力する。

　　　◆地下階の入力例：「B1F」、「B2F」

　　　◆中二階の入力例：「M2F」

　　　◆屋上階の入力例：「RF」

　・複数階にまたがる室については、一番下の階を代表として入力する。

　・「室名」については、任意の文字列を入力する。ただし、次の点に留意する。

　　a）同一の階に同じ室名の室が存在すると室の識別ができなくなるため、同一階では室名の

重複がないように入力する。

　　　◆同一階に倉庫が 3 室ある場合の例

　　　　　「倉庫 1」、「倉庫 2」、「倉庫 3」、あるいは「倉庫北」、「倉庫中央」、「倉庫南」のように、

各倉庫に固有の名称をつける。

　　b）室名にコンマ「，」（全角、半角とも）は使用しないこと。

　　c）文字数の制限はないが、明快で簡潔な室名とすることを推奨する。

②：建物用途、室用途

　・建物用途と室用途の選択肢を表 1-1-2「建物用途・室用途の一覧（事務所等）」～表 1-1-9「建

物用途・室用途の一覧（工場等）に示す。なお、建物用途名は室用途のグルーピング（分類）

のためだけに用いられており、建物用途に縛られずに室用途を自由に選択して問題はない。

つまり、同一建物で、異なる建物用途に属する室用途を同時に選択しても問題はない。

　・建物用途の選択肢は、「事務所等」「ホテル等」「病院等」「物品販売業を営む店舗等（物販

店舗等）」「学校等」「飲食店等」「集会所等」「工場等」の８用途である。ここで、「工場等」

については室用途は 2 つしか用意されていないため、これらの室用途に合致しない使われ

方をする室については、その室の使われ方を吟味して他の建物用途から近しい室用途を選

択して評価を行う。例えば、「工場等」に属する建物のうち、事務職員が駐在する室があれ

ば、事務所等・事務室を選択して評価を行う。

　・室用途の選択については、次のことに留意すること。

　　　◆各室用途について、その使われ方が細かく定義されている（これを標準室使用条件と

呼ぶ。空調時間、内部発熱量、新鮮外気導入量、換気運転時間、基準設定換気回数、

照明点灯時間、基準設定照度、給湯日数、基準設定給湯量などが時々刻々 365 日分

決められている）。室用途名称はあくまで代表的な室の名称を表しているにすぎない

ので、名称だけではなく各室用途の室使用条件と設計した室の想定条件とを照らし合

わせて、適切な室用途を選択すること。なお、標準室使用条件については「第 2 編 

Chapter 1. 共通条件の入力 3 標準室使用条件及び各室用途の想定」を参照すること。

　　　◆各室用途について、一次エネルギー消費量の計算が可能な設備が予め決められている。

例えば、「事務所等」の「事務室」は空調、照明、給湯の計算は可能（これらの計算の

ための諸条件が定義されている）だが、換気は計算ができない（一般に、事務室には

排熱、除湿、脱臭を目的とした送風機は設置されないため）。設計した室に存在する設
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備が計算可能な室用途を選択すること。ただし、選択した室用途で計算可能な設備が、

必ず設計した室に存在する必要はない（例えば、「事務所等」の「更衣室又は倉庫」に

ついては空調の計算が可能であるが、設計した建物の更衣室が非空調室である場合は、

⑥空調計算対象室に「■」を入力しなければ「更衣室又は倉庫」の室用途を選択して

も空調のエネルギー消費量は基準値にも設計値にもカウントされない）。

③：室面積

　・各室の床面積を数値で入力する。小数第３位を四捨五入し、小数第２位の数値まで記入する。

単位は㎡である。

　・床面積算出に係わる詳細は、「第 2 編　Chapter1．共通条件の入力　4．床面積の算出方法」

を参照すること。

　・室面積は基準一次エネルギー消費量の算出に使われる重要な数値であるため、正確に算出

すること。

④：階高

　・各室の階高を数値で入力する。小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位の数値まで記入する。

単位は m である。

　・同一の室で階高が異なる場合は、最も大きい階高を入力する。

⑤：天井高

　・各室の天井高を数値で入力する。小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位の数値まで記入す

る。単位は m である。

　・同一の室で天井高が異なる場合は、最も大きい天井高を入力する。

⑥：空調計算対象室、換気計算対象室、照明計算対象室、給湯計算対象室

　・設備図より空調、換気、照明、給湯、エネルギー消費量計算の対象室かを判断し、計算対

象となる室は「■」を入力する。

　・給湯については、「給湯設備が設置される室」ではなく、「湯を利用する可能性がある人が

存在する室」を選択する。

⑦：備考

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため入力は任意である。

　・設計図（意匠図等）の図面番号などを記入しておくことを推奨する。
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表1-1-2　建物用途・室用途の一覧（事務所等）
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表1-1-3　建物用途・室用途の一覧（ホテル等）
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表1-1-4　建物用途・室用途の一覧（病院等）
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表1-1-5　建物用途・室用途の一覧（物販店舗等）
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表1-1-6　建物用途・室用途の一覧（学校等）
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表1-1-7　建物用途・室用途の一覧（飲食店等）
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表1-1-8　建物用途・室用途の一覧（集会場等）
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表1-1-8　建物用途・室用途の一覧（集会場等）（続き）
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表1-1-9　建物用途・室用途の一覧（工場等）
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　「様式 2-1（空調）『空調ゾーン入力シート』」には、設計図（空調設備図）に記載された情報

を基に、空調ゾーンの名称や面積、各ゾーンを空調する空調機群に関する情報を入力する。なお、

空調ゾーンの入力方法の詳細については、「第 2 編　Chapter 2. 空調設備の入力　1. 空調ゾ

ーンの設定方法」を参照すること。

　空調ゾーン入力シートでは、「様式１『室仕様入力シート』」にて定義した室を基に、空調負

荷計算の最小単位となる空調ゾーン（同一の空調機群により冷温熱が供給される連続した空間

のこと）を定義する。また、各ゾーンを空調する空調機群の名称を、室負荷を処理する空調機

群と外気負荷を処理する空調機群に分けて定義する。

（1）．空調ゾーン入力シートの様式

　『空調ゾーン入力シート』の様式を図 1-2-1 に示す。

様式２-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図1-2-1　様式２-1（空調）『空調ゾーン入力シート』の様式

（2）．空調ゾーン入力シートの入力項目と入力方法

　『空調ゾーン入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数

字は図 1-2-1「様式２-1（空調）『空調ゾーン入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と

対応している。

①：階、室名、建物用途、室用途、室面積、階高、天井高

　・図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』」に入力した室の中から空調計算の対

象となる室について、階、室名等の情報を転記する。

　・これらの情報は大文字、小文字、スペース等すべてが『室仕様入力シート』と同一でなけ

ればならない。ただし、室の並び順は異なっても良い。

　・空調計算の対象となる室及び設備については、本書の「設計一次エネルギー消費量の計算

対象とする室・設備」を参照すること。

Chapter 2. 空調設備の入力
1．空調ゾーン入力シート
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②：空調ゾーン・階、空調ゾーン名

　　空調ゾーンが存在する階と名称を文字列で入力する。なお、一次エネルギー消費量算定用

WEB プログラムでは、この階とゾーン名称の組み合わせで各ゾーンを識別しているため、同

一の階では空調ゾーン名称の重複がないように入力すること。

　・階は『室仕様入力シート』で入力した階と同様に半角文字で「B1F」、「1F」、「M2F」、「RF」

のように入力する。

　・空調ゾーン名は次のことに留意し、文字列で入力する。

　　　◆①に入力した室が単独で空調ゾーンとなる場合は、原則として室名と同じ文字列を入

力する。

　　　◆連続した空間に存在する複数の室が同じ室用途であり同一の空調機により冷温熱が供

給される場合は、これらの室をまとめて一つの空調ゾーンとすることができる（室の

統合）。なお、統合可能な室数に制限はない。入力の方法は次頁の「参考」を参照する

こと。

　・空調ゾーンの入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．空調設備の入力　１．空調ゾーン

の設定方法」を参照すること。

　・空調ゾーン入力シートで室を分割して複数のゾーンとして定義することはできない。一室

を複数のゾーンとして定義する必要がある場合は、「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』」

にてあらかじめ室を分割して定義しておくこと。

③④：空調機群名称・室負荷処理、外気負荷処理

　・各空調ゾーンの室負荷（室の内部発熱および室外からの貫流熱取得、日射熱取得による負荷）

および外気負荷（新鮮外気導入による負荷）を処理する空調機群の名称を文字列で入力する。

　・この「空調機群名称」は後述する様式 2-7（空調）『空調機入力シート』の「空調機群名称」

と同じでなければならない。

　・室負荷処理と外気負荷処理を同じ空調機群で処理している場合は、同じ空調機群名称を入

力する。また、異なる場合は、それぞれの負荷を処理する空調機群の名称を入力する。

　・複数のゾーンに同じ空調機群名称を指定しても良い。

　・室負荷を処理する空調機群および外気負荷を処理する空調機群は各ゾーンに必ず 1 つ定義

しなければいけない。空調機を介さず直接外気がゾーンに供給される場合については、外

気負荷を処理する空調機群として室負荷を処理する空調機群の名称を入力することとする。

　・入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter 2. 空調設備の入力　1. 空調ゾーンの設定方法」

を参照すること。

⑤：備考欄

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため入力は任意である。

　・例えば、室の統合をした空調ゾーンについては、図 1-2-3 に例示するように「統合」と記

入しておくことを推奨する。
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　　参考　　 

　「様式１『室仕様入力シート』」にて定義した複数の室が内壁等によって区切られておらず

同一の空調機群で空調される場合、各々の室を独立した空調ゾーンとして定義して入力する

ことも可能であるが、後述する「様式 2-4 『外皮仕様入力シート』」を作成する際に、外皮の

仕様を室単位で入力しなければならず煩雑になる。これを回避するために、連続した空間で

かつ室用途が同じであり、同一の空調機群により冷温熱が供給される場合は、複数の室を統

合して１つの空調ゾーンとして定義できるようにした（室の統合）。室の統合により、例えば

図 1-2-2「室の統合による外皮仕様入力の簡略化」に示すように、外皮仕様の入力が容易に

なる。ただし、室 1 ～室 5 が内壁によって区切られ、各空間の空気の移動がない場合は室の

統合はできないものとし、図 1-2-2 の左図のように 1 つの室を 1 つの空調ゾーンとして定

義する。

図1-2-2　室の統合による外皮仕様入力の簡易化

　「A 室」と「B 室」を同一空調ゾーンとする場合は、同一空調ゾーンとして統合したい室を

並べて表記し、一番上の室（図 1-2-3 の例では A 室）についてのみ空調ゾーン名や空調機

名称を入力し、その他の室（図 1-2-3 の例では B 室）については空欄とする。

図1-2-3　A室とB室を1つの空調ゾーンとして定義する場合の入力方法
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　入力例　 　空調機群の設定について、具体例を 2 例示す。

　図 1-2-4 はペリメータ部（ゾーン B）の室負荷処理用にファンコイルユニット（FCU）が

あり、インテリア部（ゾーン A）の室負荷および外気負荷とペリメータ部の外気処理用に空

調機（AHU）がある事例であるが、このようなシステムについては、ゾーン A の室負荷処

理用空調機群と外気負荷処理用空調機群は AC1（AHU からなる空調機群）、ゾーン B の室

負荷処理用空調機群は AC2（FCU からなる空調機群）、ゾーン B の外気負荷処理用空調機

群は AC1 となる。

　図 1-2-5 はゾーン A、ゾーン B とも室負荷処理用にファンコイルユニット（FCU1、2）

が設置されており、外気処理用空調機 AHU が別途設置されている事例であるが、このよう

なシステムについては、ゾーン A の室負荷処理用空調機群は AC2（FCU1 からなる空調機

群）、外気処理用空調機群は AC1（AHU からなる空調機群）、ゾーン B の室負荷処理用空調

機群は AC3（FCU2 からなる空調機群）、外気処理用空調機群は AC1（AHU からなる空調

機群）となる。

図1-2-4　各ゾーンを別々の空調機で空調する場合の入力例

図1-2-5　室負荷と外気負荷を別々の空調機で処理する場合の入力例

（a）空調ゾーニング図

（b）様式 2-1『空調ゾーン入力シート』記入方法

（a）空調ゾーニング図

（b）様式 2-1『空調ゾーン入力シート』記入方法
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　「様式２-2（空調）『外壁構成入力シート』」には、外壁（屋根も含む）の部材構成（材料、厚

さ）が記載されている意匠図（矩計図、外部仕上げ表、内部仕上げ表）のほか、構造躯体の寸

法が記載されている構造図より、外壁部材構成（材料、厚さ）に関する情報を入力する。

　このシートに入力した情報は、「様式 2-4（空調）『外皮仕様入力シート』）にて利用する。

（1）．外壁構成入力シートの様式

　『外壁構成入力シート』の様式を図 1-2-6 に示す。

様式２-2.（空調）外壁構成入力シート

図1-2-6　様式２-2（空調）『外壁構成入力シート』の様式

2．外壁構成入力シート
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（2）．外壁構成入力シートの入力項目と入力方法

　『外壁構成入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字

は図 1-2-6「様式２-2（空調）『外壁構成入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応

している。

①：外壁名称

　・各外壁構成の名称を、任意の文字列で入力する。

　・一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムでは、この名称で外壁を識別しているため、

名称が重複しないように注意が必要である。

　・例えば、図 1-2-6「様式２-2（空調）『外壁構成入力シート』の様式」では、外壁は「OW1 

(Outside Wall 1)」、土と接した壁（接地壁）は「BW1（Basement Wall）」、土間床（接

地壁）は「BF1（Basement Floor)」、屋根は「OR1（Outside Roof 1）」という名称

を付けている。

②：壁の種類

　・壁の種類を表 1-2-1「壁の種類」に示す選択肢から選択し、文字列で入力する。

　・「外壁」を選択した場合は、外気温と室温の差で貫流熱取得を計算し、「接地壁」を選択し

た場合は、地中温（年間平均外気温と同じと想定）と室温の差で貫流熱取得を計算する。

表1-2-1　壁の種類
選択肢 定義
外壁 建物の外郭を成す外気にさらされた壁、屋根

接地壁 土に接した壁

③：熱貫流率

　・定義した外壁の熱貫流率を数値で入力する。単位は W/㎡ K である。

　・次に示す④⑤⑥にて建材の構成を指定する場合は、③は入力せずに空欄として良い。次に

述べる表 1-2-2「建材の種類と物性値一覧」にて定義されていない特殊な建材を使用する

場合等については、④は空欄とし、③に熱貫流率を入力する。この場合、熱貫流率の計算

根拠を別途提出する必要がある。

　・③と④⑤⑥の両方に入力がある場合は③が優先され、③に入力された値により負荷計算が

実行される。

④⑤：建材番号・建材名称

　・壁体の構成材料を 次頁の表 1-2-2「建材の種類と物性値一覧」より選択し、該当する建材

番号と建材名称を数値と文字列で入力する。

　・該当する建材がない場合は、④は空欄として⑤には任意の名称で建材名称を入力し、③に

熱貫流率を入力する。
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　・なお、材料は室内側を上、室外側を下として、室内側から順に入力する。なお、一次エネ

ルギー消費量算定用 WEB プログラムでは定常負荷計算により空調負荷を求めているため、

建材の順番が入れかわっていても結果には影響はない。ただし、審査者が図面との照合が

しやすいように室内側から順に並べて記述することを推奨する。

　・予めシートに記入されている「室内側」「室外側」の文字は消さないこと。

⑥：厚み

　・④と⑤で入力した建材の厚みを数値で入力する。単位は㎜である。

　・非密閉空気層については厚みの入力は不要である。

⑦：備考

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため入力は任意である。
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表1-2-2　建材の種類と物性値一覧
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表1-2-2　建材の種類と物性値一覧（続き）
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表1-2-2　建材の種類と物性値一覧（続き）
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　「様式２-3（空調）『窓仕様入力シート』」には、窓仕様（材料、厚さ）が記載されている意匠

図（外部仕上げ表、建具表）を参照し、ガラスの種類や物性値に関する情報を入力する。

　このシートに入力した情報は「様式 2-4（空調）『外皮仕様入力シート』」にて利用する。

（1）．窓仕様入力シートの様式

　『窓仕様入力シート』の様式を図 1-2-7 に示す。

様式２-3.（空調）窓仕様入力シート

図1-2-7　様式２-3（空調）『窓仕様入力シート』の様式

（2）．窓仕様入力シートの入力項目と入力方法

　『窓仕様入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字は

図 1-2-7「様式 2-3.（空調）『窓仕様入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応している。

①：窓名称

　・各窓の名称を、任意の文字列で入力する。

　・一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムでは、この名称で窓を識別しているため、

名称が重複しないように注意が必要である。

　・例えば、図 1-2-7「様式２-3（空調）『窓仕様入力シート』の様式」では、「WNDW1 

(Window 1)」という名称を付けている。

②③：熱貫流率、日射侵入率

　・窓の熱貫流率と日射侵入率を数値で入力する。

　・次に示す④⑤⑥にてガラスの種類を指定する場合は、②③は入力せずに空欄として良い。

表 1-2-3「ガラスの種類と物性値一覧」にて定義されていない特殊なガラスを使用する場

合や、ダブルスキンファサード等の特殊な構造を入力する場合については、④は空欄とし、

②③に値を入力する。この場合、両値の計算根拠を別途提出する必要がある。

　・窓にブラインドが設置される場合で、ブラインドの影響を考慮した熱貫流率、日射侵入率

を入力する場合は、後述する「様式 2-4（空調）『外皮仕様入力シート』」の入力項目であ

る「⑧ブラインドの有無」には「無」を入力すること（ダブルカウントを防ぐため）。

　・②③と④⑤⑥の両方に入力がある場合は②③が優先され、②③に入力された値により負荷

3．窓仕様入力シート
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計算は実行される。

④⑤：ガラス番号・ガラス種類

　・ガラス番号とガラス種類を、表 1-2-3「ガラスの種類と物性値一覧」より選択し、数値と

文字列で入力する。

　・該当するガラス種類がない場合は、④は空欄として⑤には任意の名称でガラス種類を入力し、

②③に値を入力する。

⑥：備考

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため入力は任意である。

　・ガラスの厚さ等を入力することを推奨する。
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表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧
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表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧（続き）
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表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧（続き）



34

表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧（続き）
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表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧（続き）
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表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧（続き）
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　「様式２-4（空調）『外皮仕様入力シート』」には、外皮（外壁、窓等）の方位、面積、庇の形

状、ブラインドの有無等が記載されている意匠図（配置図、平面図、断面図、立面図、矩形図等）

より、各空調ゾーンの外皮の仕様に関する情報を入力する。

　本シートに入力する「空調ゾーン名称」は『空調ゾーン入力シート』にて、「外壁名称」は『外

壁構成入力シート』にて、「窓名称」は『窓仕様入力シート』にて定義した名称を利用する。

（1）．外皮仕様入力シートの様式

　『外皮仕様入力シート』の様式を図 1-2-8 に示す。

様式２-4.（空調）外皮仕様入力シート

図1-2-8　様式２-4（空調）『外皮仕様入力シート』の様式

（2）．外皮仕様入力シートの入力項目と入力方法

　『外皮仕様入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字

は図 1-2-8「様式２-4（空調）『外皮仕様入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応

している。

①：階、空調ゾーン名

　・図 1-2-2「様式 2-1（空調）『空調ゾーン入力シート』の様式」で入力した「階」、「空調

ゾーン名」を転記する。

　・大文字、小文字、スペース等すべての文字が様式 2-1（空調）『空調ゾーン入力シート』で

入力した文字と同一でなくてはならない。なお、空調ゾーンの並び順は『空調ゾーン入力

シート』と異なっていても良い。

　・当該室に方位の異なる複数の外皮を定義する場合は、図 1-2-8 に示すように、同一ゾーン

に属する外皮構成を並べて記し、一番上にある外皮構成のみに階と空調ゾーン名を入力し

て、その他の外皮仕様については空欄とする。なお、同一ゾーンに同一方位の外皮構成が

4．外皮仕様入力シート
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複数存在しても良い。

②：方位

　・方位を表 1-2-4「方位の選択肢」に示す選択肢から選択する。

　・外壁の方位は、「北」、「北東」、「東」、「南東」、「南」、「南西」、「西」、「北西」から最も近い

方位を入力する。また、屋根は「水平」とし、ピロティや接地壁など等の常に日陰になる

外皮は「日陰」とする。

　・方位の入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．空調設備の入力　２．外皮の方位」を参

照すること。

表1-2-4　方位の選択肢

③：日除け効果係数（冷）（暖）

　・庇等の日除けがある場合は、庇等の形状に合わせて、冷房期、暖房期に分けて日除け効果

係数を数値で入力する。庇がない場合は、空欄とする。

　・日除け効果係数は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構が刊行している「改訂　拡

張デグリーデー表」に収録されている日除け効果係数チャートより読み取ること。

④：外壁名称

　・図 1-2-6「様式 2-2（空調）『外壁構成入力シート』の様式」で定義した当該方位の「外壁名称」

を文字列で入力する。

　・外壁がなく窓のみの場合は空欄とする。

⑤：外皮面積（窓含）

　・外皮面積を数値で入力する。単位は㎡である。ここで外皮面積とは外壁面積と窓面積の和

である。

　・外皮面積の算出方法について、外壁の寸法幅は壁芯とし、高さは階高として求める。
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　・算出法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．空調設備の入力　３．外皮面積の算出方法」を参

照すること。

⑥：窓名称

　・図 1-2-7「様式 2-3（空調）『窓仕様入力シート』の様式」で定義した当該方位の「窓名称」

を文字列で入力する。

　・窓がなく外壁のみの場合は空欄とする。

⑦：窓面積

　・当該外皮の窓面積を数値で入力する。単位は㎡である。

　・サッシ部も含めた面積を窓面積として入力する。算出法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．

空調設備の入力　３．外皮面積の算出方法」を参照すること。

　・窓がなく外壁のみの場合は本欄は空欄とする。

⑧：ブラインドの有無

　・ブラインドが有る場合は「有」を入力し、無い場合は「無」を入力する。

　・図面上でブラインドの設置を確認できれば手動、自動は問わず「有」とする。また、学校

等でカーテンを使用することを想定してカーテンレールが図面上で確認できる場合は、ブ

ラインド「有」を選択する。

　・「様式 2-3（空調）『窓仕様入力シート』」において、表 1-2-3「ガラスの種類と物性値一覧」

からガラスを選ばず、熱貫流率と日射侵入率を直接入力した場合で、ブラインドの影響を

考慮した値を入力した場合は、「無」とすること。

　解説　　ブラインドの色の指定

　ブラインドの色を指定する必要はなく、一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムで

は、ブラインド「有」とした場合「明色ブラインド」が設置されたものとして計算される。
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　「様式２-5（空調）『熱源入力シート』」には、空調熱源システムの仕様が記載されている空調

設備図（機器表、系統図、平面図、自動制御図等）より、熱源機器の仕様及び熱源制御方法（熱

源機運転順序等）に関する情報を入力する。入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．空調設

備の入力　4．熱源群の入力事例」を参照すること。

　ここで、熱源群とは、図 1-2-9「熱源群の例」に示すように、中央熱源方式の空調システム

については一体として動く複数の熱源システム機器（熱源機、一次ポンプ、冷却塔、冷却水ポ

ンプ等）であると定義し、個別分散方式の空調システムではパッケージ型空調機の屋外機であ

ると定義する。

図1-2-9　熱源群の例

5．熱源入力シート
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（1）．熱源入力シートの様式

　『熱源入力シート』の様式を図 1-2-10 に示す。

様式２-5.（空調）熱源入力シート

・⑭へ続く

　　　　　　　　　・・・

図1-2-10　様式２-5（空調）『熱源入力シート』の様式
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（2）．熱源入力シートの入力項目と入力方法

　『熱源入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、丸数字は図 1-2-10「様式２-5

（空調）『熱源入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応している。

①：熱源群名称

　・熱源群の名称を任意の文字列で入力する。一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム

では、この名称で熱源群を識別しているため、名称が重複しないように注意が必要である。

　・複数の熱源機で１つの熱源群を形成する場合は、各熱源機器の仕様を並べて記し、一番上

に入力する熱源機に「熱源群名称」を入力し、その他の熱源機では空欄とする。（図 1-2-

10「様式２-5（空調）『熱源入力シート』の様式」の入力例を参照）

　・個別分散方式の空調システムの場合は、屋外機ごとに別々の「熱源群」を定義する。

②：冷暖同時供給有無

　・熱源群が冷熱と温熱を同時に供給する機能をもつシステム（4 管式システム、冷暖同時運

転システム等）であれば「有」を入力し、冷熱と温熱を切り替えて供給するシステム（2

管式システム、冷暖切替型システム等）であれば「無」を入力する。

　・冷暖同時供給が「有」のシステムでは、冷房期の暖房負荷、暖房期の冷房負荷も熱源群に

よって処理されるとしてエネルギー消費量の計算を行う。「無」のシステムでは、冷房期の

暖房負荷、暖房期の冷房負荷は熱源負荷として計上しない。

③：台数制御有無

　・同一熱源群の中に熱源機が２台以上あり負荷に応じて運転台数が自動で制御される場合は

「有」を入力し、台数制御が行われない（複数台存在しても常に同時に運転される）場合は

「無」を入力する。

　・各機器の運転順位は「⑦運転順位」で入力する。

④：蓄熱システム・運転モード

　・夜間に熱源機を運転して蓄熱（水蓄熱、氷蓄熱）を行うシステムの場合は、表 1-2-5「蓄

熱システムの運転モード」の選択肢から運転モードを選択し、文字列で入力する。

　・複数の熱源機で１つの熱源群を構成し、その中に蓄熱を行う熱源機が 1 台でもあれば、当

該熱源群は蓄熱システムであると考える。

　・蓄熱槽が冷熱用と温熱用に分かれている場合は、熱源群を冷熱源群と温熱源群に分ける。

入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．空調設備の入力　５．蓄熱システムの入力事例」

を参照すること。

　・蓄熱システムがない場合は空欄とする。
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表1-2-5　蓄熱システムの運転モード
選択肢 適用
蓄熱 夜間に熱源機を運転して、蓄熱槽に冷熱や温熱を蓄熱する

運転モード
追掛 昼間に蓄熱槽の冷熱や温熱のみでは不足する場合に、運転

するモード

⑤：蓄熱システム・蓄熱容量

　・蓄熱槽の蓄熱容量（熱量）を数値で入力する。単位は MJ である。

　・蓄熱システムがない場合は空欄とする。

　・一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムでは、蓄熱槽効率は 80％、熱損失量は 1

日あたり蓄熱容量の 3％として計算を行っている。

⑥：熱源機種

　・表 1-2-7「熱源機種一覧」から該当する熱源種類を選択肢から選び、文字列で入力する。

　・熱源機種によって「冷熱のみ供給」、「温熱のみ供給」、「冷温熱供給可能」のいずれかが決

まっているので、このルールに従い、シートを作成すること。

　・パッケージ型エアコンディショナーは「ビル用マルチエアコン」を選択するものとする。

　・「熱交換器」は蓄熱槽との熱交換を計算する際に使用することを想定している。

⑦：運転順位

　・同一熱源群の中の熱源機の運転台数を自動制御する場合は、各熱源機の運転順位を入力す

る。運転順位は、「1番目」、「2番目」のように文字列で入力する。数字は半角で入力すること。

　・台数制御が行われない場合は、すべて「1 番目」と入力する。

　・熱源機 1 台で熱源群を構成する場合は「1 番目」と入力する。

　・蓄熱システムの場合は、「蓄熱」運転モードと「追掛」運転モードのそれぞれで運転順位を

入力する。
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　入力例　 

◆例：下図 1-2-11「蓄熱システム（冷温水槽を設置）の例」に示す冷温水蓄熱槽を持つシ

ステムを例に入力の具体例を示す。このシステムは、①冷房運転時の蓄熱運転はターボ冷凍

機を優先して起動し空冷ヒートポンプで不足分を補い、放熱時は水蓄熱槽の冷熱を優先して

使い、不足であればターボ冷凍機、空冷ヒートポンプの順で追掛運転を行う、②暖房運転時

の蓄熱運転は空冷ヒートポンプで行い、放熱時は水蓄熱槽の温熱を優先して使い、不足であ

れば空冷ヒートポンプで追掛運転を行う。このような場合は、下図 1-2-12「様式 2-5『熱

源入力シート』の入力例」に示すように入力をする。

図1-2-11　蓄熱システム（冷温水槽を設置）の例

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図1-2-12　様式2-5『熱源入力シート』の入力例（5）［蓄熱システム（冷温水槽を設置）］
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表1-2-6　熱源機種一覧
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⑧：台数

　・同一熱源機の台数を数値で入力する。

　・入力された台数は「⑦運転順位」で入力した台数制御とは関係なく、必ず同時に運転され

ることに留意する。

⑨：送水温度

　・冷熱生成時と温熱生成時の冷温水やブライン等の熱源出口温度を数値で入力する。単位は

℃である。

⑩：定格冷却能力・定格加熱能力

　・当該熱源機の 1 台あたりの定格冷却能力と定格加熱能力を数値で入力する。単位は kW/

台である。

　・ここで入力する定格冷却能力・定格加熱能力とは、JIS 等で規定された標準定格条件（冷

温水温度、冷却水温度、流量等の条件）下での性能とする。

⑪：熱源主機定格消費エネルギー

　・当該熱源機主機の定格消費エネルギーを数値で入力する。

　・熱源機のエネルギー源が「電力」の場合は定格消費電力［kW/ 台］を、「ガス」及び「油」

の場合は燃料消費量（一次エネルギー換算）［kW/ 台］を入力する。

　・ 灯 油 0.5L/h の 場 合、 一 次 エ ネ ル ギ ー 換 算 係 数 を 37000kJ/L と し て、0.5L/h ×

37000kJ/L ÷ 3600 ＝ 5.14kW とする。重油 0.5L/h の場合は、同様に 0.5L/h ×

4100kJ/L ÷ 3600 ＝ 5.69kW とする。

　・ここで入力する定格消費エネルギーとは、JIS 等で規定された標準定格条件（冷温水温度、

冷却水温度、流量等の条件）下での消費エネルギーとする。

　・熱源主機の消費エネルギーは機器負荷率や外気温度によって変化するものとし、熱源の特

性曲線を用いて各条件時の値が算出される。熱源主機、補機の定義については、表 1-2-7

を参照すること。

⑫：熱源補機定格消費電力

　・当該熱源機補機の定格消費電力を数値で入力する。単位は kW/ 台である。

　・ここで入力する定格消費電力とは、JIS 等で規定された標準定格条件（冷温水温度、冷却

水温度、流量等の条件）下での消費電力とする。

　・熱源補機の消費電力は機器負荷率に比例して変化する（但し、機器負荷率が 30％以下は

一定）としている。熱源主機、補機の定義については、表 1-2-7 を参照すること。

　・一次ポンプや冷却塔は補機とはみなさず、⑬⑭⑮⑯にその仕様を入力すること。

⑬：一次ポンプ定格消費電力

　・各熱源機に接続される一次ポンプの定格消費電力を数値で入力する。単位は kW/ 台であり、
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熱源機 1 台あたりの kW を入力する。（分母の台数は一次ポンプではなく「⑧熱源機台数」

であることに注意が必要である）。

　・一次ポンプと二次ポンプが兼用されるシステムについては、一次ポンプとしてこの欄に入

力する。

　・一次ポンプの変流量制御については、省エネルギー基準ではその効果をエネルギー削減評

価することができない。一次ポンプはすべて「定流量」として計算される。

表1-2-7　熱源機の主機、補機の定義

⑭：冷却塔定格冷却能力

　・熱源機 1 台あたりの冷却塔冷却能力を数値で入力する。単位は kW/ 台である。

　・冷却塔が設置されない場合は、空欄とする。

　・1 台の冷却塔に複数の熱源機器が接続されている場合は、次頁の入力例に示すように、そ

の冷却塔の定格冷却能力を各熱源機器の能力で按分した値を入力する。

⑮⑯：冷却塔ファン定格消費電力・冷却塔ポンプ定格消費電力

　・熱源機 1 台あたりの冷却塔ファンおよび冷却塔ポンプの消費電力を入力する。単位は kW/

台である。

　・冷却塔が設置されない場合は、空欄とする。

⑰：備考（機器表の記号、系統名等）

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため、入力は任意である。

　・機器表の記号、系統名等を入力しておくことを推奨する。
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　入力例　

◆同一能力の熱源機が 2 台設置され、冷却塔が 1 台で熱源機 2 台分を賄っている場合は、

設置されている冷却塔の冷却能力を熱源機台数（2 台）で除して入力する。

図1-2-13　�熱源機1台あたりの冷却塔冷却能力・冷却塔ファンと冷却水ポンプの消費電力

の考え方
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　「様式２-6（空調）『二次ポンプ入力シート』」には、二次ポンプの仕様が記載されている空調

設備図（機器表、系統図、平面図、自動制御図等）より、二次ポンプ群の構成、定格性能、制

御方式等に関する情報を入力する。

　二次ポンプ群とは、同じ空調機に冷温水を供給するポンプの集合体のことである。図 1-2-

14「二次ポンプ群の例」に示すように、ポンプ系統が複数に分かれており、それぞれの系統

が同じ空調機に対して冷温水を供給する場合は、各々の系統を１つのポンプ群として定義する。

入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter2．空調設備の入力　６．二次ポンプ群の入力事例」を

参照すること。

　本シートは二次ポンプが設置される中央熱源方式の場合に作成し、個別分散方式や一次ポン

プのみの中央熱源方式では作成は不要である。

図1-2-14　二次ポンプ群の例

6．二次ポンプ入力シート



50

（1）．二次ポンプ入力シートの様式

　『二次ポンプ入力シート』の様式を図 1-2-15 に示す。

様式２- ６.（空調）二次ポンプ入力シート

図1-2-15　様式２- ６（空調）『二次ポンプ入力シート』の様式

（2）．二次ポンプ入力シートの入力項目と入力方法

　『二次ポンプ入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目の前にある丸数字

は図 1-2-15「様式２-6（空調）『二次ポンプ入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対

応している。

①：二次ポンプ群名称

　・二次ポンプ群の名称を任意の文字列で入力する。一次エネルギー消費量算定用 WEB プロ

グラムでは、この名称でポンプ群を識別しているため名称が重複しないように注意が必要

である。

　・複数台のポンプで 1 つのポンプ群を形成する場合は、各ポンプの仕様を並べて記し、一番

上に入力するポンプに「ポンプ群名称」を入力し、その他のポンプでは空欄とする。（「図

1-2-15　様式２- ６（空調）『二次ポンプ入力シート』の様式」の入力例を参照）

②：台数制御の有無

　・同じポンプ群の中にポンプが 2 台以上あり、負荷に応じて運転台数が自動で制御される場

合は「有」を入力し、台数制御が行われない（複数台存在しても常に同時に運転される）

場合は「無」を入力する。

③：冷房時温度差・暖房時温度差

　・冷房時と暖房時の二次側空調系統への送水する冷温水の往き温度と還り温度との温度差（往

還温度差の設計値）を数値で入力する。単位は℃である。

　・同じポンプ群の中に温度差が異なるポンプがある場合は、流量の最も大きいポンプの温度

差を入力する。
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④：運転順位

　・複数の二次ポンプで二次ポンプ群を構成し、かつ台数制御がある場合、各ポンプの運転順

位を入力する。運転順位は、「1 番目」、「2 番目」のように文字列で入力する。数字は半角

で入力すること。

　・台数制御が行われない場合は、すべて「1 番目」と入力する。

　・ポンプ 1 台で群を構成する場合は「1 番目」と入力する。

⑤：台数

　・同一ポンプの台数を数値で入力する。

　・ここで、入力された台数は「④運転順位」で入力した台数制御とは関係なく、必ず同時に

運転されることに留意する。

⑥：定格流量

　・ポンプの 1 台あたりの定格流量（設計流量）を数値で入力する。単位は㎥ /h 台である。

　・一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムでは、③温度差と⑥定格流量から各ポンプ

の最大供給熱量を算出し、各日の負荷を最大供給熱量で割ることによりポンプの負荷率を

求めている。

⑦：定格消費電力

　・ポンプ 1 台あたりの定格消費電力を数値で入力する。単位は kW である。

⑧：流量制御方式

　・各ポンプの流量制御方式を表 1-2-8「流量制御一覧」の選択肢から選択し、文字列で入力

する。

表1-2-8　流量制御一覧
選択肢 適用

定流量制御 常に一定量を送水する方法
回転数制御 インバータ等によりポンプの回転数を制御する方法

⑨：変流量時最小流量比

　・⑧流量制御方式で「回転数制御」を選択した場合は、最小流量設定値を定格流量に対する

比率（％）で入力する。（最小流量が定格流量の 30％である場合は、「30」と入力する）

　・定流量で運転される場合は、空欄とする。

⑩：備考（機器表の記号、系統名等）

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため、入力は任意である。

　・機器表の記号、系統名等を入力しておくことを推奨する。
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　「様式２-7（空調）『空調機入力シート』」には、空調機の仕様が記載されている空調設備図（機

器表、系統図、平面図、自動制御図等）より、空調機群（エアハンドリングユニット、ファン

コイルユニット、パッケージ型空調機、全熱交換器等）の冷暖房能力、給気風量、各種送風機

消費電力、全熱交換器の効率や制御方式（風量制御、外気カット制御、外気冷房制御）、空調機

群に接続される二次ポンプ群や熱源群の名称等を入力する。

　空調機群の定義は次の通りである。

　・図 1-2-16「空調機群の例」に示すように、対象となる空調ゾーンに冷温熱および新鮮外

気を供給するための一連のシステムと定義する。室負荷処理用空調機と外気負荷処理用空

調機が分かれている場合は、これらは分けて群を定義する。また、空調機と一体として動

く全熱交換器、各種送風機（ダクト途中に設置される外気導入用送風機や居室の余剰排気

の送風機など）、循環送風機（エアカーテン、シーリングファンなど）、エアーフローウィ

ンドウやプッシュプルウィンドウのための送風機等があれば、これらは同じ群として定義

する。

　・パッケージ型空調機室内機については、屋外機の系統毎に空調機群を定義する。ただし、

同一屋外機系統に属する複数の室内機が、別々の空調ゾーンに配置されている場合は、室

内機を空調ゾーン毎にグルーピングしてそれぞれを 1 つの空調機群として定義する。

　・基準階で同仕様の空調機が同じ二次ポンプ群と熱源群に接続されている場合であっても、

原則は、各階の空調機を分けて別々の空調機群とする。

　空調と換気の切り分けや空調機群の入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter 2．空調設備の

入力　７．空調機群の定義」と「第 2 編　Chapter ２．空調設備の入力　8．空調機群の入力

事例」を参照すること。

7．空調機入力シート
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図1-2-16　空調機群の例
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（1）．空調機入力シートの様式

　『空調機入力シート』の様式を図 1-2-17 に示す。

様式2-7.（空調）空調機入力シート

・・⑮へ続く　　

　　　　　　　　　　　　　　・・・

図1-2-17　様式2-7（空調）『空調機入力シート』の様式

（2）．空調機入力シートの入力項目と入力方法

　『空調機入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目の名前にある丸数字は

図 1-2-17「様式 2-7（空調）『空調機入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応している。

①：空調機群名称

　・空調機群の名称を任意の文字列で入力する。一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラ

ムでは、この名称で空調機群を識別しているため、名称が重複しないように注意が必要で

ある。

　・複数の機器で１つの空調機群を形成する場合は、各空調機の仕様を並べて記し、一番上に

入力する空調機に「空調機群名称」を入力し、その他の機器では空欄とする。
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②：台数

　・各空調機の台数を数値で入力する。

③：空調機タイプ

　・表 1-2-9「空調機タイプ一覧」の選択肢から選択し、文字列で入力する。

表1-2-9　空調機タイプ一覧
選択肢 説明
空調機 空調機、外調機等
FCU ファンコイルユニット

ファンコンベクタ等
室内機 パッケージ型空調機の室内機

（EHP、GHP、KHP、WHP 等）
全熱交ユニット 個別に設置される全熱交換器ユニット

（直膨コイル付全熱交換器ユニットを含む）
送風機 空調計算で扱う送風機

（空調連動給排気送風機等）
放熱器 パネルラジエータ等

④⑤：定格冷却（冷房）能力・定格加熱（暖房）能力

　・空調機 1 台あたりの定格冷却（冷房）能力と定格加熱（暖房）能力を数値で入力する。単

位は kW/ 台である。

　・空調機タイプが「空調機」と「FCU」の場合は、設計冷温水流量により能力が決定されるため、

設計図の機器リストに表記された必要冷却（冷房）能力と必要加熱（暖房）能力を入力する。

パッケージ型空調機の室内機については、JIS 等で規定された標準定格条件（冷温水温度、

冷却水温度、流量等の条件）下での能力を入力する。

　・全熱交換器ユニットに直膨コイルが設置される場合は、直膨コイルの冷却能力と加熱能力

を入力する。

　・外調機において給気ダクトの途中に冷温水コイルを設置する場合は、空調機タイプとして

「空調機」を選択し、冷温水コイルの冷却能力と加熱能力を入力する。

⑥：給気送風機定格風量

　・空調機 1 台あたりの給気送風機の設計風量を数値で入力する。単位は㎥ /h・台である。

　・ファンコイルユニット、全熱交換器ユニット、送風機は設計風量を入力する。

　・パッケージ型空調機の風量は、JIS 等で規定された標準定格条件下での標準風量を入力す

る。

　・ 給気送風機定格風量は、外気冷房制御時の取入外気量の上限値として使用される。

⑦⑧⑨⑩：送風機定格消費電力

　・送風機の種類別（給気、還気、外気、排気）ごとに送風機の定格消費電力を数値で入力する。

単位は kW/ 台である。
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　・空調機タイプで「放熱器」を選択した場合は、パネル等に熱を搬送するためのポンプ等の

消費電力を入力すること。

　・送風機の種類毎に入力するが、エネルギー計算においては合算して送風機の定格消費電力

としている。従って厳密に種類を分けて入力する必要はないが、審査者による図面との照

合を容易にするためにある程度適切に分類して入力することを推奨する。

⑪：風量制御方式

　・空調機の風量制御方式を表 1-2-10「風量制御方式」の選択肢から選択し、文字列で入力

する。

　・「回転数制御」は送風機の回転数が室内温度等に応じて“自動”で変化する制御を導入して

いるシステムにのみ適用できる。FCU や室内機に多くあるような手動による風量の切り替

えは対象としない。

　・旧基準では評価の対象であった「ダンパー制御」「サクションベーン制御」「可変ピッチ制御」

については、平成 25 年基準では評価の対象とはしない。これらの制御を導入する場合は「定

風量制御」を選択すること。

表1-2-10　風量制御方式
選択肢 適用

定風量制御 常に一定量を送風する方法
回転数制御 インバータ等により送風機の回転数を自動で制御する方法

⑫：変風量時最小風量比

　・回転数制御を行っている場合は、最小風量設定値を定格風量に対する比率（％）で入力する。

（最小風量が定格風量の 30％である場合は、「30」と入力する）

　・定風量で運転される場合は空欄とする。

⑬：外気カット制御の有無

　・外気カット制御を行っている場合は「有」を入力し、行っていない場合は「無」を入力する。

ここで、外気カット制御とは、空調立ち上がり時で室内に人がいない場合に外気導入を停

止して外気負荷削減を行う制御（ウォーミングアップ制御ともいう）と定義する。

⑭：外気冷房制御の有無

　・外気冷房制御を行っている場合は「有」を入力し、行っていない場合は「無」を入力する。

ここで、外気冷房制御とは、冷房運転時において、外気エンタルピーが室内空気のエンタ

ルピーより低い場合に必要新鮮外気導入量以上の外気を導入して、コイル処理熱量を削減

する制御と定義する。ただし、一次エネルギー消費量計算においては、外気導入量の最大

値は「⑥：給気送風機定格風量」に入力した給気ファンの定格風量としている。

⑮：全熱交換器の有無

　・全熱交換器が設置される場合は「有」を入力し、設置されない場合は「無」を入力する。
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　・空調機とは別に設置されている（空調機に内蔵されていない）全熱交換器については、空

調機と分けて単独で入力するが、この場合も「有」を入力する。

⑯：全熱交換器定格風量

　・全熱交換器の処理する設計風量を数値で入力する。単位は㎥ /h・台であり、空調機 1 台あ

たりの風量を記入する。

　・給気風量と排気風量が異なる場合は、給気風量を入力する。

⑰：定格全熱交換効率

　・全熱交換器の設計風量時の全熱交換効率を数値で入力する。単位はパーセント（％）とする。

⑱：バイパス制御の有無

　・バイパス制御が採用されている場合は「有」を入力し、採用されていない場合は「無」を

入力する。ここで、バイパス制御とは、外気のエンタルピーが室内空気のエンタルピーよ

り低い場合に全熱交換をせずに直接外気を室内に取り込む制御と定義する。

　・手動でバイパス弁を切り替える場合は「無」と入力する。（例えば、個別に設置されている

全熱交換器において、熱交換をさせない「換気運転」機能を手動で切り替える場合等につ

いては「無」と入力する。）

⑲：ローター消費電力

　・全熱交換器が回転式の場合、ローターの消費電力を数値で入力する。単位は kW/ 台である。

　・静止型の場合は、電動機はないため空欄とする。

⑳�：二次ポンプ群名称（冷熱）（温熱）

　・図 1-2-15「様式２-6（空調）『二次ポンプ入力シート』の様式」で入力した二次ポンプ群

名称の中から、各空調機群に冷熱および温熱を供給する二次ポンプ群名称を選択し、文字

列で入力する。

　・二次ポンプ群名称は『二次ポンプ入力シート』の名称と同一でなければならない。

��：熱源群名称（冷熱）（温熱）

　・図 1-2-10「様式２-5（空調）『熱源入力シート』の様式」で入力した熱源群名称の中から、

各空調機群に冷熱および温熱を供給する熱源群名称を選択し、文字列で入力する。

　・熱源群名称は『熱源入力シート』の名称と同一でなければならない。

�：備考（機器表の記号・系統名等）

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため、入力は任意である。

　・機器名称は設計図の機器番号（記号）や系統名等を入力しておくことを推奨する。
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　「様式３-1（換気）『換気対象室入力シート』」には、換気設備の仕様が記載されている空調換

気設備図（機器表、系統図、平面図）より、各室に設置される換気設備に関する情報を入力する。

　省エネルギー基準における「空気調和設備以外の機械換気設備」とは、廃熱、除湿、脱臭を

目的とした送風機と定義し、空調室に設置された新鮮外気導入のための機械換気設備は空調設

備とみなす。

　なお、計算対象となる室及び設備については、「第 2 編　Chapter 3. 換気設備の入力　1. 

計算対象とする換気設備」を参照すること。特に、旧基準と異なり、平成 25 年基準では単相

電源の換気設備も計算対象となることに注意が必要である。

（1）．換気対象室入力シートの様式

　『換気対象室入力シート』の様式を図 1-3-1 に示す。

様式３-1.（換気）換気対象室入力シート

図1-3-1　様式３-1（換気）『換気対象室入力シート』の様式

Chapter 3. 換気設備の入力
1．換気対象室入力シート
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（2）．換気対象室入力シートの入力項目と入力方法

　『換気対象室入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数

字は図 1-3-1「様式３-1（換気）『換気対象室入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と

対応している。

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式」に入力した室の中から換気計

算対象室の階、室名等を転記する。

　・これらの情報は、大文字、小文字、スペース等すべてが『室仕様入力シート』と同一でな

ければならない。ただし、室の並び順は異なっても良い。

②：換気設備種類

　・換気設備種類を表 1-3-1「換気設備種類」の選択肢（給気、排気、循環、空調）から選択し、

文字列で入力する。

　・例えば、電気室などの変圧器発熱負荷処理としてパッケージ型空調機を使用して冷房を行

う場合は「空調」と入力する。また、厨房の調理器具からの発熱負荷処理空調機は「循環」、

厨房給気の外気処理空調機は「給気」、厨房の排気送風機は「排気」とする。

　・この種類は一次エネルギー消費量計算には用いられないが、審査者が図面と照合する際に

必要となるので必ず記入すること。

表1-3-1　換気設備種類
選択肢 適用
給気 給気送風機
排気 排気送風機
循環 空気の拡散用の循環送風機
空調 電気室等の発熱のある室を空調機により冷房を行う場合

③：換気機器名称

　・換気機器の名称を任意の文字列で入力する。

　・入力する名称は、図 1-3-2「様式３-2（換気）『給排気送風機入力シート』の様式」およ

び図 1-3-3「様式 3-3（換気）『換気代替空調機入力シート』」の換気機器名称と同一でな

ければならない。

　・1 つの室に複数台の換気設備がある場合は、図 1-3-1「様式 3-1（換気）『換気対象室入

力シート』の様式」の入力例に示すように、機器名称を並べて記し、一番上の機器につい

てのみ室名等を入力し、他の機器については空欄とする。

　・1 つの機器が複数の室を換気する場合は、各室の③換気機器名称に同じ換気機器名称を入

力する。

　・同じ仕様であっても物理的に異なる機器（異なる場所に設置されている等）である場合は、

異なる換気機器名称を付けて入力すること。
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　「様式３-2（換気）『給排気送風機入力シート』」には、換気設備の仕様が記載されている空調

換気設備図（機器表、系統図、平面図、自動制御図等）より、給排気送風機の定格風量、定格出力、

制御方式等に関する情報を入力する。

　本シートの入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter ３．換気設備の入力　２．給排気送風機

の入力事例」を参照する。

（1）．給排気送風機入力シートの様式

　『給排気送風機入力シート』の様式を図 1-3-2 に示す。

様式３-2.（換気）給排気送風機入力シート

図1-3-2　様式３-2（換気）『給排気送風機入力シート』の様式

（2）．給排気送風機入力シートの入力項目と入力方法

　『給排気送風機入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸

数字は図 1-3-2「様式３-2（換気）『給排気送風機入力シート』の様式」の最上部にある丸数

字と対応している。

①：換気機器名称

　・換気機器の名称を文字列で入力する。

　・図 1-3-1「様式 3-1（換気）『換気対象室入力シート』の様式」で記入した換気機器名称

2．給排気送風機入力シート
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と同一でなければならない。

②：定格風量

　・給排気送風機の定格風量（もしくは設計図の機器リストに記載された設計風量）を数値で

入力する。単位は㎥ /h である。

③：電動機定格出力

　・送風機の定格出力を数値で入力する。単位は kW である。

　・カタログ等に「電動機定格出力」ではなく「定格消費電力」しか記載のない機器については、

次式で仮想的な電動機定格出力を算出し、この値を入力してもよいものとする。

　　　　③電動機定格出力　＝　定格消費電力　×　電動機効率（0.75）

　　一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムでは、電動機効率を一律 0.75 と想定して

いる。したがって、上式で算出した値を入力すれば、プログラム内部ではカタログ等に記

載にされている定格消費電力の値で一次エネルギー消費量を算出することとなる。

　・大規模建築物の熱源機械室等、天井が高い空間のための機械換気設備については、当面の間、

次式で仮想的な電動機定格出力を算出し、この値を入力してもよいものとする。

　　　　③電動機定格出力　＝　電動機定格出力　× 2.7 ／（換気対象室の天井高）

　　上式の 2.7 は、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量を決定した際に想定した天井高

である。この想定天井高と実際の天井高に大きな差がある場合は、システムの性能以外の

要因により評価が厳しくなるため、これを回避するために、当面の間、電動機定格出力を

上式で補正してもよいこととする。

④：制御による補正（高効率電動機の有無）

　・表 1-3-2「高効率電動機の有無」に示すとおり、高効率電動機を採用している場合は「有」

を入力し、高効率電動機を採用していない場合は「無」を入力する。

　・高効率電動機とは、「JIS C 4212」（高効率低圧三相かご形誘導電動機）に準拠した電動

機をいう。

⑤：制御による補正（インバータの有無）

　・表 1-3-3「インバータの有無」に示すとおり、インバータを設置している場合は「有」を

入力し、設置していない場合は「無」を入力する。

　・インバータにより風量の自動制御を行うシステムの他、自動制御は行わず固定周波数で運

用するシステム（施工後の風量調整のためにインバータを使用するシステム）についても

「有」を選択する。

⑥：制御による補正（送風量制御）

　・表 1-3-4「送風量制御」に示す選択肢から該当する制御方式を選択し、文字列で入力する。

制御を導入しない場合は、「無」を入力する。
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表1-3-2　高効率電動機の有無
選択肢 適用 係数

無 高効率電動機が採用されていない場合 1.0
有 JIS C 4212 に準拠した低圧三相かご形誘導電動機 0.95

表1-3-3　インバータの有無
選択肢 適用 係数

無 インバータが設置されていない場合 1.0

有
インバータが設置されている場合。ただし自動制御
が行われておらず固定周波数で運用する場合も含ま
れる

0.6

表1-3-4　送風量制御
選択肢 適用 係数

無 送風量制御を採用しない場合 1.0

CO・CO2 濃度制御
駐車場等において CO 濃度や CO2 濃度により送風機
制御を行っている場合。なお、英数字は半角文字とし、

「・」は全角文字とする。
0.6

温度制御 電気室等において室内温度により送風機制御を行っ
ている場合 0.7
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　「様式３-3（換気）『換気代替空調機入力シート』」には、換気設備の仕様が記載されている空

調換気設備図（機器表、系統図、平面図、自動制御図等）より、換気設備の代わりに設置され

た機器発熱負荷処理の空調機（換気代替空調機）の冷却能力、定格出力等を入力する。

　本シートの入力方法の詳細は、「第 2 編　Chapter ３．換気設備の入力　３．換気代替空調

機の入力事例」を参照すること。

（1）．換気代替空調機入力シートの様式

　『換気代替空調機入力シート』の様式を図 1-3-3 に示す。

様式３-3.（換気）換気代替空調機入力シート

図1-3-3　様式３-3（換気）『換気代替空調機入力シート』の様式

（2）．換気代替空調機入力シートの入力項目と入力方法

　『換気代替空調機入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある

丸数字は図 1-3-3「様式３-3（換気）『換気代替空調機入力シート』の様式」の最上部にある

丸数字と対応している。

①：機器名称

　・換気代替空調機の名称を文字列で入力する。

　・図 1-3-3「様式３-1（換気）『換気対象室入力シート』の様式」で記入した換気機器名称

と同一でなければならない。

②：必要冷却能力

　・換気代替空調機の定格冷却能力（もしくは設計図の機器リストに記載された必要冷却能力）

を数値で入力する。単位は kW である。

　・設置される機器の能力に余裕を見込んでいる場合は、必要とされる能力を算出し、この値

を入力してもよい。例えば故障時の対応として必要冷房能力 100％の機器が 2 台設置さ

れている場合は、1 台分の能力を入力してもよい。ただし、この必要能力の算出根拠は別

途提出する必要がある。

3．換気代替空調機入力シート
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③：熱源効率（一次換算値）

　・熱源効率には、熱源システム効率（熱源機本体、一次ポンプ、蓄熱関係ポンプ、冷却水ポンプ、

冷却塔等のエネルギー消費量すべてを考慮したシステム COP）を一次エネルギー換算した

数値を入力する。

　・パッケージ型空調機の場合は、冷却能力を屋外機の圧縮機と熱交換ファンの合計エネルギ

ー消費量で除して COP を算出する。

　・例えば、電気式熱源では消費電力より算出した定格 COP を次の式で一次エネルギー換算

して算出する。

電気式熱源機の一次エネルギー換算の効率　＝
　定格 COP × 3600［kJ/kWh］　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9760［kJ/kWh］

　・詳細な算出方法については、「第 2 編　Chapter ３　換気設備の入力　4．換気代替空調

機の熱源効率の算出方法」を参照すること。

④：送風機定格出力

　・空調機の送風機（パッケージ型空調機の場合は室内機の送風機）の電動機定格出力を数値

で入力する。単位は kW である。

⑤：ポンプ定格出力

　・中央熱源方式の場合は、二次冷水ポンプの電動機定格出力を数値で入力する。単位は kW

である。

　・二次冷水ポンプが他の空調機と兼用の場合は、当該空調機分の容量分のみを入力する（二

次冷水ポンプの電動機出力を各空調機の冷却能力で按分する）。

　・換気代替空調機がパッケージ型空調機の場合は空欄とする。
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　「様式 4.（照明）『照明入力シート』」には、照明設備の仕様が記載されている電気設備図（照

明器具表、平面図、照明制御図等）より、照明設備が設置されている室及び、照明器具の仕様（器

具型式・名称、定格消費電力、台数）や照明制御方法を入力する。なお、計算対象となる照明

設備については、「第 2 編　Chapter ４　照明設備の入力　1．計算対象とする照明設備」を

参照すること。

（1）．照明入力シートの様式

　『照明入力シート』の様式を図 1-4-1 に示す。

様式4.（照明）照明入力シート

・⑨へ続く　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・

図1-4-1　様式4（照明）『照明入力シート』の様式

Chapter 4. 照明設備の入力
1．照明入力シート
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（2）．照明入力シートの入力項目と入力方法

　『照明入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字は図

1-4-1「様式 4（照明）『照明入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応している。

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積・階高・天井高

　・図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式」で入力した室の中から照明計

算対象室の階、室名等を転記する。

　・これらの情報は、大文字、小文字、スペース等すべてが図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室

仕様入力シート』の様式」の情報と同一でなければならない。ただし、室の並び順は異な

っても良い。

　・同じ室に 2 種類以上の照明器具が設置されている場合は、照明器具の仕様を並べて記し、

一番上の器具についてのみ階や室名等を入力して、他の器具については階や室名等を空欄

とする。

②③：室の間口・室の奥行

　・室指数による補正を行う場合のみ入力する。単位はｍである。

　・②③を空欄として、④室指数のみを入力しても良い。

　・室形状が矩形（長方形）の場合、窓を正面とした室の横幅を間口とし、窓からの離隔距離

を奥行とする。

　・なお、「室の間口」×「室の奥行」≒「室面積」となるが、厳密に室面積と一致しなくても

問題はない。

図1-4-2*　間口と奥行きの例

④：室指数

　・室指数による補正を行う場合のみ入力を行う。②③で間口と奥行を入力した場合は、本欄

は空欄で構わない。直接室指数を指定する場合のみ④に値を入力する。

　・室指数は次の式で算出し、数値で入力する（小数第 4 位を切り捨て小数第 3 位までの入力

とする）。作業面の高さは、室用途に応じて適切な値を設定して良い。なお、②③で間口と

奥行を入力した場合は一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラムの中で室指数を自動
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計算するが、その際の作業面高さは室用途によらず一律 0m としている。

　　a）室が矩形（長方形）の場合

　　　　　
室指数＝

　　　　　　　　　　　　　室面積　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（室の間口寸法＋室の奥行寸法）×（天井高－作業面の高さ）

　　b）室が矩形（長方形）でない場合

　　　　　
室指数＝

　　　　　　　　　　室面積　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（室の外周長さ÷２）×（天井高－作業面の高さ）

⑤⑥：照明器具型式、機器名称

　・照明器具型式については、設計図の照明器具表に記載されている「埋込下面開放」、「ダウ

ンライト」等の照明器具の型式を文字列で入力する。

　・1 つの室に複数台の照明器具が設置される場合は、照明機器名称を並べて記し、一番上の

機器についてのみ室名等を入力し、その他の機器については室名等を空欄とする。

　・機器名称については、設計図の照明器具表に記載されている記号や公共用施設照明器具の

名称、または照明器具メーカーの型番などを文字列で入力する。

　・計算には使用されないが、審査時に図面との照合を行う際に必要な情報であり、必ず入力

すること。

⑦：定格消費電力

　・各照明器具の 1 台あたりの消費電力（安定器も含めた入力値）を数値で入力する。単位は

W/ 台である。

　・消費電力が不明の場合は、（一社）日本照明工業会の「ガイド 114　照明エネルギー消費

係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」より該当する機器の値を入力すること。

詳細は、「第 2 編　Chapter ４．照明設備の入力　２．照明器具の消費電力の参考値」を

参照すること。

⑧：台数

　・照明器具の設置台数を数値で入力する。

⑨：制御による補正（在室感知制御）

　・在室検知制御を採用している場合は、表 1-4-1「人感センサー等による在室検知制御」の

選択肢から選択し、制御名称を文字列で入力する。制御を採用していない場合は「無」を

入力する。

　・人感センサー等による在室検知制御とは、室内に設置された人感センサー等の検知機器に

より人の動きを感知し、在室時には点灯、不在時には消灯もしくは調光により減光する自

動制御システムと定義する。手動スイッチによる局所的な点滅・調光は評価対象としない。



68

また、カードやルームキーによる在室検知制御は、入退室管理の目的で用いられることから、

執務時間内の低減効果には寄与しないため、評価対象としないこととする。

　・「6.4m 角点滅」等の英数字は半角文字で入力する。

表1-4-1　人感センサー等による在室検知制御
選択肢 適用 係数

無 人感センサー等による在室検知制御がない場合 1.0
減光 廊下など 0.80

一括点滅 トイレ、倉庫、廊下など 0.70
6.4m 角点滅 事務室（点滅回路の大きさ：6.4m 角の範囲を 1 回路） 0.95
3.2m 角点滅 事務室（点滅回路の大きさ：3.2m 角の範囲を 1 回路） 0.85
器具毎点滅 事務室（点滅回路の大きさ：器具毎） 0.80

⑩：制御による補正（タイムスケジュール制御）

　・タイムスケジュール制御を採用している場合は、表 1-4-2「タイムスケジュール制御」の

選択肢から選択し、制御名称を文字列で入力する。なお、制御を採用していない場合は「無」

を入力する。

　・タイムスケジュール制御とは、あらかじめ設定された時刻に点滅あるいは調光制御を行う

もので、始業前や昼休み、残業時間など、照明設備に要求される照度レベルや役割に応じ

て自動的に消灯あるいは調光制御する照明制御システムと定義する。

表1-4-2　タイムスケジュール制御
選択肢 適用 係数

無 タイムスケジュール制御がない場合 1.0
減光 店舗等における開店前、閉店後の減光など 0.95
消灯 昼休みの一斉消灯など 0.90

⑪：制御による補正（初期照度補正制御）

　・表 1-4-3「初期照度補正制御」に示すとおり、初期照度補正を採用している場合は、「有」

を入力し、採用していない場合は「無」を入力する。

　・初期照度補正制御とは、明るさセンサーやタイマーを利用した点灯時間による光源の光束

低下を見込んだ調光制御であり、建築物の完成直後あるいはランプ交換及び器具清掃初期

の過剰照度を抑制（初期照度を補正）し、消費電力量の低減を図る制御と定義する。

表1-4-3　初期照度補正制御
選択肢 適用 係数

無 初期照度補正制御がない場合 1.0

有

タイマーによる適正照度制御（経年による照明照度低下
を時間で判断）と明るさセンサーによる適正照度制御（経
年による照明照度低下を実際の明るさ（センサーで検知）
で判断）

0.85



69

⑫：制御による補正（明るさセンサー等による昼光連動調光制御）

　・明るさセンサー等による昼光連動調光制御を採用している場合は、表 1-4-4「明るさセン

サー等による昼光連動調光制御」の選択肢から選択し、制御名称を文字列で入力する。制

御を採用していない場合は「無」を入力する。

　・明るさセンサー等による昼光連動調光制御とは、建築物の執務室等、主に視作業を伴う室の、

昼光が入射する側窓の近傍エリアにおいて、入射する昼光の明るさに応じて当該エリアの

照明設備を自動的にきめ細かく調光制御することで消費電力量の低減を図る照明制御シス

テムと定義する。昼光の明るさは、天井面に明るさ検知センサーを設置して検知するのが

一般的である。

表1-4-4　明るさセンサー等による昼光連動調光制御
選択肢 適用 係数

無 明るさセンサーによる昼光連動調光制
御がない場合 1.0

片側採光かつブラインド自動制御なし 1 方位窓、もしくは連続する２方位窓 0.90
片側採光かつブラインド自動制御あり 1 方位窓、もしくは連続する２方位窓 0.85
両側採光かつブラインド自動制御なし 対面する２方位窓 0.80
両側採光かつブラインド自動制御あり 対面する２方位窓 0.75

⑬：制御による補正（明るさ感知による自動点滅制御）

　・表 1-4-5「明るさ感知による自動点滅制御」に示すとおり、制御を採用している場合は、「有」

を入力し、採用していない場合は「無」を入力する。

　・明るさ感知による自動点滅制御とは、昼光照度など空間の明るさをセンサー等で検知して、

ある一定以上の明るさのときは、自動的に照明を消灯し、暗くなったら自動的に点灯する

照明制御システムと定義する。主として、階段、廊下、トイレなど、視作業を伴わないエ

リアの照明設備の点け忘れと消し忘れ防止に資するものである。執務室のような視作業を

伴う室でのきめ細かな調光による昼光連動調光制御とは異なる。

表1-4-5　明るさ感知による自動点滅制御
選択肢 適用 係数

無 明るさ感知による自動点滅制御がない場合 1.0
有 昼光が入射する廊下など 0.80

⑭：制御による補正（照度調整調光制御）

　・表 1-4-6「明るさセンサー等による照度調整調光制御」に示すとおり、明るさセンサー等

による照度調整調光制御を採用している場合は、「有」を入力し、採用していない場合は「無」

を入力する。

　・明るさセンサー等による照度調整調光制御とは、天井や器具に取り付けられた明るさセン

サー等による対象回路の調光によって、想定する机上面の照度に調整する照明制御システ

ムと定義する。事務所ビル等にグリッド天井を採用する際に、照明器具を過剰に設置せざ
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るを得ない場合があり、この際、本照明制御システムを利用して、引き渡し段階や運用初

期段階において適切な照度になるように調光して省エネルギーを図る。

表1-4-6　明るさセンサー等による照度調整調光制御
選択肢 適用 係数

無 明るさセンサー等による照度調整調光制御が
ない場合 1.0

有 明るさセンサー等による照度調整調光制御 0.95
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　「様式 5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』」には、給湯設備の仕様が記載されている給排

水衛生設備図（機器表、系統図、平面図、詳細図）より、給湯機器の名称や節湯器具の採否を

入力する。

　なお、給湯計算対象室とは、「給湯設備を利用する可能性のある人が存在する居室」と定義

しており、給湯機器が設置される室ではないことに注意が必要である。詳細は、「第 2 編　

Chapter ５．給湯設備の入力　１．給湯対象室の考え方」を参照すること。

　また、平成 25 年基準においては、一管式給湯設備（局所給湯機や返湯管のない中央式給湯機）

も計算対象であることに注意が必要である。

（1）．給湯対象室入力シートの様式

　『給湯対象室入力シート』の様式を図 1-5-1 に示す。

様式5-1.（給湯）給湯対象室入力シート

図1-5-1　様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の様式

Chapter 5. 給湯設備の入力
1．給湯対象室入力シート
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（2）．給湯対象室入力シートの入力項目と入力方法

　『給湯対象室入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数

字は図 1-5-1「様式 5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と

対応している。

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式」で入力した室の中から給湯計

算対象室の階、室名等を転記する。

　・これらの情報は、大文字、小文字、スペース等すべてが『室仕様入力シート』の情報と同

一でなければならない。ただし、室の並び順は異なっても良い。

　・ここで入力する「給湯対象室」は「湯を利用する可能性がある人が存在する室」であり、

各機器が供給する湯を使用する人が主に存在する室を指定する。これにより、各機器の湯

使用量が定まる。

②：給湯箇所（給湯栓設置箇所）

　・給湯機で湯を供給する箇所（給湯栓が設置されている箇所）を任意の文字列で入力する。

　・給湯対象室は「湯を利用する可能性がある人が存在する室」であり、ここで記入する②給

湯箇所は「実際に湯を使う場所」であるため、両者は必ずしも一致しない。

　・この情報は計算には使用しないが審査者が図面と照合する際に必要となるので必ず記入す

ること。

③：節湯器具

　・節湯器具の採否について、節湯器具を採用している場合は表 1-5-1「節湯器具の具体的仕様」

の選択肢から該当する器具を選択し、採用していない場合は「無」を入力する。

表1-5-1　節湯器具の具体的仕様
選択肢 仕様 湯量の削減効果

無
自動給湯栓 ・洗面台や浴室等に設置される湯水混合水栓

・公衆浴場等で使用される自閉式水栓（一定
の時間あるいは量を吐水した後に止水する
水栓）

40% 削減

節水型シャワー ・サーモスタット付き混合栓に散水板開口面
積 40㎟以下のシャワーヘッドを組み合わ
せたもの

・サーモスタット付き混合栓に一時停止機構
付きシャワーヘッドを組み合わせたもの

・もしくはこれと同等のもの
　（補足）吐水切替えが可能な場合について

は、主たる使用モードで条件を満たしてい
れば良いとする。

25% 削減
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④：給湯機器名称

　・給湯機器名称を任意の文字列で入力する。

　・入力する名称は、図 1-5-2「様式 5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の様式」の給湯機

器名称と同一でなければならない。

　・1 つの給湯対象室に複数台の給湯機器がある場合は、給湯機器名称を並べて記し、一番上

の機器についてのみ室名等を入力し、他の機器については室名等を空欄とする。

　・1 つの給湯機器で複数の室に対して給湯する場合は、各室の③給湯機器名称に同じ給湯機

器名称を入力する。

　・同じ仕様であっても物理的に異なる機器（異なる場所に設置されている等）である場合は、

異なる給湯機器名称を付けて入力すること。
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　「様式 5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』」には、給湯設備の仕様が記載されている給排水

衛生設備図（機器表、系統図、平面図、詳細図）より、給湯機器の加熱能力、定格効率、配管

保温仕様、接続口径、太陽熱利用の有無等を入力する。

（1）．給湯機器入力シートの様式

　『給湯機器入力シート』の様式を図 1-5-2 に示す。

様式5-2.（給湯）給湯機器入力シート

図1-5-2　様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の様式

（2）．給湯機器入力シートの入力項目と入力方法

　『給湯機器入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字

は図 1-5-2「様式 5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応

している。

①：給湯機器名称

　・給湯機器の名称を文字列で入力する。

　・図 1-5-1「様式 5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の様式」で入力した給湯機器の名

称と同一でなければならない。

②：燃料種類

　・給湯機器の燃料種類を、「電力」、「都市ガス」、「液化石油ガス」、「重油」、「灯油」、「他人か

ら供給された熱（温水）」、「他人から供給された熱（蒸気）」から選択し記入する。

③：定格加熱能力

　・給湯機器の定格加熱能力を数値で入力する。単位は kW である。

　・電気温水器等のような電気ヒーターによる加熱機器の場合は電気ヒーターの電気容量を入

力すること。

　・定格加熱能力とは、JIS や JRA（日本冷凍空調工業会）等で規定された標準定格条件（給

2．給湯機器入力シート
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水温度、出湯温度、外気温湿度、流量等の条件）下での性能である。

　・1 つの給湯系統の中に複数の給湯機器が接続されており、これらが連携して動く場合は、

これらの給湯機器の定格加熱能力の総和を本欄に入力する。

④：熱源効率（一次エネルギー換算）

　・給湯機器の熱源機単体効率を入力する。単位はパーセントではなく、0.80 のように小数

で入力する。

　・ここで入力する熱源効率は一次エネルギーに換算した値であることに注意が必要であり、

具体的には次に示す式で算出される。なお、循環ポンプのエネルギー消費量は含まなくて

よい。

　　a）燃焼式給湯システムの場合

　　　◆燃焼式給湯システムの熱源効率（一次エネルギー換算）＝

　　　　　　　　　　　　　　　給湯熱源単体の定格加熱能力［kW］× 3600［kJ/kWh］　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給湯熱源単体のエネルギー消費量［kJ/h］

　　　　・給湯熱源単体のエネルギー消費量（ガス）［kJ/h］＝

ガス消費量［㎥ /h］×ガス発熱量（高位）［kJ/㎥］

　　　　・給湯熱源単体のエネルギー消費量（油）［kJ/h］＝

油消費量 [L/h] ×比重量［㎏ /L］×油発熱量（高位）［kJ/㎏］ 

　　b）電気式給湯システムの場合

　　　◆電気式給湯熱源効率（一次エネルギー換算）＝

　定格 COP × 3600［kJ/kWh］　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9760［kJ/kWh］

　　　　
・電気式給湯熱源の定格 COP ＝

給湯熱源定格加熱能力［kW］

給湯熱源定格消費電力［kW］　　　　　　　　　　　

　・電気式給湯機のうちヒートポンプを使用する場合、設置場所の気温・出湯温度などにより

熱源効率が変化するため、各月の熱源効率が大きく変動しうる条件にあたっては、各月平

均の熱源効率から実効効率を別途計算して、④に入力すること。

　・1 つの給湯系統の中に複数の給湯機器が接続されており、これらが連携して動く場合は、

これらの給湯機器の熱源効率を各熱源機器の定格加熱能力で重み付けして平均した値を④

に入力する。
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⑤：配管保温仕様

　・給湯配管の保温仕様を表 1-5-2「給湯配管保温仕様一覧」の選択肢より選択し、文字列で

入力すること。

　・保温仕様区別の数値は半角文字で入力すること。

表1-5-2　給湯配管保温仕様一覧
選択肢 定義
裸管 保温材なし

保温仕様 3 ・管径 125㎜未満：保温材厚さ 20㎜以上
・管径 125㎜以上：保温材厚さ 25㎜以上

保温仕様 2 ・管径 50㎜未満：保温材厚さ 20㎜以上
・管径 50㎜以上 125㎜未満：保温材厚さ 25㎜以上
・管径 125㎜以上：保温材厚さ 30㎜以上

保温仕様 1 ・管径 40㎜未満：保温材厚さ 30㎜以上
・管径 40㎜以上 125㎜未満：保温材厚さ 40㎜以上
・管径 125㎜以上：保温材厚さ 50㎜以上

⑥：接続口径

　・給湯機器に接続される給湯配管の最大口径を数値で入力する。単位は㎜とし、整数で入力

する。

　・接続口径の考え方は、「第 2 編　Chapter ５．給湯設備の入力　3．給湯配管接続口径」

を参照すること。

⑦⑧⑨：太陽熱利用（有効集熱面積、集熱面の方位角、集熱面の傾斜角）

　・太陽熱を利用した給湯設備システムを採用している場合はこれらの値を入力し、採用して

いない場合は空欄とする。

　・有効集熱面積は数値で入力する。単位は㎡である。

　・集熱面の方位角は数値で入力する。単位は度（°）である。南を0°とし、西向きに測る。つまり、

西は 90°、北は 180°、東は 270°となる。

　・集熱面の傾斜角は数値で入力する。単位は度（°）である。水平を 0°、垂直を 90°とする。

⑩：備考

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため、入力は任意である。

　・機器名称だけでは図面との対応が判りづらいため、設計図の機器リストに記載されている

当該給湯機器の仕様・系統名などを入力することを推奨する。
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　「様式６.（昇降機）『昇降機入力シート』」には、昇降機の仕様が記載されている昇降機設備図（仕

様表、平面図）より、昇降機の積載量、速度、台数や速度制御方式等を入力する。

（1）．昇降機入力シートの様式

　『昇降機入力シート』の様式を図 1-6-1 に示す。

様式６.（昇降機）昇降機入力シート

図1-6-1　様式６.（昇降機）『昇降機入力シート』の様式

（2）．昇降機入力シートの入力項目と入力方法

　『昇降機入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各項目名の前にある丸数字は

図 1-6-1「様式６.（昇降機）『昇降機入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応している。

①：階・室名・建物用途・室用途

　・図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式」で入力した室の中から、当該

昇降機が主にサービスを提供する室（昇降機を利用する人の主たる居室）を入力する。主

にサービスを提供する室が複数あり、それらの室の用途が異なる場合は、床面積の合計が

最も大きい室用途に属する代表室を主にサービスを提供する室とする。

　・入力では、大文字、小文字、スペース等すべてが図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕様入

力シート』の様式」の情報と同一でなければならない。ただし、室の並び順は異なっても良い。

　・ここで入力した室の用途により、昇降機の運転時間が定まる。（室の照明点灯時間が昇降機

の運転時間となる）。

②：機器名称

　・設計図の仕様書に記載されている昇降機の記号や種類（常用、非常用、人荷用等）を文字

列で入力する。

　・計算には使用されないが、審査時に図面と照合する際に必要な情報であるため必ず入力す

ること。

Chapter 6. 昇降機の入力
1．昇降機入力シート
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③：台数

　・各昇降機の設置台数を数値で入力する。

④：積載量

　・昇降機の仕様書より、積載量を数値で入力する。単位は kg/ 台である。

⑤：速度

　・昇降機の仕様書より、速度を数値で入力する。単位は m/ 分である。

⑥：輸送能力係数

　・昇降機の輸送能力係数を数値で入力する。計算方法の詳細は「第 2 編　Chapter ６　昇降

機の入力　1．輸送能力係数の算出方法」を参照すること。

　・主たる建物用途が事務所等、ホテル等の場合において、昇降機の台数が 2 台以下の場合、

もしくはバックヤードに設置される場合は、輸送能力係数は 1 とすることができるものと

する。

　・主たる建物用途が事務所等、ホテル等以外の場合は、輸送能力係数は台数に係らず 1 とす

ることができるものとする。

　・事務所、ホテルにおいて、計画輸送能力が標準輸送能力を超えるときにおいて、（計画台数

-1）の台数で標準輸送能力を下回る場合は、輸送能力係数は 1 とすることができるものと

する。

⑦：速度制御方式

　・表 1-6-1「速度制御方式の種類」の選択肢から選択し、文字列で入力する。

　・「VVVF（電力回生あり、ギアレス）」等の「（」、「）」は半角文字とし、「、」は全角文字とする。

表1-6-1　速度制御方式の種類
選択肢 適用 係数

VVVF（電力回生あり、ギアレス） 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生あり
かつギアレス巻上機）

1/50

VVVF（電力回生あり） 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生あり） 1/45
VVVF（電力回生なし、ギアレス） 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生なし

かつギアレス巻上機）
1/45

VVVF（電力回生なし） 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生なし） 1/40
交流帰還制御 交流帰還制御方式

（注）ワードレオナード式、静止レオナード方
式（サイリスタレオナード方式）、交流二段方
式が採用されている場合も「交流帰還制御方
式」と選択する。

1/20
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　「様式 7-1.（効率化）『太陽光発電システム入力シート』」には、太陽光発電システムの仕様

が記載されている図面より、太陽光電池の種類やアレイのシステム容量等を入力する。

（1）．太陽光発電システム入力シートの様式

　『太陽光発電システム入力シート』の様式を図 1-7-1 に示す。

様式7-1．（効率化）太陽光発電システム入力シート

図1-7-1　様式7-1.（効率化）『太陽光発電システム入力シート』の様式

（2）．太陽光発電システム入力シートの入力項目と入力方法

　『太陽光発電システム入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各入力項目の

前にある丸数字は、図 1-7-1「様式 7-1.（効率化）『太陽光発電システム入力シート』の様式」

の最上部にある丸数字と対応している。

①：太陽光発電システム名称

　・太陽光発電システムの名称を文字列で入力する。なお、一次エネルギー消費量算定用 WEB

プログラムでは、この名称で各システムを識別しているため、名称の重複がないように入

力すること。

②：太陽電池の種類

　・太陽電池の種類を表 1-7-1 の選択肢から選択し、文字列で入力する。

Chapter 7. エネルギー利用効率化設備の入力
1．太陽光発電システム入力シート
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表1-7-1　太陽電池の種類
選択肢 定義
結晶系 半導体材料として単結晶シリコン、多結晶シリコンを用いた

太陽電池
結晶系以外 半導体材料として単結晶シリコン、多結晶シリコン以外を用

いた太陽電池

③：アレイ設置方式

　・アレイ設置方式（太陽電池アレイの取り付け方）を表 1-7-2 の選択肢から選択し、文字列

で入力する。

表1-7-2　アレイ設置方式
選択肢 定義

架台設置形 太陽電池モジュールを屋根と空隙を設けて間接に設置した太
陽電池アレイで、屋根置き形以外のもの

屋根置き形 太陽電池モジュールを、屋根と並行に空隙を設けて間接に設
置した太陽電池アレイ

その他 架台設置形、屋根置き形以外のアレイ設置方式

④：アレイのシステム容量

　・JISC 8952 で規定されている標準太陽電池アレイ出力（標準試験条件の状態に換算した

太陽電池アレイの最大出力点における出力）の値を入力する。単位は kW である。

　・標準太陽電池アレイ出力が不明である場合は、太陽電池モジュール一枚あたりの標準太陽

電池モジュール出力の総和とする。

⑤：パネルの方位角

　・パネルの方位角を入力する。単位は度（°）である。

　・南を 0°とし、西向きに測る。つまり西は 90°、北は 180°、東は 270°である。

⑥：パネルの傾斜角

　・パネルの傾斜角を入力する。単位は度（°）である。

　・水平を 0°、垂直を 90°とする。

⑦：備考

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため、入力は任意である。
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　「様式 7-2.（効率化）『コージェネレーションシステム入力シート』」には、コージェネレー

ションシステムの仕様が記載されている図面や別途実施した詳細計算の結果を基に、発電効率

や排熱回収率等を入力する。

（1）．コージェネレーションシステム入力シートの様式

　『コージェネレーションシステム入力シート』の様式を図 1-7-2 に示す。

様式7-2．（効率化）コージェネレーションシステム入力シート

図1-7-2　様式7-2.（効率化）『コージェネレーションシステム入力シート』の様式

（2）．コージェネレーションシステム入力シートの入力項目と入力方法

　『コージェネレーションシステム入力シート』の入力項目と入力方法を次に示す。なお、各入

力項目の前にある丸数字は、図 1-7-2「様式 7-2.（効率化）『コージェネレーションシステム

入力シート』の様式」の最上部にある丸数字と対応している。

①：コージェネレーションシステム名称

　・コージェネレーションシステムの名称を文字列で入力する。なお、一次エネルギー消費量

算定用 WEB プログラムでは、この名称で各システムを識別しているため、名称の重複が

ないように入力すること。

②：年間電力需要（空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）

　・各設備の設計一次エネルギー消費量計算の過程で出力される年間電力需要を入力する。単

位は MWh である。

③：機器名称

　・コージェネレーション機器の名称を任意の文字列で入力する。

　・一つのコージェネレーションシステムに複数台のコージェネレーション機器がある場合は、

コージェネレーション機器名称を並べて記し、一番上の機器についてのみシステム名称と

年間電力需要を入力し、他の機器についてはこれらを空欄とする。

2．コージェネレーションシステム入力シート
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④⑤⑥⑦⑧⑨：発電効率、排熱回収率、発電依存率、有効熱利用率、有効排熱量の冷熱利用比、

温水吸収冷凍機または排熱投入型冷温水機の成績係数

　・これらの値は、別途 CASCADE Ⅲ（空気調和・衛生工学会）等のシミュレーションによ

るエネルギー計算により値を求めて記入する。

⑩：備考

　・入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため、入力は任意である。



第２編　設備仕様入力シート作成方法の
　　　　詳細解説



（注）

　本書中の図表のうち、図表番号に＊印が付いた図表は「平成 23 年度　設備設計一級建築

士講習テキスト（財団法人 建築教育普及センター）」に掲載された図表を、一部加筆のうえ

転載したものである。
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Chapter 1. 共通条件の入力

　省エネルギー基準（平成25年基準）では、日本全体を8つの地域（1～8地域）に分類し、

地域毎に判断基準値や一次エネルギー消費量計算に使用する気象データ等が定められている。

この地域区分は「住宅事業建築主の判断基準」における地域区分と同じである。地域区分は市

区町村レベルで詳細に定義されており、表2-1-1 に示す区分表に基づき該当する地域を選択す

る。

表2-1-1　省エネルギー基準における地域区分

地域区分 都道府県名

１、２ 北海道

３ 青森県、岩手県、秋田県

４ 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県

５、６

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井
県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

７ 宮崎県、鹿児島県

８ 沖縄県

1．地域区分
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１　上の区分の詳細は以下のとおりとする。

	（1）上の区分のうち、1地域については、次の市町村とする。

	北海道　旭川市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、網走市、稚内市、紋別市、士別市、名

寄市、根室市、深川市、富良野市、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、

倶知安町、沼田町、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、

東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、

下川町、美深町、音威子府村、中川町、小平町、苫前町、羽幌町、遠別町、天塩町、

幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、大空町、美幌町、津別町、

斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、

興部町、西興部村、雄武町、伊達市（旧大滝村に限る。）、むかわ町（旧穂別町に限る。）、

日高町（旧日高町に限る。）、平取町、新ひだか町（旧静内町に限る。）、音更町、士幌町、

上士幌町、鹿追町、新得町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町、大樹町、広尾町、

池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、

弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

	（2）上の区分のうち、2地域については、次の市町村とする。

	北海道　札幌市、函館市（旧函館市を除く。）、千歳市、石狩市、小樽市、室蘭市、北斗市、

伊達市（旧伊達市に限る。）、	岩見沢市、芦別市、恵庭市、江別市、砂川市、三笠市、

赤平市、滝川市、登別市、苫小牧市、美唄市、北広島市、留萌市、八雲町（旧八雲

町に限る。）、森町、せたな町（旧瀬棚町に限る。）、日高町（旧門別町に限る。）、洞

爺湖町、むかわ町（旧鵡川町に限る。）、安平町、新ひだか町（旧三石町に限る。）、

豊浦町、蘭越町、雨竜町、秩父別町、北竜町、妹背牛町、浦河町、奥尻町、歌志内市、

浦臼町、月形町、新十津川町、鹿部町、岩内町、共和町、七飯町、上砂川町、奈井江町、

南幌町、神恵内村、泊村、古平町、長万部町、黒松内町、清水町、新冠町、今金町、

新篠津村、当別町、積丹町、増毛町、初山別村、白老町、えりも町、厚真町、壮瞥町、

栗山町、長沼町、由仁町、仁木町、赤井川村、余市町、様似町、利尻町、利尻富士町、

礼文町

	（3）上の区分のうち、5地域については、次の市町村とする。

	茨城県　水戸市、かすみがうら市（旧霞ヶ浦町に限る。）、つくばみらい市、つくば市、ひた

ちなか市、稲敷市、下妻市、笠間市（旧岩間町を除く。）、牛久市、結城市、古河市、

行方市、高萩市、坂東市、取手市、守谷市、小美玉市（旧玉里村に限る。）、常総市、

常陸太田市、常陸大宮市（旧美和村を除く。）、筑西市（旧関城町に限る。）、土浦市（旧

土浦市に限る。）、那珂市、日立市、鉾田市、北茨城市、龍ヶ崎市、阿見町、河内町、

美浦村、境町、五霞町、八千代町、茨城町、城里町、大洗町、東海村、利根町

	群馬県　前橋市、みどり市（旧東村（勢多郡）を除く。）、安中市（旧安中市に限る。）、伊勢崎市、

甘楽町、館林市、桐生市（旧黒保根村を除く。）、高崎市（旧倉渕村を除く。）、渋川市（旧

赤城村、旧小野上村を除く。）、太田市、藤岡市、富岡市、玉村町、吉岡町、榛東村、

大泉町、板倉町、明和町、邑楽町

	埼玉県　さいたま市、ふじみ野市、羽生市、桶川市、加須市、久喜市、狭山市、熊谷市（旧

表2-1-1　省エネルギー基準における地域区分（続き）
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熊谷市を除く。）、幸手市、行田市（旧行田市に限る。）、鴻巣市、坂戸市、志木市、

春日部市、所沢市、上尾市、新座市、深谷市、川越市、秩父市（旧大滝村を除く。）、

鶴ヶ島市、日高市、入間市、飯能市、富士見市、北本市、本庄市、蓮田市、東松山市、

白岡市、上里町、神川町、美里町、寄居町、横瀬町、皆野町、小鹿野町（旧小鹿野

町に限る。）、長瀞町、東秩父村、宮代町、越生町、三芳町、毛呂山町、ときがわ町、

滑川町、吉見町、小川町、川島町、鳩山町、嵐山町、杉戸町、伊奈町

	千葉県　野田市、香取市（旧佐原市に限る。）、成田市、佐倉市、八千代市、我孫子市、印西市、

白井市、酒々井町、富里市、栄町、神崎町

	東京都　八王子市、立川市、青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、

清瀬市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村

	神奈川県　	清川村、秦野市、相模原市（旧相模原市を除く。）、開成町、山北町、松田町、大井町、

南足柄市

	富山県　高岡市、黒部市（旧黒部市に限る。）、射水市、砺波市、南砺市（旧平村、旧上平村、

旧利賀村を除く。）、富山市（旧大沢野町、旧大山町、旧細入村を除く。）、魚津市、

氷見市、滑川市、小矢部市、舟橋村、入善町、朝日町

	石川県　かほく市、志賀町、宝達志水町、加賀市、中能登町、七尾市、能美市、白山市（旧松任市、

旧美川町、旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村を除く。）、能登町、輪島市、小松市、

珠州市、羽咋市、川北町、津幡町、内灘町、穴水町

	福井県　福井市（旧福井市、旧美山町に限る。）、あわら市、おおい町、越前市、永平寺町、池田町、

坂井市、鯖江市、若狭町、勝山市、小浜市、高浜町、大野市（旧大野市に限る。）、

越前町（旧朝日町、旧宮崎村に限る。）、南越前町（旧河野村を除く。）

	山梨県　山梨市（旧三富村を除く。）、甲州市、甲斐市、甲府市（旧上九一色村を除く。）、上野原市、

市川三郷町、中央市、笛吹市（旧芦川村を除く。）、南アルプス市、身延町、南部町（旧

富沢町を除く。）、北杜市（旧明野村に限る。）、大月市、韮崎市、富士川町、早川町、

昭和町、道志村

	岐阜県　山県市、恵那市（旧串原村、旧上矢作町を除く。）、本巣市（旧根尾村に限る。）、郡上市（旧

美並村に限る。）下呂市（旧金山町に限る。）揖斐川町（旧揖斐川町を除く。）中津川

市（旧中津川市、旧長野県木曽郡山口村に限る。）、関市、可児市、多治見市、大垣

市（上石津町に限る。）、美濃市、瑞浪市、美濃加茂市、土岐市、養老町、関ヶ原町、

安八町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町

	静岡県　川根本町、浜松市（旧水窪町に限る。）、御殿場市、小山町

	愛知県　豊田市（旧稲武町を除く。）、設楽町、豊根村、東栄町

	三重県　伊賀市、亀山市（旧関町に限る。）、松阪市（旧飯南町、旧飯高町に限る。）、津市（旧

美杉村に限る。）、名張市

	滋賀県　大津市（旧志賀町に限る。）、長浜市、東近江市、米原市、野洲市、彦根市、近江八幡市、

草津市、守山市、栗東市、湖南市、甲賀市、高島市、愛荘町、日野町、竜王町、豊郷町、

甲良町、多賀町、

	京都府　京都市（旧京北町に限る。）、京丹後市（旧大宮町、旧久美浜町に限る。）、南丹市、
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福知山市、木津川市、与謝野町、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、城陽市、八幡

市、京田辺市、京丹波町、大山崎町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、

南山城村

	大阪府　堺市（旧美原町に限る。）、高槻市、八尾市、富田林市、松原市、大東市、柏原市、

羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、島本町、豊能町、能勢町、太子町、河南町、千早

赤阪村

	兵庫県　姫路市（旧姫路市、旧家島町を除く。）、豊岡市（旧竹野町を除く。）、養父市（旧関

宮町を除く。）、たつの市（旧龍野市、旧新宮町に限る。）、丹波市、朝来市、加東市、

三木市（旧吉川町に限る。）、宍粟市、篠山市、相生市、三田市、西脇市、神河町、

多可町、佐用町、新温泉町、猪名川町、市川町、福崎町、上郡町

	奈良県　奈良市（旧都祁村を除く。）、宇陀市（旧室生村を除く。）、葛城市、五條市（旧大塔

村を除く。）、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、

山添村、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、

高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、

黒滝村、天川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

	和歌山県　	橋本市、田辺市（旧龍神村、旧本宮町に限る。）、かつらぎ町（旧かつらぎ町に限る。）、

有田川町（旧清水町に限る。）、九度山町

	鳥取県　鳥取市（旧鳥取市、旧福部村、旧気高町、旧青谷町を除く。）、倉吉市（旧倉吉市に限る。）、

八頭町、南部町、伯耆町、岩美町、三朝町、智頭町

	島根県　松江市（旧八雲村、旧玉湯町、旧東出雲町に限る。）、出雲市（旧佐田町に限る。）、安来市、

江津市（旧桜江町に限る。）、浜田市（旧浜田市、旧三隅町を除く。）、雲南市、益田市（旧

益田市を除く。）、美郷町（旧邑智町に限る。）、邑南町（旧石見町に限る。）、吉賀町、

津和野町、川本町

	岡山県　岡山市（旧岡山市、旧灘崎町を除く。）、備前市、美作市、井原市、高梁市（旧備中

町を除く。）、真庭市（旧落合町、旧久世町に限る。）、赤磐市、津山市（旧阿波村を

除く。）、吉備中央町、久米南町、美咲町、西粟倉村、勝央町、奈義町、鏡野町（旧

鏡野町に限る。）、和気町

	広島県　広島市（旧湯来町に限る。）、三原市（旧大和町、旧久井町に限る。）、三次市（旧三次市、

旧三和町に限る。）、安芸高田市（旧吉田町、旧甲田町、旧向原町に限る。）、東広島市（旧

黒瀬町、旧安芸津町を除く。）、尾道市（旧御調町に限る。）、府中市（旧府中市に限る。）、

福山市（旧神辺町、旧新市町に限る。）、安芸太田町（旧加計町に限る。）、北広島町（旧

豊平町に限る。）、世羅町（旧世羅西町に限る。）

	山口県　山口市（旧阿東町に限る。）、下関市（旧豊田町に限る。）、岩国市（旧由宇町を除く。）、

周南市（旧鹿野町に限る。）萩市（旧川上村、旧むつみ村、旧旭村に限る。）、美祢市

	徳島県　三好市（旧東祖谷山村を除く。）、美馬市（旧木屋平村に限る。）、東みよし町、那賀町（旧

木沢村、旧木頭村に限る。）、つるぎ町（旧貞光町を除く。）

	愛媛県　新居浜市（旧別子山村に限る。）、西予市（旧城川町に限る。）、大洲市（旧河辺村に

限る。）、砥部町（旧広田村に限る。）、内子町、久万高原町、鬼北町
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	 高知県　いの町（旧吾北村に限る。）、仁淀川町、津野町（旧東津野村に限る。）本山町、大豊

町、土佐町、大川村、越知町、梼原町

	福岡県　八女市（旧矢部村に限る）

	長崎県　雲仙市（旧小浜町に限る。）

	熊本県　阿蘇市、南阿蘇村、山都町、南小国町、小国町、産山村、高森町

	大分県　大分市（旧野津原町に限る。）、宇佐市（旧宇佐市を除く。）、杵築市（旧山香町に限る。）、

佐伯市（旧宇目町に限る。）、竹田市、日田市（旧日田市を除く。）、豊後大野市（旧

緒方町、旧朝地町に限る。）、由布市（旧挾間町を除く。）、日出町、九重町、玖珠町

	（4）上の区分のうち、6地域については、次の市町村とする。

	茨城県　鹿嶋市、神栖市（旧神栖町に限る。）、潮来市

	群馬県　千代田町

	埼玉県　越谷市、吉川市、熊谷市（旧熊谷市に限る。）、戸田市、行田市（旧南河原村に限る。）

三郷市、川口市、草加市、朝霞市、八潮市、和光市、蕨市、松伏町

	千葉県　いすみ市、鴨川市、柏市、旭市、匝瑳市、南房総市、香取市（旧佐原市を除く。）、山武市、

横芝光町、千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、茂原市、東金市、

習志野市、勝浦市、市原市、流山市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道

市、袖ヶ浦市、八街市、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、芝山町、一宮町、

睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

	東京都　東京都23	区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、府中市、調布市、町田市、小金井市、

国分寺市、国立市、狛江市、東久留米市、多摩市、稲城市

	神奈川県　	愛川町、綾瀬市、伊勢原市、横須賀市、横浜市、海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、

寒川町、座間市、葉山町、三浦市、小田原市、逗子市、川崎市、相模原市（旧相

模原市に限る。）、真鶴町、湯河原町、箱根町、中井町、大和市、大磯町、二宮町、

藤沢市、平塚市

	石川県　白山市（旧松任市、旧美川町に限る。）、金沢市、野々市市

	福井県　福井市（旧福井市、旧美山町を除く。）、美浜町、越前町（旧朝日町、旧宮崎村を除く。）、

南越前町（旧河野村に限る。）、敦賀市

	山梨県　南部町（旧富沢町に限る。）

	岐阜県　岐阜市、瑞穂市、各務原市、本巣市（旧根尾村を除く。）揖斐川町（旧揖斐川町に限る。）、

海津市、大垣市（旧上石津町を除く。）、羽島市、岐南町、笠松町、垂井町、神戸町、

輪之内町、大野町、池田町、北方町

	静岡県　静岡市、伊豆の国市、伊豆市、西伊豆町（旧賀茂村に限る。）、掛川市、菊川市、沼

津市、焼津市、袋井市、島田市、藤枝市、磐田市、浜松市（旧水窪町を除く。）、富

士市、牧之原市、三島市、富士宮市、伊東市、裾野市、湖西市、東伊豆町、函南町、

清水町、長泉町、吉田町、森町

	愛知県　名古屋市、愛西市、一宮市、稲沢市、岡崎市、新城市、清須市、田原市、豊川市、

北名古屋市、弥富市、豊橋市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、

安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、大府市、知多市、
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知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、あま市、長久手市、東郷町、

豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、

美浜町、武豊町、幸田町、みよし市

	三重県　いなべ市、伊勢市、亀山市（旧亀山市に限る。）、熊野市（旧紀和町に限る。）、桑名市、

四日市市、志摩市、松阪市（旧飯南町、旧飯高町を除く。）、多気町、大台町、津市（旧

美杉村を除く。）、大紀町、南伊勢町、紀北町、鈴鹿市、鳥羽市、木曽岬町、東員町、

菰野町、朝日町、川越町、明和町、玉城町、度会町

	滋賀県　大津市（旧大津市に限る。）

	京都府　京都市（旧京都市に限る。）、京丹後市（旧大宮町、旧久美浜町を除く。）、宇治市、向日市、

長岡京市、久御山町、伊根町

	大阪府　大阪市、堺市（旧堺市に限る。）、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、貝塚市、

守口市、枚方市、茨木市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、和泉市、箕面市、門真市、

摂津市、高石市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、

田尻町、岬町

	兵庫県　神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、赤穂市、宝塚市、

高砂市、川西市、小野市、加西市、姫路市（旧姫路市、旧家島町に限る。）、たつの

市（旧揖保川町、旧御津町に限る。）、三木市（旧三木市に限る。）、洲本市、淡路市、

南あわじ市、豊岡市（旧竹野町に限る。）、香美町（旧香住町に限る。）、稲美町、播

磨町、太子町

	和歌山県　	和歌山市、有田市、岩出市、海南市、紀の川市、新宮市（旧熊野川町に限る。）、

田辺市（旧龍神村、旧本宮町を除く。）、みなべ町、日高川町、有田川町（旧清水

町を除く。）、紀美野町、湯浅町、印南町、上富田町、北山村

	鳥取県　鳥取市（旧鳥取市、旧福部村、旧気高町、旧青谷町に限る。）、米子市、境港市、日吉津村、

湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町

	島根県　松江市（旧八雲村、旧玉湯町、旧東出雲町を除く。）、出雲市（旧佐田町を除く。）、

浜田市（旧浜田市、旧三隅町に限る。）、大田市、益田市（旧益田市に限る。）、江津

市（旧江津市に限る。）、隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村

	岡山県　岡山市（旧岡山市、旧灘崎町に限る。）、倉敷市、総社市、笠岡市、玉野市、瀬戸内市、

浅口市、矢掛町、里庄町、早島町

	広島県　広島市（旧広島市に限る。）、呉市、江田島市、三原市（旧大和町、旧久井町を除く。）、

大竹市、竹原市、東広島市（旧黒瀬町、旧安芸津町に限る。）、廿日市市（旧佐伯町、

旧吉和村を除く。）、尾道市（旧御調町を除く。）、福山市（旧神辺町、旧新市町を除く。）、

海田町、熊野町、坂町、府中町、大崎上島町

	山口県　山口市（旧阿東町を除く）、宇部市、下関市（旧豊田町、旧下関市を除く。）岩国市（旧

由宇町に限る。）光市、山陽小野田市、周南市（旧鹿野町を除く。）周防大島町、長門市、

萩市（旧川上村、旧むつみ村、旧旭村を除く。）、柳井市、防府市、下松市、和木町、

上関町、田布施町、平生町、阿武町

	徳島県　徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市（旧木屋平村を除く。）、
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那賀町（旧木沢村、旧木頭村を除く。）、つるぎ町（旧貞光町に限る。）、勝浦町、上勝町、

佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町

	香川県　高松市、さぬき市、観音寺市、丸亀市、三豊市、	東かがわ市、坂出市、善通寺市、綾川町、

小豆島町、まんのう町、土庄町、三木町、直島町、宇多津町、琴平町、多度津町

	愛媛県　松山市、新居浜市（旧別子山村を除く。）、今治市、西条市、西予市（旧城川町を除く。）、

大洲市（旧河辺村を除く。）、東温市、八幡浜市、四国中央市、伊予市、宇和島市（旧

津島町を除く。）、砥部町（旧砥部町に限る。）、上島町、伊方町（旧伊方町に限る。）、

松前町、松野町

	高知県　高知市（旧鏡村、旧土佐山村に限る。）、四万十市、香美市、四万十町、中土佐町、

津野町（旧葉山村に限る。）、黒潮町（旧佐賀町に限る。）、佐川町、日高村

	福岡県　福岡市（博多区、中央区、南区、城南区を除く。）、北九州市、うきは市、みやま市、

嘉麻市、久留米市、宮若市、宗像市、朝倉市、八女市（旧矢部村除く）、飯塚市、福

津市、柳川市、大牟田市、直方市、田川市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中

間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、古賀市、みやこ

町、上毛町、筑上町、筑前町、東峰村、福智町、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、

須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍

手町、桂川町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大

任町、赤村、苅田町、吉富町

	佐賀県　佐賀市、嬉野市、小城市、神埼市、唐津市、武雄市、鳥栖市、多久市、伊万里市、鹿島市、

白石町、みやき町、吉野ヶ里町、有田町、基山町、上峰町、玄海町、大町町、江北町、

太良町

	長崎県　壱岐市、雲仙市（旧小浜町を除く。）、松浦市、対馬市、島原市（旧有明町に限る。）

南島原市（旧加津佐町に限る。）、諫早市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、大村市

	熊本県　熊本市、合志市、山鹿市、天草市（旧五和町、旧有明町に限る。）、上天草市（旧松

島町に限る。）宇城市（旧三角町を除く。）、菊池市、玉名市、八代市（旧坂本村、旧

東陽村、旧泉村に限る。）、人吉市、荒尾市、宇土市美里町、あさぎり町、和水町、

氷川町、玉東町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益

城町、甲佐町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、

苓北町

	大分県　大分市（旧野津原町を除く。）、宇佐市（旧宇佐市に限る。）、臼杵市、杵築市（旧山

香町を除く。）、国東市、佐伯市（旧上浦町、旧弥生町、旧本匠村、旧直川村に限る。）、

中津市、日田市（旧日田市に限る。）、豊後高田市、豊後大野市（旧緒方町、旧朝地

町を除く。）、由布市（旧挾間町に限る。）、別府市、津久見市、姫島村

	備考　	この表に掲げる区域は、平成25年 1月 31日における行政区画によって表示された

ものとする。ただし、括弧内に記載する区域は、平成13年8月1日における旧行政

区画によって表示されたものとする。

表2-1-1　省エネルギー基準における地域区分（続き）



92

2　次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、次のとおりの区分とする。

	（1）次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、2地域に区分されるものとする。

	青森県　十和田市（旧十和田湖町に限る。）、七戸町（旧七戸町に限る。）、田子町

	岩手県　久慈市（旧山形村に限る。）、八幡平市、葛巻町、岩手町、西和賀町

	（2）次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、3地域に区分されるものとする。

	北海道　函館市（旧函館市に限る。）、松前町、福島町、知内町、木古内町、八雲町（旧熊石

町に限る。）、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町（旧瀬棚町を除く。）、

島牧村、寿都町

	宮城県　栗原市（旧栗駒町、旧一迫町、旧鶯沢町、旧花山村に限る。）

	山形県　米沢市、鶴岡市（旧朝日村に限る。）、新庄市、寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、

河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

	福島県　会津若松市（旧河東町に限る。）、白河市（旧大信村に限る。）、須賀川市（旧長沼町

に限る。）、喜多方市（旧塩川町を除く。）、田村市（旧都路村を除く。）、大玉村、天

栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗

代町、三島町、金山町、昭和村、矢吹町、平田村、小野町、川内村、飯舘村

	栃木県　日光市（旧今市市を除く。）、那須塩原市（旧塩原町に限る。）

	群馬県　沼田市（旧沼田市を除く。）、長野原町、嬬恋村、草津町、中之条町（旧六合村に限る。）、

片品村、川場村、みなかみ町（旧水上町に限る。）

	新潟県　十日町市（旧中里村に限る。）、魚沼市（旧入広瀬村に限る。）、津南町

	山梨県　富士吉田市、北杜市（旧小淵沢町に限る。）、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町（旧

河口湖町に限る。）

	長野県　長野市（旧長野市、旧大岡村、旧信州新町、旧中条村を除く。）、松本市（旧松本市、

旧四賀村を除く。）、上田市（旧真田町、旧武石村に限る。）、須坂市、小諸市、伊那市（旧

長谷村を除く。）、駒ヶ根市、中野市（旧中野市に限る。）、大町市、飯山市、茅野市、

塩尻市、佐久市、千曲市（旧更埴市に限る。）、東御市、小海町、川上村、南牧村、

南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、

原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、阿智村（旧浪合村に限る。）、平谷村、

下條村、上松町、木祖村、木曽町、山形村、朝日村、池田町、松川村、白馬村、小

谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町

	岐阜県　高山市、飛騨市（旧古川町、旧河合村に限る。）、白川村

	（3）次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、4地域に区分されるものとする。

	青森県　青森市（旧青森市に限る。）、深浦町

	岩手県　宮古市（旧新里村、旧川井村を除く。）、大船渡市、一関市（旧一関市、旧花泉町、

旧大東町に限る。）、陸前高田市、釜石市、平泉町

	秋田県　秋田市（旧河辺町を除く。）、能代市（旧能代市に限る。）、男鹿市、由利本荘市（旧

東由利町を除く。）、潟上市、にかほ市、三種町（旧琴丘町を除く。）、八峰町、大潟

村

表2-1-1　省エネルギー基準における地域区分（続き）
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	 茨城県　土浦市（旧新治村に限る。）、石岡市、常陸大宮市（旧美和村に限る。）、笠間市（旧

岩間町に限る。）、筑西市（旧関城町を除く。）、かすみがうら市（旧千代田町に限る。）、

桜川市、小美玉市（旧玉里村を除く。）、大子町

	群馬県　高崎市（倉渕村に限る。）、桐生市（旧黒保根村に限る。）、沼田市（旧沼田市に限る。）、

渋川市（旧小野上村、旧赤城村に限る。）、安中市（旧松井田町に限る。）、みどり市

（旧東村（勢多郡）に限る。）、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町（旧六

合村を除く。）、高山村、東吾妻町、昭和村、みなかみ町（旧水上町を除く。）

	埼玉県　秩父市（旧大滝村に限る。）、小鹿野町（旧両神村に限る。）

	東京都　奥多摩町

	富山県　富山市（旧大沢野町、旧大山町、旧細入村に限る。）、黒部市（旧宇奈月町に限る。）、

南砺市（旧平村、旧上平村、旧利賀村に限る。）、上市町、立山町

	石川県　白山市（旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村に限る。）

	福井県　大野市（旧和泉村に限る。）

	山梨県　甲府市（旧上九一色村に限る。）、都留市、山梨市（旧三富村に限る。）、北杜市（旧

明野村、旧小淵沢町を除く。）、笛吹市（旧芦川村に限る。）、鳴沢村、富士河口湖町（旧

河口湖町を除く。）、小菅村、丹波山村

	岐阜県　中津川市（旧中津川市、旧長野県木曽郡山口村を除く。）、恵那市（旧串原村、上矢

作町に限る。）、飛騨市（旧宮川村、旧神岡町に限る。）、郡上市（旧美並村を除く。）、

下呂市（旧金山町を除く。）、東白川村

	愛知県　豊田市（旧稲武町に限る。）

	兵庫県　養父市（旧関宮町に限る。）、香美町（旧香住町を除く。）

	奈良県　奈良市（旧都祁村に限る。）、五條市（旧大塔村に限る。）、生駒市、宇陀市（旧室生

村に限る。）、平群町、野迫川村

	和歌山県　かつらぎ町（旧花園村に限る。）、高野町

	鳥取県　倉吉市（旧関金町に限る。）、若桜町、日南町、日野町、江府町

	島根県　奥出雲町、飯南町、美郷町（旧大和村に限る。）、邑南町（旧石見町を除く。）

	岡山県　津山市（旧阿波村に限る。）、高梁市（旧備中町に限る。）、新見市、真庭市（旧落合町、

旧久世町を除く。）、新庄村、鏡野町（旧鏡野町を除く。）

	広島県　府中市（旧上下町に限る。）、三次市（旧三次市、旧三和町を除く。）、庄原市、廿日市市（旧

佐伯町、旧吉和村に限る。）、安芸高田市（旧八千代町、旧美土里町、旧高宮町に限る。）、

安芸太田町（旧加計町を除く。）、北広島町（旧豊平町を除く。）、世羅町（旧世羅西

町を除く。）、神石高原町

	徳島県　三好市（旧東祖谷山村に限る。）

	高知県　いの町（旧本川村に限る。）

	（4）次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、5地域に区分されるものとする。

	福島県　いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町

	栃木県　宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市（旧氏家

町に限る。）、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、

表2-1-1　省エネルギー基準における地域区分（続き）
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壬生町、野木町、岩舟町、高根沢町

	新潟県　新潟市、長岡市（旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村、旧寺泊町に限る。）、

三条市（旧下田村を除く。）、柏崎市（旧高柳町を除く。）、新発田市、見附市、村上市（旧

朝日村を除く。）、燕市、糸魚川市、上越市（旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧頸城村、

旧吉川町、旧三和村、旧名立町に限る。）、阿賀野市（旧京ヶ瀬村、旧笹神村に限る。）、

佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村

	長野県　阿智村（旧清内路村に限る。）、大鹿村

	宮崎県　椎葉村、高千穂町、五ヶ瀬町

	（5）次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、6地域に区分されるものとする。

	宮崎県　都城市（旧山之口町、旧高城町を除く。）、延岡市（旧北方町に限る。）、小林市（旧

野尻町を除く）、えびの市、高原町、西米良村、諸塚村、美郷町、日之影町

	鹿児島県　	伊佐市、曽於市、霧島市（旧横川町、旧牧園町、旧霧島町に限る。）、さつま町、

湧水町

	（6）次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、7地域に区分されるものとする。

	茨城県　神栖市（旧波崎町に限る。）

	千葉県　銚子市

	東京都　大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠

原村

	静岡県　熱海市、下田市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町（旧西伊豆町に限る。）

	三重県　尾鷲市、熊野市（旧熊野市に限る。）、御浜町、紀宝町

	和歌山県　	御坊市、新宮市（旧新宮市に限る。）、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、

すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町

	山口県　下関市（旧下関市に限る。）

	徳島県　牟岐町、美波町、海陽町

	愛媛県　宇和島市（旧津島町に限る。）、伊方町（旧伊方町を除く。）、愛南町

	高知県　高知市（旧高知市、旧春野町に限る。）、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、

宿毛市、土佐清水市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、

芸西村、いの町（旧伊野町に限る。）、大月町、三原村、黒潮町（旧大方町に限る。）

	福岡県　福岡市：博多区、中央区、南区、城南区

	長崎県　長崎市、佐世保市、島原市（旧島原市に限る。）、平戸市、五島市、西海市、南島原市（旧

加津佐町を除く。）、長与町、時津町、小値賀町、佐々町、新上五島町

	熊本県　八代市（旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る。）、水俣市、上天草市（旧松島町を除

く。）、宇城市（旧三角町に限る。）、天草市（旧有明町、旧五和町を除く。）、芦北町、

津奈木町

	大分県　佐伯市（旧佐伯市、旧鶴見町、旧米水津村、旧蒲江町に限る。）

	備考　	この表に掲げる区域は、平成25年 1月 31日における行政区画によって表示された

ものとする。ただし、括弧内に記載する区域は、平成13年8月1日における旧行政

区画によって表示されたものとする。

表2-1-1　省エネルギー基準における地域区分（続き）
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　本節では、室の区分に関するルールを示す。

（1）．間仕切りがある空間の室区分の考え方

　建築図面に記載のある間仕切りについては、可動式のものも含め、有効な仕切り壁であると

みなし、空間を分割して別々の室として入力する。

　具体的な事例を図2-1-2 ～ 2-1-5「間仕切りの取り扱い方」に示す。

（2）．空調ゾーンによる室区分の考え方

　ある空間が複数の空調機群により空調される場合は、空間を分割し、同一の空調機群で空調

される空間を1つの室と定義する。

　図2-1-1「空調ゾーンによる室区分の例」は、1つの空間が2つのパッケージ型空調機（PAC）

で空調されている例を示している。この場合は、屋外機の系統ごとに室内機を「空調機群A」「空

調機群B」としたとすると、空調機群Aで空調される室（室A）と空調機群Bで空調される室

（室B）に空調を分割して、2つの室を定義する。

図2-1-1　空調ゾーンによる室区分の例

2．室区分の考え方
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ａ　可動間仕切りがある空間

可動の間仕切りが図面上に記載されている空間については、これを固定間仕切りと同等とみ

なし、空間を分離して別の室として定義する。

図2-1-2*　間仕切りの取り扱い方（1）

ｂ　仮想間仕切りがある空間

図面上に建具の記載がない仮想の間仕切りを想定している場合においては、1つの室として

入力して良い。将来対応のための間仕切りについても図面上に記載がない場合については、

1つの室として入力して良い。

図2-1-3*　間仕切りの取り扱い方（2）
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ｃ　テナント区分用の間仕切りがある空間

テナント区分を考慮した設備設計をしている場合においても、図面上に建具の記載がない場

合は1つの室として入力して良い。

図2-1-4*　間仕切りの取り扱い方（3）

ｄ　建具のない出入口

建具のない出入口により明確に室用途が区分されている場合において、連続する間仕切り等

により区分境界の延長線が明確に判断できる場合は、仮想の建具があるものとみなし、別の

室として入力する。

図2-1-5*　間仕切りの取り扱い方（4）
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（3）．空調設備と換気設備が混在する場合の室区分の考え方

　空調設備と換気設備が混在する場合の考え方を、老人ホームの入居者専用個室を例として、

図2-1-6「空調設備と換気設備が混在する場合の例」に示す。この例では、個室はパッケージ

型空調機と全熱交換器で空調され、個室の一部にミニキッチンの排気設備が設置されている。

この場合、個室の室用途は「病院等」の「病室」として、ミニキッチンの排気設備は、個室の

空調設備の排気ファンとみなして空調、照明、給湯の設計一次エネルギー消費量計算を行う。

図2-1-6　空調設備と換気設備が混在する場合の例
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　本節では、各室用途の標準室使用条件の詳細及び各室用途の使用時間や負荷等の想定を示す。

（1）．標準室使用条件

　各室用途について、空調時間、内部発熱量、換気運転時間、基準設定換気回数、照明点灯時間、

基準設定照度、給湯日数、基準設定給湯量等が設定されている。表2-1-2 ～ 10「標準室使用

条件一覧」に標準室使用条件の概略を示す。なお、空調の発停や内部発熱量の変動については、

室用途別に1時間ごとの時刻変動を365日分設定している。詳細は「平成25年　省エネル

ギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説　Ⅰ非住宅建築物」の「第五部　資料集　第二

章　室用途および標準室使用条件」で解説されている。

3．標準室使用条件及び各室用途の想定
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（2）．各室用途の想定と図面上の室名との対応の例

　各室用途の使用時間や負荷等の想定を表2-1-11 ～ 18「各室用途の想定と図面上の室名と

の対応」に示す。この表には、各室用途について図面上の室名の例を掲載しているが、これは

あくまで参考情報であり、室名称だけで判断するのではなく、実際に設計する室と使用条件が

近しい室用途を選択することが望ましい。

表2-1-11　各室用途の想定と図面上の室名との対応（事務所等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

事務所等 事務室 一般的な事務室。洗面、手洗いのための湯
の使用（3.8L/ 人日）を想定。

オフィス、会長室、社長室、役員室、健康
相談室、設計室、製図室、配車室、案内所、
電話交換室

電子計算機
器事務室

パソコン等の高発熱機器が密に設置された
事務室。洗面、手洗いのための湯の使用を
想定。

電算事務室、電算室前室、サーバースペース、
VDT作業室、スタジオ、指令所、調査室

会議室 朝から夕方まで使用されることを想定。人
員密度が事務室より多い（0.25人 /㎡）。

打ち合わせコーナー、セミナールーム、多
目的ルーム、集会室、応接室、教室

喫茶室 軽食・喫茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）
を想定 休憩室、休養室

社員食堂 レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を
想定 食堂、レストラン

中央監視室 365日 24時間使用されることを想定 中央管理室、防災センター、集中監視室、
守衛室、制御室

更衣室又は
倉庫

換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・
シャワーによる湯の利用（62L/ 人日）を
想定。

更衣室、清掃員控室、受付控室、化粧室、書庫、
倉庫、収納庫、収蔵庫

廊下 通路、階段、自動販売機コーナー

ロビー 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

アトリウム、エレベータホール、エントラ
ンスホール、エントランス、ラウンジ、ギャ
ラリー、受付、売店、待合室

便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室
喫煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、
配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室

電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室

湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー

食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室

廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-12　各室用途の想定と図面上の室名との対応（ホテル等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

ホテル等 客室 湯使用量は稼働率0.75 のシティホテルを
想定（165L/ 人日）。

宿泊室、シングルルーム、ツインルーム、
和室、宿直室、仮眠室

客室内の浴
室等

湯使用量は稼働率0.75 のシティホテルを
想定（165L/ 人日）。換気回数8回（第三
種換気）を想定。

（客室内にある）ユニットバス、浴室、脱衣
室、便所

終日利用さ
れるフロン
ト

365日 24時間使用 帳場、クロークカウンター
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表2-1-12　各室用途の想定と図面上の室名との対応（ホテル等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

ホテル等 終日利用さ
れる事務室 365日 24時間使用 ホテル事務室、中央防災管理室、中央管理室、

防災センター、仮眠室

終日利用さ
れる廊下 365日 24時間使用

通路、階段、自動販売機コーナー、リネン庫、
コインランドリー、管理事務室などのバッ
クゾーンの廊下

終日利用さ
れるロビー 365日 24時間使用 ホテルロビー、メインエントランス、エレ

ベータホール、玄関、ビジネスコーナー
終日利用さ
れる共用部
の便所

365日 24時間使用。換気回数15回（第
三種換気）を想定。 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

終日利用さ
れる喫煙室

365日 24時間使用。換気回数30回（第
三種換気）を想定 喫煙コーナー

宴会場 照明発熱量は100W/㎡と想定 披露宴会場、大広間、広間、大宴会場

会議室 照明発熱量は50W/㎡と想定 国際会議室、大会議室、セミナー室、小宴
会場

結婚式場 照明発熱量は30W/㎡と想定 結婚式用チャペル、結婚式用教会

レストラン レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を
想定 飲食店、喫茶店

ラウンジ 日中の使用を想定 レストスペース、展示スペース、娯楽室、ゲー
ムコーナー

バー 夜間のみの使用を想定 バーラウンジ

店舗 専門店、物販店、食品販売店、雑貨店、土
産物販店

社員食堂 レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を
想定 従業員食堂、スタッフ食堂

更衣室又は
倉庫

365 日 24 時間使用。換気回数 5回（第
三種換気）を想定。入浴・シャワーによる
湯の利用（62L/ 人日）を想定。

更衣室、ロッカー室、清掃員倉庫、管理倉庫、
倉庫、脱衣室

日中のみ利
用されるフ
ロント

日中のみの使用を想定。 宴会場受付、宴会場クロークカウンター

日中のみ利
用される事
務室

日中のみの使用を想定。 宴会場部事務室、清掃員休憩室

日中のみ利
用される廊
下

日中のみの使用を想定。 宴会場部廊下、通路、階段、自動販売機コー
ナー

日中のみ利
用されるロ
ビー

日中のみの使用を想定。 宴会場部ロビー、宴会場エントランス

日中のみ利
用される共
用部の便所

日中のみの使用を想定。 宴会場部トイレ、多目的トイレ、洗面所、
化粧室

日中のみ利
用される喫
煙室

日中のみの使用を想定。 宴会場部喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、
配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室

電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室

湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー

食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室
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表2-1-12　各室用途の想定と図面上の室名との対応（ホテル等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

ホテル等 廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-13　各室用途の想定と図面上の室名との対応（病院等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

病院等 病室 365日 24時間使用。湯使用量は病床あた
り284L/ 床・日を想定。

個室、多床室、隔離室、新生児室、ケアルー
ム、回復室

浴室等
365日 24時間使用。湯使用量は病床あた
り284L/ 床・日を想定。換気回数8回（第
三種換気）を想定。

浴室、シャワー室、ユニットバス、脱衣室、
洗髪室、洗濯室

看護職員室 365日24時間使用。湯使用量は3.3L/㎡
日を想定。

スタッフステーション、スタッフルーム、
スタッフ休憩室、看護師室、控室、当直室、
宿直室、守衛室

終日利用さ
れる廊下 365日 24時間使用

病室部廊下、通路、緊急通路、階段、自動
販売機コーナー、リネン庫、コインランド
リー

終日利用さ
れるロビー 365日 24時間使用

病室部ロビー、受付、メインエントランス、
エレベータホール、電話ブース、ロッカー
室

終日利用さ
れる共用部
の便所

365日 24時間使用 病室部便所、トイレ、多目的トイレ、洗面所、
化粧室、採尿室

終日利用さ
れる喫煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 病室部喫煙コーナー

診察室 照明照度750lx を想定。湯使用量は3.3L/
㎡日を想定。

各科診察室、化学療法室、小児訓練室、育
児室、医療室、水治療室、技工室、血液浄
化室、言語療養室、トリアージ室、負荷室、
心理室、モニタールーム、レポート室、ケ
アルーム、指導室、診察準備室、診察室前
室、物療室、消毒室、中央材料室、栄養室、
暗室、運動機械室、相談室、説明室、面談室、
問診室、処置室

待合室 照明照度500lx を想定。湯使用量は3.3L/
㎡日を想定。

待合スペース、受付、総合受付、総合案内、
相談窓口、面会室、電話ブース、授乳室、
調乳室、家族室、プレイルーム、ラウンジ

手術室 照明照度1500lxを想定。湯使用量は6.3L/
㎡日を想定。

手術ホール、手術準備室、リカバリー室、
前処理室

検査室 照明照度750lx を想定。湯使用量は6.3L/
㎡日を想定。

各種検査室、検査管理室、操作室、消毒室、
滅菌室、洗浄室、剖検室、薬剤室、製剤室、
調剤室、CT室、MRI 室、アンギオ室、エコー
室、心エコー室、筋電図室、透視室、読影室、
トレッドミル室、脳波室、膀胱鏡室、撮影
室、心電図室、X線室、X線透視室、採血
室、アイソトープ室、ホルター室、採痰室、
計測室、体外計測室、骨密度測定室、腹膜
透析室、麻酔室、リハビリ室

集中治療室 365日24時間使用。湯使用量は6.3L/㎡
日を想定。

ICU、CCU、MFICU、NICU、GCU、
HCU、ICU準備室、ICU前、緊急処置室

解剖室等 照明照度75ｌ xを想定。
輸血保管庫、麻薬管理室、標本室、標本管
理室、霊安室、機器・機材室、解剖室、動
物室

レストラン レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を
想定 飲食店、喫茶店

事務室 一般的な事務室。洗面、手洗いのための湯
の使用（3.8L/ 人日）を想定。

医局、管理室、情報管理室、研修医室、看
護局長室、電話交換機室、カンファレンス室、
会議室、応接室、図書室、研究室、院長室、
部長室、カルテ室

更衣室又は
倉庫

365 日 24 時間使用。換気回数 5回（第
三種換気）を想定。入浴・シャワーによる
湯の利用（62L/ 人日）を想定。

ロッカー室、シャワー室、倉庫

日中のみ利
用される廊
下

日中のみの使用を想定。 外来通路、緊急通路、階段、自動販売機コー
ナー、リネン庫、コインランドリー
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表2-1-13　各室用途の想定と図面上の室名との対応（病院等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

病院等
日中のみ利
用されるロ
ビー

日中のみの使用を想定。
外来受付、ロビー、メインエントランス、
エレベータホール、電話ブース、ロッカー
室

日中のみ利
用される共
用部の便所

日中のみの使用を想定。 外来用トイレ、多目的トイレ、洗面所、化
粧室、採尿室

日中のみ利
用される喫
煙室

換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、
配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室

電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室

湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー

食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室

廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-14　各室用途の想定と図面上の室名との対応（物販店舗等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

物販店舗等 大型店の売
場

照明照度 750 ｌ x を想定。洗面、手洗い
のための湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。

家電売り場、スポーツ用品店、催事場、催
物場、コンビニエンスストア

専門店の売
場

照明照度 500 ｌ x を想定。洗面、手洗い
のための湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。

楽器売り場、書籍売り場、CD売り場、ア
ミューズメント店服飾品売り場、アパレル
売り場、雑貨売り場、、学習教室、娯楽教室、
スタジオ、展示室、クリニック、ペットショッ
プ、美容室、エステ、コンサルタントコー
ナー、着装コーナー、接客コーナー、旅行
代理店

スーパー
マーケット
の売場

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

食品販売、トリミング室、コンビニエンス
ストア

荷さばき場 照明照度 200 ｌ x を想定。洗面、手洗い
のための湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。

バックヤード、食品作業室、商品管理室、
従業員用ロッカー室、倉庫、テナント用倉
庫、管理用倉庫、ストックスペース、救護室、
金庫室、荷さばき室

事務室 一般的な事務室。洗面、手洗いのための湯
の使用（3.8L/ 人日）を想定。

マネージメントオフィス、事務スペース、
受付事務室、店長室

更衣室又は
倉庫

換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・
シャワーによる湯の利用（62L/ 人日）を
想定。

更衣室、清掃員控室、仮眠室、休憩室、倉
庫

ロビー 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

エレベータホール、エントランスホール、
アトリウム、モール、廊下、案内コーナ

便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室
喫煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 店舗用厨房、調理室、検収室、下処理室、
洗浄室、ワゴン室、配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室

電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室
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表2-1-14　各室用途の想定と図面上の室名との対応（物販店舗等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

物販店舗等 湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー

食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室

廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-15　各室用途の想定と図面上の室名との対応（学校等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

学校等 小中学校の
教室

夏休み、冬休み、春休みを想定。給食のた
めの湯の使用（10L/ 人日）を想定。 大教室、ホームルーム、保育室

高等学校の
教室

夏休み、冬休み、春休みを想定。洗面、手
洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。大教室、ホームルーム、保育室

職員室 年末年始以外の使用を想定。 教職員室
小中学校又
は高等学校
の食堂

軽食・喫茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）
を想定 レストラン、カフェテリア

大学の教室 夏休み、冬休み、春休みを想定。洗面、手
洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。大教室、部室、学生会室

大学の食堂 レストラン相当の湯使用量（48L/㎡日）を
想定

レストラン、カフェテリア、学生食堂、教
職員食堂

事務室 一般的な事務室。洗面、手洗いのための湯
の使用（3.8L/ 人日）を想定。

本部事務室、学長室、保健室、教授室、講師室、
教材作成室、応接室、就職相談室、教員談
話室、会議室、カウンセリング室、相談室、
面談室、検収室、指導室

研究室 機器内部発熱量	30W/㎡を想定。 ゼミ室、共同研究室、談話室
電子計算機
器演習室 機器内部発熱量	60W/㎡を想定。 パソコン室、電子計算機室、放送室、CAD室、

映像室、AV教室

実験室 照明照度1000lx を想定。 精密工作室、精密実験室、精密製図室、機
械製図室

実習室 照明照度750lx を想定。
美術工芸制作室、被服教室、理科室、図工室、
家庭科室、視聴覚室、遊技室、音楽室、図書室、
閲覧室、学習室、司書室

講堂又は体
育館

講堂、ホール、ホール控室、ステージ、体育館、
体育館観客席、器具庫、道場

宿直室 湯使用量は稼働率0.75 のシティホテルを
想定（165L/ 人日）。 守衛室

更衣室又は
倉庫

換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・
シャワーによる湯の利用（62L/ 人日）を
想定。

更衣室、ロッカー室、倉庫

廊下 通路、階段、自動販売機コーナー

ロビー 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

アトリウム、エレベータホール、エントラ
ンスホール、エントランス、ラウンジ、ギャ
ラリー、受付、売店、待合室

便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室
喫煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 給食室、調理室、検収室、下処理室、洗浄室、
ワゴン室、配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室

電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室

湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー
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表2-1-15　各室用途の想定と図面上の室名との対応（学校等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

学校等 食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室

廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-16　各室用途の想定と図面上の室名との対応（飲食店等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

飲食店等 レストラン
の客室

機器内部発熱量	40W/㎡を想定。レストラ
ン相当の湯使用量（48L/㎡日）を想定。

洋食店客席、和食店客席、中華料理店客席、
ファミリーレストラン客席

軽食店の客
室

機器内部発熱量はなしと想定。ファースト
フード店相当の湯使用量（16L/㎡日）を想
定

ファーストフード店客席、バール客席

喫茶店の客
室

機器内部発熱量	10W/㎡を想定。軽食・喫
茶店相当の湯使用量（32L/㎡日）を想定。

カフェ客席、コーヒーショップ客席、ティー
ルーム客席、茶店客席

バー
機器内部発熱量はなしと想定。照明照度は
50lx を想定。軽食・喫茶店相当の湯使用量
（32L/㎡日）を想定。

バーコーナー、ショットバー客席

フロント クロークカウンター、受付、帳場

事務室 一般的な事務室。洗面、手洗いのための湯
の使用（3.8L/ 人日）を想定。 スタッフルーム、休憩室、託児室

更衣室又は
倉庫

換気回数5回（第三種換気）を想定。入浴・
シャワーによる湯の利用（62L/ 人日）を
想定。

更衣室、清掃員控室、受付控室、化粧室、書庫、
倉庫、収納庫、収蔵庫

廊下 通路、階段、自動販売機コーナー

ロビー 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 待合室、エントランス、ホール

便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室
喫煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 厨房、調理室、検収室、下処理室、洗浄室、
ワゴン室、配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室

電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室

湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー

食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室

廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-17　各室用途の想定と図面上の室名との対応（集会所等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

集会所等
アスレチッ
ク場の運動
室

入浴・シャワーによる湯の利用（62L/ 人日）
を想定。

アスレチック室、トレーニング室、シャワー
室、更衣室

アスレチッ
ク場のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 エントランス、受付、待合室

アスレチッ
ク場の便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

アスレチッ
ク場の喫煙
室

換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー
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表2-1-17　各室用途の想定と図面上の室名との対応（集会所等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

集会所等 公式競技用
スケート場 照明照度1500lx を想定。

公式競技対応アリーナ（アイスホッケー場、
フィギュアスケート場、スピードスケート
場）

公式競技用
体育館 照明照度1000lx を想定。

公式競技対応アリーナ（バスケットボール
場、体操室、柔道場、剣道場、フェンシング場、
相撲場、ボクシング場、レスリング場、弓道・
アーチェリー場、卓球場、バトミントン場、
ローラースケート場、水泳場）

一般競技用
スケート場 照明照度750lx を想定。

一般競技対応アリーナ（アイスホッケー場、
フィギュアスケート場、スピードスケート
場）

一般競技用
体育館 照明照度500lx を想定。

一般競技対応アリーナ（バスケットボール
場、体操室、柔道場、剣道場、フェンシング場、
相撲場、ボクシング場、レスリング場、弓道・
アーチェリー場、卓球場、バトミントン場、
ローラースケート場、水泳場）

レクリエー
ション用ス
ケート場

照明照度300lx を想定。
レクレーション用アリーナ（アイスホッケー
場、フィギュアスケート場、スピードスケー
ト場）

レクリエー
ション用体
育館

照明照度200lx を想定。

レクレーション用アリーナ（バスケットボー
ル場、体操室、柔道場、剣道場、フェンシ
ング場、相撲場、ボクシング場、レスリン
グ場、弓道・アーチェリー場、卓球場、バ
トミントン場、ローラースケート場、水泳場）

競技場の客
席

照明照度 75lx を想定。洗面、手洗いのた
めの湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。 体育館応援席、観客席

競技場のロ
ビー

照明照度500lx を想定。洗面、手洗いのた
めの湯の使用（3.8L/ 人日）を想定。 エントランス、受付、待合室、ホール

競技場の便
所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

競技場の喫
煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

浴場施設の
浴室 温浴施設の湯の利用（300L/ 人日）を想定。浴室、サウナ室

浴場施設の
脱衣所 温浴施設の湯の利用（300L/ 人日）を想定。脱衣所、ロッカー室

浴場施設の
休憩室

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 休息室、娯楽室、マッサージ室

浴場施設の
ロビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 エントランス、受付、待合室、ホール

浴場施設の
便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

浴場施設の
喫煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

映画館の客
席

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 観客席、映写室、モニター室、調整室

映画館のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

ホール、ホワイエ、チケット売り場、待合
室

映画館の便
所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

映画館の喫
煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

図書館の図
書室

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

図書閲覧室、開架書庫、書棚、書庫、倉庫、
収蔵庫、調査室

図書館のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 エントランス、受付、待合室、ホール

図書館の便
所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

図書館の喫
煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー
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表2-1-17　各室用途の想定と図面上の室名との対応（集会所等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

集会所等 博物館の展
示室

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

ギャラリー、展示室、ロビー、保管格納庫、
収蔵庫、調査室

博物館のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

ホール、ホワイエ、チケット売り場、待合
室

博物館の便
所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

博物館の喫
煙室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

劇場の楽屋 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

控室、支度室、休憩室、リハーサル室、練習室、
スタジオ、衣裳部屋、大道具室、小道具室

劇場の舞台 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 ステージ、音楽ホール、舞台、奈落作業所

劇場の客席 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 観客席

劇場のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

ホール、ホワイエ、チケット売り場、待合室、
ラウンジ、売店

劇場の便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室
劇場の喫煙
室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

カラオケ
ボックス

換気回数15回（第三種換気）を想定。洗面、
手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）を
想定。

インターネットカフェ、個室、閲覧室、事
務室、倉庫、便所

ボーリング
場

換気回数15回（第三種換気）を想定。洗面、
手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）を
想定。

遊技室、事務室、倉庫、便所

ぱちんこ屋
換気回数15回（第三種換気）を想定。洗面、
手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）を
想定。

パチンコホール、ゲームコーナー、景品所、
事務室、倉庫、便所

競馬場又は
競輪場の客
席

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 屋内観客席

競馬場又は
競輪場の券
売場

発券所、払い戻し所

競馬場又は
競輪場の店
舗

売店、物販店、食品販売店、雑貨店

競馬場又は
競輪場のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 ホール、ホワイエ、待合室、ラウンジ

競馬場又は
競輪場の便
所

換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室

競馬場又は
競輪場の喫
煙室

換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

社寺の本殿 洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。

礼拝堂、本堂、拝殿、客殿、社務所、集会
室

社寺のロ
ビー

洗面、手洗いのための湯の使用（3.8L/ 人日）
を想定。 ホール、待合室

社寺の便所 換気回数15回（第三種換気）を想定 トイレ、多目的トイレ、洗面所、化粧室
社寺の喫煙
室 換気回数30回（第三種換気）を想定 喫煙コーナー

厨房 換気回数50回（第一種換気）を想定 調理室、検収室、下処理室、洗浄室、ワゴン室、
配膳室

屋内駐車場 換気回数10回（第一種換気）を想定 駐車場、車寄せ、車庫

機械室 標準的な発熱量の電気機械室。換気回数5
回（第一種換気）、24時間換気を想定

空調機械室、ボイラー室、衛生機械室、ファ
ン室、ポンプ室、ガスボンベ室
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表2-1-17　各室用途の想定と図面上の室名との対応（集会所等）（続き）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例

集会所等 電気室 発熱量が大きい電気機械室。換気回数 10
回（第一種換気）、24時間換気を想定

MDF 室、CPU室、サーバー室、PBX室、
エレベータ機械室、蓄電池室

湯沸室等 換気回数5回（第三種換気）程度の非空調
室 パントリー、リフレッシュコーナー

食品庫等 換気回数5回（第一種換気）程度の非空調
室

印刷室等 換気回数10回（第三種換気）程度の非空
調室 コピー室、複写室

廃棄物保管
場所等

換気回数15回（第一種換気）程度の非空
調室

ゴミ置場、ゴミ処理室、ゴミスペース、ゴ
ミ集積所、厨芥置き場

表2-1-18　各室用途の想定と図面上の室名との対応（工場等）
建物用途 室用途名称 使用時間や負荷の想定 図面上の室名の例
工場等 倉庫 照明のみ。照明照度300lx を想定。 大型倉庫、物流倉庫、畜舎

屋外駐車場
又は駐輪場 照明のみ。照明照度150lx を想定。 屋外駐車場、駐輪場、荷卸し場
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　室の床面積（室面積）の算出方法は、『建築設備設計基準　平成21年度版』（国土交通省大

臣官房官庁営繕部設備・環境課　監修）を参考に、次のように定める。

　・各室の床面積は、壁芯で壁の長さを測り算出する。（図2-1-7「床面積の算出方法」参照）

　・壁長さは小数点以下2位を四捨五入し、小数点1位までの数値とする。

　・面積は、小数点以下3位を四捨五入し、小数点2位までの数値とする。

図2-1-7*　床面積の算出方法

4．床面積の算出方法
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Chapter 2. 空調設備の入力

　「空調ゾーン」とは、同一の空調機群により冷温熱が供給される連続した空間と定義する。

　本節では、空調システムが中央熱源方式の場合と個別分散方式の場合に分けて、空調ゾーン

の設定方法を解説する。

（1）．中央熱源方式の場合

　中央熱源方式における「空調ゾーン」の入力事例を次に示す。

　・1つの「室」を1つの空調機群で空調する（室負荷も外気負荷も同一空調機群で処理）場合は、

「室」と「空調ゾーン」は同一となる。（図2-2-1「室と空調機群が1対1の場合」）

　・内壁で区切られた複数の「室」を同一の空調機群で空調する場合は、これらの室は別々の「空

調ゾーン」であるとする。（図2-2-2「内壁で区切られた複数の室を同一の空調機群で空調

する場合」）

　・空間がいくつかのエリア（例えば、インテリアエリアとペリメーターエリア）に分かれて

おり、これら全てを同一の空調機群で空調する場合で、かつ室用途が同一（室使用条件が

同一）である連続した空間である場合は、（a）室と空調ゾーンとも1区分とする方法、（b）

室を2区分とし、空調ゾーンを1区分とする方法、（c）室も空調ゾーンも2区分とする

方法のどれを採用しても良い。（図2-2-3「室の各エリアを同一の空調機群で空調する場合」）

　・空間がいくつかのエリア（例えば、インテリアエリアとペリメーターエリア）に分かれて

おり、各エリアを別々の空調機群で空調する場合は、各エリアをそれぞれ一つの「空調ゾ

ーン」とする。（図2-2-4「室の各エリアを別々の空調機群で空調する場合」）

　・2つの室があり、外気負荷処理用空調機群は同じであるが、室負荷処理用空調機群が異な

る場合は、各室をそれぞれ1つの「空調ゾーン」と定義する。（図2-2-5「室負荷のみを別々

の空調機群で処理する場合」）

1．空調ゾーンの設定方法

図2-2-1　室と空調機群が
　　　　　1対1の場合

図2-2-2　内壁で区切られた複数の室を同一の
　空調機群で空調する場合
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図2-2-3　室の各エリアを同一の空調機群で空調する場合

図2-2-4　室の各エリアを別々の空調機群で空調する場合

図2-2-5　室負荷のみを別々の空調機群で処理する場合

（a）室と空調ゾーンとも1区分 （c）室も空調ゾーンも2区分（b）室2区分・空調ゾーン1区分

（a）空調ゾーニング図

（b）様式2-1『空調ゾーン入力シート』記入方法

（a）空調ゾーニング図

（b）様式2-1『空調ゾーン入力シート』記入方法
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（2）．個別分散方式の場合

　個別分散方式における「空調ゾーン」の入力事例を以下に示す。

　・室を1台のパッケージ型空調機（室内機と屋外機が1台）で空調する場合は、「室」と「空

調ゾーン」は同一とする。（図2-2-6「室を1系統のパッケージ型空調機で空調する場合（室

内機と屋外機が1台）」）

　・室を1系統のパッケージ型空調機（屋外機が1台で室内機が複数台）で空調する場合は、「室」

と「空調ゾーン」を同一とする（図2-2-7「室を1系統のパッケージ型空調機で空調する

場合（屋外機が1台で室内機が複数台）」）。

　・室をいくつかのエリア（例えば、インテリアエリアとペリメーターエリア）に分けており、

それぞれの室内機の仕様が異なるが屋外機は同一の場合は、（a）「空調ゾーン」と「室」を

同一とする方法、（b）「空調ゾーン」を複数に分け、「室」も「空調ゾーン」と同様に区分

する方法のどちらを採用しても良い。（図2-2-8「室の各エリアの室内機の仕様が異なる場

合（屋外機が同一）」）。

　・室の各エリアを屋外機が異なるパッケージ型空調機で空調する場合は、それぞれのエリア

を一つの「空調ゾーン」とする。（図2-2-9「室の各エリアを屋外機が異なるパッケージ型

空調機で空調する場合」）

図2-2-6　室を1系統のパッケージ型空調機で空調する場合（室内機と屋外機が1台）
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図2-2-7　室を1系統のパッケージ型空調機で空調する場合（屋外機が1台で室内機が複数台）

図2-2-8　室の各ゾーンの室内機の仕様が異なる場合（屋外機が同一）

図2-2-9　室の各ゾーンを屋外機が異なるパッケージ型空調機で空調する場合

様式2-1『空調ゾーン入力シート』記入方法

様式2-1『空調ゾーン入力シート』記入方法

（a）空調ゾーンを1つにまとめる場合 （b）空調ゾーンを分ける場合



123

（3）．中央熱源方式と個別分散方式が混在する場合

　・一つの空間に中央熱源方式と個別分散方式が混在する場合は、各空調機の系統で室を分け、

分けた室それぞれを「空調ゾーン」として定義する。（図2-2-10「一つの空間に中央熱源

方式と個別分散方式が混在する場合」）

図2-2-10　一つの空間に中央熱源方式と個別分散方式が混在する場合
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　外皮の方位は、360度を8方位（「北」、「北東」、「東」、「南東」、「南」、「南西」、「西」、「北西」）

に分割し最も近い方位を採用する。

　◆例えば、「北」は、「真北」（「真南」を0°とすると、180°）に対して±22.5°の範囲とし、「南

東」は南東（「真南」を0°とすると、時計回りに315°）に対して±22.5°の範囲とする。

（図2-2-11「外皮方位の定義」、図2-2-12「外皮方位の設定例」参照）

図2-2-11　外皮方位の定義

図2-2-12*　外皮方位の設定例

2．外皮の方位
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　外皮面積（外壁面積、窓面積、屋根面積）の算出に関わるルールを次に示す。（図2-2-13「外

皮面積（外壁面積・窓面積）の算出方法」参照）

　・外皮面積は、外壁幅を壁芯で測り、外壁幅と階高を乗じて算出する。

　・窓面積は、サッシ寸法を測って算出する。

　・外壁面積は、外皮面積から窓面積を差し引いた値と定義するが、外壁面積を算出する必要

はない。外壁面積は、「様式2-4（空調）『外皮仕様入力シート』」に入力する外皮面積及び

窓面積から、プログラム内で自動的に算出される。

　・屋根面積は、外壁長さを壁芯で測り算出する。

　・土間床の場合は、その床面積を外皮面積として入力する。

　・ピロティ（当該室の下階が屋外）は、その床面積を外皮面積として入力する。

　・内壁（外気または地盤に接しない壁）については、面積をひろう必要はない。

　・最下階の下が地下ピットとなる場合は、最下階の床は完全断熱床と考え、入力しない。

3．外皮面積の算出方法
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図2-2-13　外皮面積（外壁面積・窓面積）の算出方法
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　様式2-5（空調）『熱源入力シート』の入力方法について、具体例を示して解説する。

（1）．1つの熱源群が同一機種の複数の熱源機器で構成される場合

　同一仕様の冷凍機が2台（RC-1、RC-2）あり、各々の冷凍機が作った冷水は共通の1次ヘ

ッダーに送られ、三台の二次ポンプにより空調機等に供給されるシステムの場合の入力例を示

す。システムの概要を図2-2-14「1つの熱源群が複数の熱源機器で構成される場合」に示す。

図2-2-14　1つの熱源群が複数の熱源機器で構成される場合

1）冷凍機RC-1、2を台数制御する場合

　台数制御を行う場合（冷房負荷が小さい時にはRC-1 のみを運転し、負荷が大きい時には

RC-1 と RC-2 の両方を運転する）の入力例を図2-2-15「様式2-5『熱源入力シート』の入

力例（1-1）」に示す。

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-15　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（1-1）

■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・RC-1 と RC-2 を同一熱源群（熱源群A）とし、台数制御は「有」と入力する。熱源機種

名称以降は1台ずつ2台分入力する。

　・運転順位には、RC-1 を「1番目」、RC-2 を「2番目」と入力する。

4．熱源群の入力事例
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2）冷凍機RC-1、2を台数制御せずに常に2台同時に運転する場合

　冷房負荷の大小にかかわらず常にRC-1 と RC-2 の両方を同時に運転する場合の入力例を図

2-2-16「様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（1-2）」に示す。

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-16　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（1-2）

■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・RC-1 と RC-2 を同一熱源群（熱源群A）とし、台数制御は「無」と入力する。

　・RC-1 と RC-2 は同じ仕様であるため、1台分の仕様を入力し、台数を「2」とする。

　・運転順位には、「1番目」と入力する。
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（2）．1つの熱源群が複数機種の熱源機器で構成される場合

　1つの熱源群が複数機種の熱源機器で構成され（直焚吸収冷温水機2台、空冷ヒートポンプ

1台）、台数制御を行う（直焚吸収冷温水機を優先して運転する）システムの場合の入力例を示す。

システムの概要を図2-2-17「1つの熱源群が複数機種の熱源機器で構成される場合」に示す。

図2-2-17　1つの熱源群が複数機種の熱源機器で構成される場合

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-18　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（2）

■様式2-5.（空調）熱源入力シート』の入力方法

　・すべての機器を同一の熱源群（CH-1）とし、台数制御は「有」とする。

　・優先運転する熱源機（この例では直焚吸収冷温水機）から順に仕様を入力し、運転順位は「1

番目」、「2番目」、「3番目」と入力する。
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（3）．複数の熱源群で構成される場合

　同一建物内に複数の熱源群が存在する場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-19「複

数の熱源群で構成される場合」に示す。ここで直焚吸収冷温水機は2台あり、台数制御を行う。

図2-2-19　複数の熱源群で構成される場合

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-20　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（3）

■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・直焚吸収冷温水機2台の熱源群（CH-1）と空冷ヒートポンプ（AHP）の熱源群を分けて

定義する。

　・熱源群CH-1の台数制御は「有」とし、運転順位は「1番目」、「2番目」と入力する。

　・熱源群AHPは空冷ヒートポンプ1台で構成されるため、台数制御は「無」とし、運転順

位は「1番目」と入力する。
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　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』について、蓄熱槽をもつ熱源システムの入力方法を具

体例を示して解説する。

（1）．冷温水槽がある場合

　ターボ冷凍機1台と空冷ヒートポンプ2台で構成される熱源群であり、負荷が小さい場合は

蓄熱槽からの放熱ですべて賄い、蓄熱槽からの放熱だけでは不足する場合は、冷熱生成時はタ

ーボ冷凍機を優先して運転（追掛運転）し、温熱生成時には、空冷ヒートポンプを用いて追掛

運転する場合の入力例を示す。システム概要を図2-2-21「蓄熱システム（冷温水槽を設置）の例」

に示す。

　なお、蓄熱槽は冷温水槽であり、冷水と温水を切り替えて運転する。

図2-2-21　蓄熱システム（冷温水槽を設置）の例

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-22　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（1）［蓄熱システム（冷温水槽を設置）］

5．蓄熱システムの入力事例
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■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・すべての熱源機を同一熱源群（CH-1）とし、一番上の欄に熱源群名称、冷暖同時供給有無、

台数制御の有無を入力する。

　・蓄熱システムの運転モードには「蓄熱」と「追掛」を入力し、それぞれに各熱源機の仕様

を入力する。

　・蓄熱容量には冷温水槽の蓄熱熱量を入力する。（槽容積ではなく、熱量を入力する。）

　・「蓄熱」運転も「追掛」運転もターボ冷凍機を優先して運転するため、台数制御は「有」と

入力し、優先運転するターボ冷凍機から順に仕様を入力し、冷房時は、ターボ冷凍機の運

転順位を「1番目」とする。空冷ヒートポンプの運転順位は、冷房時は「2番目」と「3

番目」と入力し、暖房時はターボ冷凍機は運転しないため「1番目」と「2番目」と入力

する。



133

（2）．冷水槽と温水槽を分けて設置する場合

　ターボ冷凍機1台と空冷ヒートポンプ2台で構成される熱源であり、負荷が小さい場合は蓄

熱槽からの放熱ですべて賄い、蓄熱槽からの放熱だけでは不足する場合は冷熱生成時はターボ

冷凍機を優先して運転し、温熱生成時には空冷ヒートポンプを用いて追掛運転する場合の入力

例を示す。システムの概要を図2-2-23「蓄熱システム（冷水槽と温水槽を分けて設置）の例」

に示す。

　なお蓄熱槽は冷水槽と温水槽に分けて設置されており、冷房運転時は全ての熱源機器が動き、

暖房運転時は、空冷ヒートポンプが動く。

図2-2-23　蓄熱システム（冷水槽と温水槽を分けて設置）の例
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様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-24　�様式 2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（2）［蓄熱システム（冷水槽と温

水槽を分けて設置）］

■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・1つの熱源群につき1つしか蓄熱容量を入力できないため、この例のように2種類の蓄熱

槽があるシステムについては、各蓄熱槽に冷温熱を送る熱源機器ごとに熱源群を分けて定

義する。

　・冷熱源と温熱源を別々の熱源群（CH-1 と CH-2）とし、一番上の欄に熱源群名称、冷暖

同時供給有無、台数制御の有無を入力する。

　・各熱源群について、運転モードには「蓄熱」と「追掛」を入力し、それぞれに各熱源機器

の仕様を入力する。

　・熱源群（CH-1）では、ターボ冷凍機の運転順位を「1番目」とし、空冷ヒートポンプの運

転順位は、「2番目」と「3番目」としているので、運転順位にそれぞれ入力する。

　・熱源群（CH-2）では空冷ヒートポンプ2台が順に運転するため、運転順位にはそれぞれ「1

番目」と「2番目」と入力する。

　・熱源群（CH-1）の蓄熱容量は冷水槽の蓄熱熱量を入力し、熱源群（CH-2）の蓄熱容量は

温水槽の蓄熱熱量を入力する。（槽容積ではなく、熱量を入力する。）
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（3）．蓄熱システムを他熱源機器と並列に組み合わせた場合

　蓄熱システムの熱源機は、空冷ヒートポンプ2台で構成され、蓄熱システムと直焚吸収冷温

水機が並列に接続されている場合の入力例を示す。なお、蓄熱システムからの冷温熱は熱交換

器を介して空調機に供給される。

　このシステムでは負荷が小さい場合は蓄熱槽からの放熱ですべて賄い、蓄熱槽からの放熱だ

けでは不足する場合は直焚吸収冷温水機による追掛運転を行い、さらに熱負荷が大きくなった

場合は空冷ヒートポンプ2台の追掛運転を行う。システムの概要を図2-2-25「蓄熱システム

を他熱源機器と並列に組み合わせた例」に示す。

　蓄熱槽は冷温水槽が設置され、冷水と温水は切り替えて供給する。

図2-2-25　蓄熱システムを他熱源機器と並列に組み合わせた例



136

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-26　�様式 2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（3）［蓄熱システムと他熱源が並

列接続］

■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・蓄熱システムと直焚吸収冷温水機は同一熱源群とし、一番上の欄に熱源群名称、冷暖同時

供給有無、台数制御の有無を入力する。

　・冷熱源の蓄熱容量は冷温水槽の蓄熱熱量を入力する。（槽容積ではなく、熱量を入力する。）

　・運転モードには「蓄熱」と「追掛」を入力し、それぞれに各熱源機の仕様を入力する。

　・「蓄熱」運転では、空冷ヒートポンプの運転順位を「1番目」と「2番目」と入力する。「追

掛」運転では、熱交換器の運転順位を「1番目」とし、直焚吸収冷温水機の運転順位を「2

番目」、空冷ヒートポンプの運転順位を「3番目」、「4番目」と入力する。

　・一次ポンプ定格消費電力には、直焚吸収冷温水機はCHP3-1 の値とし、空冷ヒートポンプ

はCHP1-1 と CHP1-2 の値を入力する。

　・熱交換器の定格冷却能力と加熱能力は、設計交換熱量を入力し、一次ポンプ定格消費電力

には、熱交換器の蓄熱槽側に接続されているCHP2-1 と CHP2-2 の値と、空調機側に接

続されているCHP3-2 の値の和を入力する。
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（4）．蓄熱システムを他熱源機器と直列に組み合わせた場合

　蓄熱システムの熱源機はブラインターボ冷凍機1台で構成され、蓄熱システムは熱交換器を

介してターボ冷凍機と直列に接続されている場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-

27「蓄熱システムを他熱源と直列に組み合わせた例」に示す。

　なお、負荷が小さい場合は蓄熱槽からの放熱ですべて賄い、蓄熱槽からの放熱だけでは不足

する場合はターボ冷凍機を用いて追掛運転を行う。さらに負荷が大きくなった場合はブライン

ターボ冷凍機による追掛運転を行う。

図2-2-27　蓄熱システムを他熱源機器と直列に組み合わせた例

様式2-5.（空調）熱源入力シート

図2-2-28　�様式 2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（4）［蓄熱システムと他熱源が直

列接続］

■様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力方法

　・蓄熱システムとターボ冷凍機は同一熱源群とし、一番上の欄に熱源群名称、冷暖同時供給

有無、台数制御の有無を入力する。

　・運転モードには「蓄熱」と「追掛」を入力し、それぞれに各熱源機の仕様を入力する。

　・蓄熱容量には蓄熱槽の蓄熱熱量を入力する。（槽容積ではなく、熱量を入力する。）

　・「蓄熱」運転には、ブラインターボ冷凍機の運転順位を「1番目」と入力する。「追掛」運転には、

熱交換器の運転順位を「1番目」とし、ターボ冷凍機の運転順位を「2番目」、ブラインタ
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ーボ冷凍機の運転順位を「3番目」と入力する。

　・ターボ冷凍機は熱交換器と直列接続されており、蓄熱槽からの放熱を優先して利用する（熱

交換器を優先して運転する）ことから、一次ポンプ定格消費電力には熱交換器は、CHP1

の消費電力を入力し、ターボ冷凍機は空欄とする。

　・熱交換器の定格冷却能力と加熱能力は、設計交換熱量を入力する。

　・追掛運転時のブラインターボ冷凍機の一次ポンプの消費電力は、ブラインポンプの消費電

力（BP1と BP2の合計：5.5 × 2kW）の合計（11.0kW）を入力する。
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　様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力方法について具体例を示して解説する。

（1）．全台変流量制御を採用し、台数制御が行われる場合

　全てのポンプについて変流量（回転数制御）が採用されており、熱負荷（流量）により台数

制御が行われる場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-29「二次ポンプ全台に変流量

制御が採用され、台数制御が行われる場合の例」に示す。

図2-2-29　二次ポンプ全台に変流量制御が採用され、台数制御が行われる場合の例

様式2-6.（空調）二次ポンプ入力シート

図2-2-30　様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力例（1）

■様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力方法（図2-2-30「様式2-6.（空調）『二

次ポンプ入力シート』の入力例（1）」参照）

　・二次ポンプ群名称、台数制御の有無、冷房時・暖房時温度差は一番上の欄のみに入力し、

他は空欄とする。

　・運転順位はPCH-2-1 を「1番目」とし、以下順に「2番目」「3番目」と入力する。

　・台数は、全機器とも「1」台と入力する。

　・流量制御方式は、全機器とも「回転数制御」と入力する。

6．二次ポンプ群の入力事例
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（2）．全台変流量制御を採用し、台数制御を行わない場合

　全てのポンプについて変流量（インバーター制御）が採用されており、台数制御は行われず

常に全台同時に運転する場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-31「二次ポンプがす

べて変流量で常に全台で運転する場合の例」に示す。

図2-2-31　二次ポンプがすべて変流量で常に全台で運転する場合の例

様式2-6.（空調）二次ポンプ入力シート

図2-2-32　様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力例（2）

■様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力方法（図2-2-32「様式2-6.（空調）『二

次ポンプ入力シート』の入力例（2）」参照）

　・運転順位は「1番目」とする。

　・台数は、「3」台と入力する。

　・流量制御は、「回転数制御」と入力する。
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（3）．1台のみ変流量制御が採用されており、その他は定流量制御で台数制御が行われる場合

　二次ポンプ3台のうち1台に変流量（回転数制御）が採用されており、その他は定流量制御

である場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-33「二次ポンプ3台のうち1台が変流

量制御、その他が定流量制御であり台数制御が行われる場合の例」に示す。

　なお、変流量ポンプが常に優先して運転することとする。

図2-2-33　�二次ポンプ3台のうち1台が変流量制御、その他が定流量制御であり台数制御が

行われる場合の例

様式2-6.（空調）二次ポンプ入力シート

図2-2-34　様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力例（3）

■様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力方法（図2-2-34「様式2-6.（空調）『二

次ポンプ入力シート』の入力例（3）」参照）

　・運転順位は変流量制御が採用されるPCH-2-1 を「1番目」とし、定流量ポンプPCH-2-

2、PCH-2-3 を「2番目」「3番目」とする。

　・台数は、すべて「1」台と入力する。

　・流量制御は、PCH-2-1 のみ「回転数制御」と入力し、PCH-2-2、PCH-2-3 には「定流量制御」

と入力する。

　・変流量時最小流量比はPCH-2-1 のみ入力する。
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（4）．蓄熱システムで二次ポンプ全台に変流量制御が採用されており、台数制御が行われる場

合

　蓄熱システムで、二次ポンプ全台に変流量（回転数制御）が採用されており、熱負荷（流量）

により台数制御が行われる場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-35「蓄熱システム

で二次ポンプ全台に変流量制御が採用されており、台数制御が行われる場合の例」に示す。

図2-2-35　�蓄熱システムで二次ポンプ全台に変流量制御が採用されており、台数制御が行わ

れる場合の例

様式2-6.（空調）二次ポンプ入力シート

図2-2-36　様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力例（4）

■様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力方法（図2-2-36「様式2-6.（空調）『二

次ポンプ入力シート』の入力例（4）」参照）

　・二次ポンプ群名称、台数制御の有無、冷房時・暖房時温度差は一番上の欄のみに入力し、

他は空欄とする。

　・運転順位はPCH-2-1 を「1番目」、PCH-2-2 を「2番目」とする。

　・台数は、全機器とも「1」と入力する。

　・流量制御方式は、全機器とも「回転数制御」と入力する。
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　空調機群は、対象となる空調ゾーンに冷温熱および新鮮外気を供給するための一連のシステ

ムと定義する。ここでは、具体例を示しつつ、空調機群の設定方法の考え方を説明する。

（1）．システム例1（図2-2-37「空調機群の考え方（1）」参照）

図2-2-37　空調機群の考え方（1）

　・ある空間（事務室）がインテリアゾーンとペリメーターゾーンに分けられおり、インテリ

アゾーンをエアハンドリングユニット（AHU）で空調し、ペリメーターゾーンをファンコ

イルユニット（FCU）で空調する場合は、事務室を室1（インテリアゾーン）と室2（ペ

リメーターゾーン）に分け、それぞれを空調ゾーンAと空調ゾーンBとする。

　・空調機群はAHUを空調機群Aとし、FCUを空調機群Bと定義する。

　・空調ゾーンAの室負荷と外気負荷は空調機群A（AHU）が処理する。

7．空調機群の考え方
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　・空調ゾーンBの室負荷は空調機群B（FCU）が処理し、外気負荷は空調機群Aが処理する。

　・事務室の余剰排気（給気（外気導入）と排気のエアバランスをとるためのものであり、事

務室の外気導入量からトイレ等の排気を差し引いた風量）のための排気送風機は、空調機

群Aに含むものとする。

　・トイレ等の排気送風機は空調設備ではなく換気設備とみなす。

（2）．システム例2（図2-2-38「空調機群の考え方（2）」参照）

　・エアハンドリングユニット（AHU）を1つの空調機群と定義し、トイレの排気ファンは換

気設備とみなす。（図 a）

　・空調機の還気を廊下から取る場合は、廊下も空調計算対象室とする。（図 b）

図2-2-38　空調機群の考え方（2）

（3）．システム例3（図2-2-39「空調機群の考え方（3）」参照）

　・同一の室にパッケージ型空調機の室内機とユニット型の全熱交換器が設置されている場合

は、パッケージ型空調機の室内機と全熱交換器を一つの空調機群とする。

図2-2-39　空調機群の考え方（3）

（a）空調機の還気を事務室から取る場合 （b）空調機の還気を廊下から取る場合
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（4）．システム例4（図2-2-40「空調機群の考え方（4）」参照）

　・ホテルの客室などのように、室負荷を処理するためのファンコイルユニットがあり、新鮮

外気は外調機を介して取り入れ、排気は客室内に設置された排気ファンと、併設される洗

面室に設置された排気ファンにより行う場合は、外調機（エアハンドリングユニット）と

客室内にある余剰排気送風機（FAN2）を一つの空調機群Aとし、室負荷処理用ファンコ

イルユニット（FCU）は空調機群Bとして、空調機群を分ける。

　・洗面室の排気ファン（FAN1）は換気設備とみなす。

図2-2-40　空調機群の考え方（4）
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　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法について具体例を示して解説する。

（1）．空調機入力シートの入力例1

　ホテルの客室などのように、ファンコイルユニット（FCU）で各室の室負荷が処理されており、

共通の外気処理空調機（AHU1）から複数の客室に新鮮外気が送風されている場合の入力例を

示す。システムの概要を図2-2-41「空調システム例（1）」に示す。

　なお、熱源群はR-1 と R-2 の 2台で構成され（熱源群CH）、二次ポンプ群は、ファンコイ

ルユニット系統のCHP2-A と空調機系統のCHP2-B に分かれている。空調機群については、

各種制御（風量制御、外気カット制御、外気冷房制御）は採用していない。

図2-2-41　空調システム例（1）

8．空調機群の入力事例
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　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図2-2-42　様式2-1『空調ゾーン入力シート』の入力例（1）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-43　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例（1）

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-42「様式2-1『空調ゾー

ン入力シート』の入力例（1）」参照）

　・各客室をそれぞれ1つの空調ゾーンとして定義する。

　・各客室の室負荷処理用 FCU（FCU1～ FCU3）、外気負荷処理用空調機（AHU1）を、そ

れぞれ1つの空調機群として定義する。

　・客室の室負荷処理用空調機群は FCU1～ FCU3、外気負荷処理用空調機群はAHU1と入

力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-43「様式2-7.（空調）『空調機

入力シート』の入力例（1）」参照）

　・各客室の室負荷処理用 FCU1～ FCU3、外気負荷処理用AHU1の各空調機仕様を入力す

る。風量制御はすべて「定風量制御」とし、その他の制御もすべて「無」を入力する。

　・空調機群 FCU1～ FCU3に冷温水を送る二次ポンプ群は「CHP2-A」、空調機群AHU1

に冷温水を送る二次ポンプ群は「CHP2-B」と入力する。

　・空調機群に冷温熱を送る熱源群はすべて「CH」と入力する。
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（2）．空調機入力シートの入力例2

　ホテル客室などのように、パッケージ型空調機（室内機 Iu1 ～ Iu3）により室負荷が処理さ

れており、外気処理空調機（AHU1）により負荷処理された外気が送風されている場合の入力

例を示す。システムの概要を図2-2-44「空調システム例（2）」に示す。

　AHU1系統の熱源群はCH、二次ポンプ群はCHP2であり、パッケージ型空調機は、客室

1は屋外機PAC1（熱源群PAC1）、客室2と 3は屋外機PAC2（熱源群PAC2）で負荷が

処理される。空調機群については、各種制御（風量制御、外気カット制御、外気冷房制御）は

採用していない。

図2-2-44　空調システム例（2）
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　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図2-2-45　様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力例（2）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-46　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例（2）

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-45「様式2-1.（空調）『空

調ゾーン入力シート』の入力例（2）」参照）

　・各客室をそれぞれ1つの空調ゾーンとして定義する。

　・各客室の室負荷処理用室内機（Iu1～ Iu3）、外気負荷処理用空調機（AHU1）をそれぞれ

1つの空調機群として定義する。

　・客室の室負荷処理用空調機群には Iu1 ～ Iu3 を、外気負荷処理用空調機群にはAHU1と

入力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-46「様式2-7.（空調）『空調機

入力シート』の入力例（2）」参照）

　・室負荷処理用室内機 Iu1～ Iu3、外気負荷処理用空調機AHU1の仕様を入力する。風量制

御はすべて「定風量制御」とし、その他の制御もすべて「無」を入力する。

　・空調機群 Iu1 ～ Iu3 については個別分散型空調であるため二次ポンプ群の接続はない。

Iu1に冷温熱を送る熱源群は「PAC1」、Iu2と Iu3は「PAC2」と入力する。

　・空調機群AHU1に冷温熱を送る二次ポンプ群は「CHP2」、熱源群は「CH」と入力する。
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（3）．空調機入力シートの入力例3

　ホテル客室などのように、インテリア側の室負荷処理はパッケージ型空調機（室内機 Iu1）で、

ペリメータ側の室負荷処理はファンコイルユニット（FCU1）で行い、外気処理空調機（AHU1）

により新鮮外気が取り入れられる場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-47「空調シ

ステム例（3）」に示す。

　熱源群はR-1 と R-2 の 2台で構成され（熱源群CH）、二次ポンプ群は、ファンコイルユニ

ット系統のCHP2-A と空調機系統のCHP2-B に分かれている。パッケージ型空調機（室内機

Iu1）の屋外機は単独系統で熱源群PAC1とする。空調機群については各種制御（風量制御、

外気カット制御、外気冷房制御）は採用していない。

図2-2-47　空調システム例（3）
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　　　　　　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図2-2-48　様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力例（3）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-49　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例（3）

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-48「様式2-1.（空調）『空

調ゾーン入力シート』の入力例（3）」参照）

　・インテリア側とペリメータ側に分けて、空調ゾーンを定義する。

　・室負荷処理用室内機 Iu1 とファンコイルユニット FCU1、外気負荷処理用空調機AHU1

をそれぞれ空調機群として定義する。

　・インテリア側の室負荷処理はパッケージ型空調機の室内機 Iu1、外気負荷処理はAHU1と

し、ペリメータ側の室負荷処理は FCU1、外気負荷処理はAHU1と入力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-49「様式2-7.（空調）『空調機

入力シート』の入力例（3）」参照）

　・室負荷処理用室内機 Iu1 とファンコイルユニット FCU1、外気負荷処理用空調機AHU1

の仕様を入力する。本例では、風量制御は行っておらずすべて「定風量制御」とし、その

他の空調機制御もすべて「無」を入力する。

　・空調機群 Iu1に冷温熱を送る二次ポンプ群はなく、熱源群は「PAC1」と入力する。

　・空調機群 FCU1に冷温熱を送る二次ポンプ群は「CHP2-A」、空調機群AHU1に冷温熱

を送る二次ポンプ群は「CHP2-B」とし、熱源群は FCU1、AHU1ともに「CH」と入力

する。
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（4）．空調機入力シートの入力例4

　ホテル客室などのように、室負荷処理空調として、仕様の異なるファンコイルユニットが合

計3台設置されている場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-50「空調システム例（4）」

に示す。

図2-2-50　空調システム例（4）

　　　　　　　　　様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-51　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法

　・FCU1× 1台、FCU2× 2台をまとめて1つの空調機群（FCU）と定義する。

　・空調機群名称は一番上の欄のみに入力し、その他は空欄とする。

　・能力や風量、消費電力を FCU1、FCU2ごとにそれぞれ入力する。FCU2の台数には「2」

を入力する。
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（5）．空調機入力シートの入力例5

　パッケージ型空調機で室負荷と外気負荷を処理しており、パッケージ型空調機は屋外機

PAC1の系統（室内機 Iu1 ～ Iu4）と屋外機PAC2の系統（室内機 Iu5 ～ Iu8）に分かれて

いる場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-52「空調システム例（5）」に示す。

　外気は外気ファンにより取り入れられている。

図2-2-52　空調システム例（5）

　　　　　　　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図2-2-53　様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力例（5）
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■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-53「様式2-1.（空調）『空

調ゾーン入力シート』の入力例（5）」参照）

　・空調ゾーンを屋外機PAC1の系統と屋外機PAC2の系統に分けて定義する。

　・屋外機PAC1の室内機 Iu1～ Iu4 を空調機群 IuAと定義し、屋外機PAC2の室内機 Iu5

～ Iu8を空調機群 IuBと定義する。

　・室Aの室負荷処理と外気負荷処理はともに空調機群 IuA、室Bの室負荷処理と外気負荷処

理はともに空調機群 IuBと入力する。

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-54　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例（5）

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-54「様式2-7.（空調）『空調機

入力シート』の入力例（5）」参照）

　・空調機の仕様は、機器毎に行を分けて入力することが原則であるが、1つの室に複数台設

置されることが一般的であるパッケージ型空調機の室内機については、全室内機の合計値

を入力しても良い。ただし、どの室内機の仕様を合計したかについては備考欄に明記する

こと。

　・外気ファンの仕様（風量、消費電力）は室Aと室Bの面積で按分して入力する。本例では、

機器表に記載されている1台あたりの消費電力を入力し、台数を0.5 台とすることにより、

空調機群 IuAと IuB室に割りあてている。
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（6）．全熱交換器ユニット+ビル用マルチエアコン（外気接続）方式の入力例

　全熱交換器ユニットで一次処理した外気をパッケージ型空調機室内機に送り、全熱交換器ユ

ニットからの外気負荷と室負荷をパッケージ型空調機室内機で処理する場合の入力例を示す。

システムの概要を図2-2-55「空調システム例（6）」に示す。

図2-2-55　空調システム例（6）

　　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-56　全熱交換器ユニット+ビル用マルチエアコン（外気接続）方式の入力例

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-56「全熱交換器ユニット

+ビル用マルチエアコン（外気接続）方式の入力例」参照）

　・パッケージ型空調機室内機と全熱交換器ユニットを1つの空調機群ACP-1-1 とする。

　・室負荷、外気負荷処理用に空調機群名称はACP-1-1 と入力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法

　・空調機群名称は、一番上の欄にACP-1-1 と入力し、その他は空欄とする。

　・全熱交換器ユニットは個別に設置するため室内機と分けて仕様を入力する。
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（7）．全熱交換器ユニット（外気直入）+ファンコイルユニット方式の入力例

　全熱交換器ユニットで一次処理した外気を直接室内に吹き出し、その外気負荷と室負荷をフ

ァンコイルユニットで処理する場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-57「空調シス

テム例（7）」に示す。

図2-2-57　空調システム例（7）

　　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-58　全熱交換器ユニット（外気直入）+ファンコイルユニット方式の入力例

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-58「全熱交換器ユニット（外

気直入）+ファンコイルユニット方式の入力例」参照）

　・ファンコイルユニットと全熱交換器ユニットを1つの空調機群 FCU-2-1 とする。

　・室負荷、外気負荷処理用空調機群は FCU-2-1 と入力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法

　・全熱交換器ユニットは個別に設置するため FCUと分けて仕様を入力する。空調機タイプは

全熱交換器ユニットとする。
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（8）．回転式全熱交換器組込空調機方式の入力例

　空調機に回転式全熱交換器が組み込まれており、回転式全熱交換器で一次処理した外気と室

内からの還気（RA) との混合空気を冷却加熱コイルで処理するシステムの入力例を示す。シス

テムの概要を図2-2-59「空調システム例（8）」に示す。

図2-2-59　空調システム例（8）

　　　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-60　回転式全熱交換器組込空調機方式の入力例

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-60「回転式全熱交換器組

込空調機方式の入力例」参照）

　・全熱交換器組込型空調機を1つの空調機群ACU-3-1 とする。

　・室負荷、外気負荷処理用空調機群はともにACU-3-1（全熱交換器組込型空調機）と入力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法

　・空調機に組み込まれている回転式全熱交換器の仕様は、空調機仕様の一部として入力する。
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（9）．直膨コイル付全熱交換器ユニット+ビル用マルチエアコン方式の入力例

　直膨コイル付き全熱交換器ユニットで外気を室内エンタルピーと同程度まで処理して室内に

吹き出し、室負荷はパッケージ型空調機で処理する場合の入力例を示す。システムの概要を図

2-2-61「空調システム例（9）」に示す。

図2-2-61　空調システム例（9）

　　　　　　　　様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-62　直膨コイル付き全熱交換器ユニット方式の入力例

■様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力方法（図2-2-62「直膨コイル付き全熱

交換器ユニット方式の入力例」参照）

　・直膨コイル付き全熱交換器ユニットを1つの空調機群HEU-4-1 とする。

　・室負荷処理用空調機群はACP4-1（パッケージ型空調機室内機）とし、外気負荷処理用空

調機群はHEU-4-1（直膨コイル付き全熱交換器ユニット）と入力する。

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法

　・全熱交換器ユニットには直膨コイルが組み込まれているため、直膨コイルの冷却、加熱能

力を入力する。
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（10）．1台の全熱交換器で複数の空調機に外気導入する方式の入力例

　1台の回転式全熱交換器で一次処理した外気を複数の空調機へ送風し、回転式全熱交換器で

一次処理した外気と室内からの還気（RA）との混合空気を冷却加熱コイルで処理する場合の入

力例を示す。システムの概要を図2-2-63「空調システム例（10）」に示す。

図2-2-63　空調システム例（10）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-64　直膨コイル付き全熱交換器ユニット方式の入力例

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-64「直膨コイル付き全熱交換

器ユニット方式の入力例」参照）

　・回転式全熱交換器 ECV-1 の仕様は、各空調機群AHU1～ AHU3に分割して入力し、空

調機と全熱交換器は同一の空調機群とする。この例では、各空調機群の取入外気量が同一
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であると想定し、全熱交換器の台数を0.33台としている。取入外気量が異なる場合は外

気量比で按分した台数を入力する。

（11）．空気循環用ファンが設置された場合の入力例

　レストラン等で室内の温度分布の均一化を目的に空気循環用送風機が設置されている場合の

入力例を示す。システムの概要を図2-2-65「空調システム例（11）」に示す。

図2-2-65　空調システム例（11）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-66　空気循環用ファンが設置された場合の入力例

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-66「空気循環用ファンが設置

された場合の入力例」参照）

　・空気循環用送風機 F-1 は空調設備とし、空調機AHU1と同じ空調機群AHUとする。

　・空気循環用送風機の仕様は、空調機AHU1の 1行下に入力する。空調機群名称は空欄、

空調機タイプは「送風機」とし、台数は4台として、1台あたりの仕様を入力する。
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（12）．エアカーテンが設置された場合の入力例

　エントランスホール等で外気侵入防止を目的にエアカーテンが設置されている場合の入力例

を示す。システムの概要を図2-2-67「空調システム例（12）」に示す。

図2-2-67　空調システム例（12）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-68　エアカーテンが設置された場合の入力例

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-68「エアカーテンが設置され

た場合の入力例」参照）

　・エアカーテンEC-1 は空調設備とし、空調機AHU1と同じ空調機群AHUとする。

　・エアカーテンの仕様は空調機AHU1の 1行下に入力する。空調機群名称は空欄、空調機

タイプは「送風機」とし、台数は2台として、1台あたりの仕様を入力する。
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（13）．ダブルスキンやエアフローウィンドウの中空層内空気の排気ファンが設置された場合の

入力例

　事務室の窓仕様がエアフローウィンドウであり、中空層内空気の排気ファンが設置されてい

る場合の入力例を示す。システムの概要を図2-2-69「空調システム例（13）」に示す。

図2-2-69　空調システム例（13）

様式2-7.（空調）空調機入力シート

図2-2-70　ダブルスキンやエアフローウィンドウで排気ファンが設置された場合の入力例

■様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力方法（図2-2-70「ダブルスキンやエアフロ

ーウィンドウで排気ファンが設置された場合の入力例」参照）

　・中空層内空気の排気ファン F-AFWは空調設備とし、空調機AHU1と同じ空調機群とする。

　・エアフローウインドウ用の排気ファンの仕様は、空調機AHU1の 1行下に入力する。空

調機群名称は空欄、空調機タイプは「送風機」とし、台数は1台として仕様を入力する。
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Chapter 3. 換気設備の入力

　建築物の省エネルギー基準で計算対象としている換気設備とは、以下の機械換気設備である。

1）主として排熱、除湿、脱臭を目的とした送風機を空気調和設備以外の機械換気設備と定義し、

これを計算対象とする。

　・空調対象室に設置された新鮮外気導入のための機械換気設備は、換気設備とはせず空調設

備とする。

　　　◆例：パッケージ型空調機等と併用される全熱交換器は、新鮮外気導入のための設備で

あるため空調設備の一部とみなし、空調設備の計算対象とする。

　・ただし、排熱、除湿、脱臭を主目的とした機械換気設備がある室が空調されている場合は（例

えばトイレや喫煙室などが空調されている場合）、主として新鮮外気導入のために使用され

る送風機の動力は空調設備のエネルギー消費量に、主として廃熱などのために使用される

送風機の動力は換気エネルギー消費量に分離して計上する。

　・電気室やエレベータ機械室などのように、一般的に換気をするところを冷房する場合につ

いては、換気設備とみなし、換気設備の計算対象とする。

2）単相、三相の区別はせず、送風機単体の定格出力0.2kW以下であっても、また、定格出力

の合計が5.5kW未満であっても計算の対象とする。

3）非常用発電機室の換気設備のように、常時運転されない換気設備や、会議室に設置される

タバコの煙を排気するための（給排気バランス上常時運転しない）換気設備などは計算対

象外とする。

4）給気を冷却あるいは加熱する場合も増えている厨房については、給気空気を冷却あるいは

加熱するためのエネルギーは計算対象外とし、厨房用の給気と排気の送風機動力のみを計

算対象とする。

5）駐車場のドライエリアについては省エネルギー手法とみなし、ドライエリアを設けて第三

種換気方式とした場合は、排気送風機の動力のみを換気設備の計算対象とする。（基準値は

第一種換気方式を想定して決定されている）

6）換気の一部を自然通風により行う場合は、その分選定された換気設備の容量が小さくなっ

ていると想定されるため、何も補正を行わず、選定された機器の消費電力を用いて計算する。

（基準値は自然通風なしを想定した消費電力であるため、これと設計値との差が自然通風に

よる省エネルギー量である）

7）空気の移動を促進するために給排気設備とは別に空気循環用送風機設備を設ける時は、そ

の設備が設置される室が空調対象室であれば、空気循環用送風機設備は空調設備とみなし、

空調設備の送風機動力として計上する。非空調室であれば、空気循環用送風機設備は機械

換気設備とみなし、換気設備の送風機動力として計上する。

1．計算対象とする換気設備
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　様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』

の入力方法について、具体例を示して解説する。

（1）．各階に排気送風機が設置されている場合の入力例

　便所の排気送風機が各階に設置され、各階で排気されている場合の入力例を示す。システム

の概要を図2-3-1「換気システム図（各階排気の例）」に示す。

図2-3-1　換気システム図（各階排気の例）

様式3-1.（換気）換気対象室入力シート

図2-3-2　�様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給排気送風機入

力シート』の入力例（1）

2．給排気送風機の入力事例

様式3-2.（換気）給排気送風機入力シート
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■様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』

の入力方法（図2-3-2「様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給

排気送風機入力シート』の入力例（1）」参照）

　・各階の換気機器名称、仕様をそれぞれ入力する。例え同じ仕様であったとしても物理的に

異なる機器である場合は分けて入力する。

（2）．換気系統全体の排気送風機が設置されている場合の入力例

　便所系統全体で1台の排気送風機が屋上に設置され、屋上で排気されている場合の入力例を

示す。システムの概要を図2-3-3「換気システム図（便所系統全体排気の例）」に示す。

図2-3-3　換気システム図（便所系統全体排気の例）

様式3-1.（換気）換気対象室入力シート

図2-3-4　�様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2『給排気送風機入力シート』

の入力例（2）

様式3-2.（換気）給排気送風機入力シート
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■様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』

の入力方法（図2-3-4「様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2『給排気送

風機入力シート』の入力例（2）」参照）

　・『換気対象室入力シート』の各階の便所には便所系統全体の排気送風機名称 FE-WC-1 を入

力する。

　・『給排気送風機入力シート』には、便所系統全体の排気送風機 FE-WC-1 の仕様を入力する。

（3）．地下機械室の換気の入力例

1）第1種換気方式の場合

　第1種換気方式であり、機械室内温度で排気送風機の発停制御を行い、排気送風機と連動し

て給気送風機を発停する場合の入力例を示す。システムの概要を図2-3-5「換気システム図（第

1種換気方式とした例）に示す。

図2-3-5　換気システム図（第1種換気方式とした例）

　様式3-2.（換気）給排気送風機入力シート

図2-3-6　様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』の入力例（3）

■様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』の入力方法（図2-3-6「様式3-2.（換気）『給

排気送風機入力シート』の入力例（3）」参照）

　・給気送風機 FS-B1-1、排気送風機 FE-B1-1 それぞれに定格風量と定格出力を入力し、送

風量制御には「温度制御」と文字列で入力する。
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2）地下機械室の換気をドライエリアから自然給気を行い第3種換気方式とした例

　地下機械室の換気のように、ドライエリアから自然給気を行い第3種換気方式とし、機械室

内温度で排気送風機の発停制御を行う場合の入力例を示す。システムの概要を図2-3-7「換気

システム図（第3種換気方式とした例）」に示す。

図2-3-7　換気システム図（第3種換気方式とした例）

　　様式3-2.（換気）給排気送風機入力シート

図2-3-8　様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』の入力例（4）

■様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』の入力方法（図2-3-8「様式3-2.（換気）『給

排気送風機入力シート』の入力例（4）」参照）

　・第3種換気方式であるため、排気送風機 FE-B1-1 の仕様のみ入力する。

　・排気送風機の送風量制御は「温度制御」と文字列で入力する。

　解説　　機械室と第3種換気とした場合の評価法

　機械室の基準設定換気方式は第1種換気であり、基準一次エネルギー消費量には給気用

送風機と排気用送風機の2台分のエネルギー消費量が計上されている。このような室用途

に対して第3種換気を採用した場合、給気用送風機は存在しないため設計一次エネルギー

消費量は0となり、排気用送風機分のエネルギー消費量のみが計上される。従って、給気

用送風機分のエネルギー消費量が設計値と基準値の差、つまり省エネルギー量とみなされる

ことになる。
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（4）．厨房用空調機の入力例

　排気送風機 FE-9-1 と外気処理空調機OAC-9-1、厨房室負荷処理用空調機AHU-9-1 が設置

されている場合の入力例を示す。システムの概要を図2-3-9「厨房空調・換気システム図」に示す。

図2-3-9　厨房空調・換気システム図

　　様式3-1.（換気）換気対象室入力シート

図2-3-10　�様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給排気送風機入

力シート』の入力例（5）

■様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』

の入力方法（図2-3-10「様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-2.（換気）『給

排気送風機入力シート』の入力例（5）」参照）

　・厨房用空調機はすべて換気設備として扱い、外気処理空調機OAC-9-1 の換気種類は「給

気」、室負荷処理用空調機AHU-9-1 は「循環」と入力する。

　・厨房用空調機OAC-9-1 およびAHU-9-1 の送風機および排気送風機の定格風量と定格出

力を入力する。

様式3-2.（換気）給排気送風機入力シート
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　換気代替空調機を設置した場合の様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-3.（換

気）『換気代替空調機入力シート』の入力方法について、具体例を示して解説する。

（1）．換気代替空調機の入力例１

　電気室に換気代替空調機（PAC-1 パッケージ型空調機）が主機として設置されている場合の

入力例を示す。ただし、図2-3-11「換気代替空調機の設置例」の（a）の事例は換気送風機が

バックアップ機とされ、（b）の事例は換気代替空調機が2台設置され、1台がバックアップ機

とされているとする。電気室の機器発熱の負荷率は100％とし、機器発熱と外皮負荷（構造体

からの貫流熱負荷）を合計した必要冷却能力は16.0kWとする。パッケージ型空調機は、経年

劣化等を考慮した安全率等を見込み、冷却能力20.0kW（8馬力）の機器を選定している。

（a）換気代替空調機を主機とし、換気送風機はバックアップ機とする場合

（b）換気代替空調機を2台設置し、1台はバックアップ機とする場合

図2-3-11　換気代替空調機の設置例（1）

3．換気代替空調機の入力事例
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様式3-1.（換気）換気対象室入力シート

図2-3-12　�様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-3.（換気）『換気代替空調機

入力シート』の入力例（1）

■様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-3.（換気）『換気代替空調機入力シート』

の入力方法（図2-3-12「様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』と様式3-3.（換気）『換

気代替空調機入力シート』の入力例（1）」参照）

　・バックアップ機は計算対象外とし、シートには入力しない。つまり、（a）でも（b）でも

PAC-1 のみ入力する。

　・換気代替空調機の場合は、換気種類には「空調」と入力する。

　・必要冷却能力には、原則として機器の冷却能力を入力するが設置機器に余裕を見ている場

合は、室内発熱負荷を入力しても良い。この例では、選定したパッケージ形空調機の冷却

能力は経年劣化等を考慮し余裕を見ているため、機器の冷却能力である20kWではなく機

器発熱負荷と外皮負荷の合計負荷である必要冷却能力16.0kWを入力する。

　・熱源効率（一次換算値）は、この例ではパッケージ型空調機であり、室外機の圧縮機（6.0kW）

と熱交換ファン（0.38kW）の合計消費電力6.38kWと冷却能力20kWから次のように

算出する。

　　［一次エネルギー換算効率＝定格 COP（20kW ÷ 6.38kW）×（3600kJ/kWh ÷

9760kJ/kWh）＝1.16］

　・送風機定格出力は、換気代替空調機の送風機（パッケージ型空調機の室内機送風機）の電

動機定格出力を入力する。

（2）．換気代替空調機の入力例２

　電気室に換気代替空調機（空調機：必要冷却能力10kW、送風機定格出力1.5kW）が設置

様式3-3.（換気）換気代替空調機入力シート
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されており、他に冷却能力40kWの空調機と冷却能力50kWの空調機が設置されている場合

の入力例を示す。システムの概要を図2-3-13『換気代替空調機の配置例（2）」に示す。

　熱源機（冷凍機：冷却能力 100kW、消費電力 25kW）、冷水一次ポンプ（定格出力

1.5kW）、冷水二次ポンプ（定格出力2.2kW）が設置されているとする。

図2-3-13　換気代替空調機の設置例（2）

様式3-3.（換気）換気代替空調機入力シート

図2-3-14　様式3-3.（換気）『換気代替空調機入力シート』の入力例（2）

■様式3-3.（換気）『換気代替空調機入力シート』の入力方法（図2-3-14「様式3-3.（換気）

『換気代替空調機入力シート』の入力例（2）」参照）

　・熱源効率（一次エネルギー換算）は、必要冷却能力を熱源機と冷水一次ポンプの合計のエ

ネルギー消費量で除して算出する。

　・送風機定格出力には、電気室の空調機の給気送風機の電動機出力を入力する。

　・ポンプ定格出力は、冷水二次ポンプの電動機出力を各空調機の冷却能力で按分した値を入

力する。



172

　熱源効率は、熱源システム効率（熱源機本体、一次ポンプ、蓄熱関係ポンプ、冷却水ポンプ、

冷却塔等のエネルギー消費量すべてを考慮したシステムCOP）の一次エネルギー換算値とする。

熱源効率の算出方法の例を図2-3-15「空気熱源パッケージ型空調機の場合」～図2-3-17「中

央熱源方式の場合」に示す。なお、消費電力の一次エネルギー換算は、消費電力kW×（3600kJ/

kWh÷ 9760kJ/kWh）で算出する。

　・空気熱源パッケージ型空調機の場合は、屋外機の冷却能力を屋外機の消費電力の一次エネ

ルギー換算値で除して算出する。

　・水熱源パッケージ型空調機の場合は、熱源ユニット（圧縮機内蔵）の冷却能力を熱源ユニ

ット、熱源ポンプ、冷却塔の合計消費電力の一次エネルギー換算値で除して算出する。温

熱源であるボイラーは計算に含めない。

　・中央熱源方式の場合は、熱源機本体の冷却能力を熱源機本体、一次ポンプ、蓄熱関係ポンプ、

冷却水ポンプ、冷却塔等のエネルギー消費量の和を一次エネルギー換算した値で除して算

出する。熱源機本体のエネルギー消費量は燃料消費量と消費電力のすべてを含むものとす

る。

図2-3-15　空気熱源パッケージ型空調機の場合

図2-3-16　水熱源パッケージ型空調機の場合

4．換気代替空調機の熱源効率の算出方法
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図2-3-17　中央熱源方式の場合
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Chapter 4. 照明設備の入力

　省エネルギー基準では、「主として作業環境上必要な照明を確保するために屋内に設けられる

照明設備（屋外照明、避難用、救命用その他特殊な目的のために設けられるものを除く）」を計

算対象とする。

　具体的には、「生活や作業のための明視性確保のための照明設備」とし、以下に例示する照明

設備を計算対象とする。

　1）一般的な全般照明と局所照明

　　◆局所照明には、アンビエント照明と一体で計画されるタスク照明を含む

　2）明視性確保以外の役割を併せて備える照明設備（明視性確保が主たる役割）

　　◆常時点灯され明視性を確保する場合の階段通路誘導灯などを含む。

　また、次に例示する照明設備は計算対象外とする。

　1）安全性確保のための照明設備（足下灯、誘導灯など）

　2）休息や団らんのための快適性確保のための照明設備（壁灯、床置灯など）

　3）演出性確保のための照明設備（シャンデリア、広告灯など）

　4）明視性確保のための照明設備のうち、以下のもの

　　a）タスク照明など、コンセント接続される照明器具（アンビエント照明と一体で計画され

るタスク照明は除く）

　　b）設備のエネルギー効率を超越した、より高度な機能や目的を有する照明設備（無影灯等）

　　c）設備シャフトなどのように定常的には使用せず、年間点灯時間が非常に短い室の照明

　　d）物品、サービスを生産する用途に係り、生産活動の消費エネルギーと不可分と考えられ

る室の照明設備（工場などの生産エリア、データセンターの電算機室など）

　照明設備の設計一次エネルギー消費量を求めるためには、照明器具1台あたりの消費電力の

値が必要になるが、設計時点では、具体的なメーカーや品名・型式が決定されていないことが

多く、値の想定が困難である場合もある。この場合は照明器具の種類を基に、（一社）日本照明

工業会の「ガイド114　照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」

を参照して、値を入力する。また、ガイド114に掲載されていない器具や特殊な器具については、

製造メーカーに問い合わせて具体的なデータを入手し入力する。

1．計算対象とする照明設備

2．照明器具の消費電力の参考値
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　タスク・アンビエント照明（図2-4-1「タスク・アンビエント照明例」参照）の場合は、タ

スク照明とアンビエント照明で照明制御方法が異なるため、様式4.（照明）『照明入力シート』

には、タスク照明とアンビエント照明を分けて、それぞれの仕様・制御方法を入力する。

　様式4.（照明）『照明入力シート』の入力例を図2-4-2「タスク・アンビエント照明の入力例」

に示す。

図2-4-1　タスク・アンビエント照明例

様式4.（照明）照明入力シート

図2-4-2　タスク・アンビエント照明の入力例

（1）．タスク・アンビエント照明の入力例

　・事務室のタスク・アンビエント照明を想定し、アンビエント照明制御は「初期照度補正」と「昼

光利用制御（室の両側に窓があり、手動ブラインドが設置されている）」が採用され、タス

ク照明は、照明器具に設置された人感センサーによりオン・オフ制御が行われる。

■様式4.（照明）『照明入力シート』の入力方法

　・アンビエント照明とタスク照明は分けて仕様を入力する。

　・アンビエント照明については、初期照度補正に「有」、昼光連動調光制御に「両側採光かつ

ブラインド制御なし」と入力する。

3．タスク・アンビエント照明システムの入力事例
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　・タスク照明については、在室検知制御に「器具毎点滅」と入力する。
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Chapter 5. 給湯設備の入力

　省エネルギー基準では、給湯対象室を「給湯設備を利用する可能性のある人が存在する居室」

と定義する。具体的な事例を以下に示す。

1）食事や喫茶をする人が在室（在席）する室

　・事務所等の「社員食堂」や「喫茶室」、ホテル等の「宴会場」、「レストラン」、「ラウンジ」、

「バー」、学校等の「小中学校教室」、「小中学校及び高等学校の食堂」、「大学の食堂」、飲食

店等の「レストランの客室」、「軽食店の客室」、「喫茶店の客室」などが該当する。

　・実際の給湯使用箇所である厨房や湯沸室は「給湯計算対象室」には該当しない。

2）洗面や手洗い、入浴する人が在室する室

　・洗面や手洗い用給湯使用では、事務所やホテル等の「事務室」、「ロビー」、「会議室」、物販

店舗等の「大型店の売場」、「専門店の売場」、「スーパーマーケットの売場」、病院等の「ロ

ビー」、学校等の「研究室」、「実験室」、「講堂又は体育館」、集会所等の客席、ロビーなど

が該当する。

　・入浴用給湯使用では、ホテル等の「客室」、病院等の「病室」、「浴室等」、集会所等の各種

体育施設、浴場施設などが該当する。

　・実際の給湯使用箇所である便所、浴室、シャワー室等は「給湯計算対象室」には該当しない。

　・建物に在席する人以外に外来者が給湯を使用する室（例えば、事務室等の「ロビー」や「会

議室」）も含まれる。

　※なお、上記に挙げた室用途には、1）食事や喫茶をする人が在室（在席）する室と2）洗

面や手洗い、風呂に入る人が在室する室の両方に該当する室もある。

　なお、「給湯計算対象室」の選択にあたっては、次の場合のように建物用途のみから室用途を

選択するのではなく、当該室の給湯使用量、給湯使用時間、給湯使用者数等を考慮して室用途

を選択しても良い。

　・ホテル等で日帰り入浴に利用される浴場施設がある場合は、当該浴場施設はホテル等の室

用途から選択せず、集会所等の浴場施設から室用途を選択する。

　「給湯計算対象室」ごとの標準室使用条件（給湯使用量、給湯使用時間等）は、「第2編　設

備仕様入力シート作成方法の詳細解説　Chapter1．共通条件の入力　3．標準室使用条件及び

各室用途の想定」の表2-1-2　標準室使用条件一覧（事務所等）～表2-1-10　標準室使用条

件一覧（工場等）を参照する。

1．給湯対象室の考え方
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　様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』と様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の入

力方法について、具体例を示して解説する。

（1）．給湯設備の入力例

　図2-5-1 に示す給湯システムを対象とする。

　・各階の便所には洗面器下に貯湯型電気温水器が設置され、洗面器混合水栓は自動水栓（節

湯器具）が設置されている。

　・1階と2階の湯沸室には壁掛タイプの貯湯型電気温水器が設置されており、節湯器具では

ない給湯栓が使われている。

　・3階の厨房には、ヒートポンプ式給湯機が設置されており、厨房機器の給湯栓は、節湯器

具ではない給湯栓が使われている。

　・1階の便所、湯沸室は、1階の事務室、会議室、ロビーの在室者が使用する。なお、ロビ

ーと会議室は外来者の使用も想定している。

　・2階の便所、湯沸室は、2階の事務室の在室者が使用する。

　・3階の厨房と便所は、食堂を利用する人が使用する。

図2-5-1　給湯設備系統図

■様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の入力方法（図2-5-2「様式 5-1.（給湯）『給

湯対象室入力シート』と様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の入力例」参照）

　・給湯対象室は、1階の事務室、会議室、ロビー、2階の事務室、3階の食堂とする。

　・便所の洗面器の混合水栓には自動水栓が使用されており、節湯器具は「有」とする。湯沸

室と厨房では節湯器具は「無」とする。

　・給湯機器名称には、各給湯計算対象室の在室者が使用する給湯箇所に給湯している給湯機

の名称を入力する。

2．給湯設備の入力事例
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■様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の入力方法

　・定格加熱能力では、ヒーター式の電気給湯器はヒーターの電気容量 kWを入力する。また、

ヒートポンプ式給湯機では、加熱能力を入力する。

　・熱源効率は、一次エネルギーに換算した効率を入力する。

　・接続口径は、給湯配管の中で最も大きい口径（貯湯槽がない場合では給湯機接続口径、貯

湯槽が設置される場合は貯湯槽接続口径）を入力する。

様式5-1.（給湯）給湯対象室入力シート

様式5-2.（給湯）給湯機器入力シート

図2-5-2　�様式 5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』と様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』

の入力例
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　計算対象給湯システムの接続口径の参照位置を図2-5-3「局所式給湯システムの例」～図

2-5-6「中央熱源給湯システム（開放式貯湯槽を設置）の例」に示す。給湯配管接続口径は、

給湯配管の中で最も大きい口径（貯湯槽がない場合では給湯機接続口径、貯湯槽が設置される

場合は貯湯槽接続口径）とする。

図2-5-3　局所式給湯システムの例

図2-5-4　中央熱源給湯システム（往配管のみの場合）の例

図2-5-5　中央熱源給湯システム（密閉式貯湯槽を設置）の例

図2-5-6　中央熱源給湯システム（開放式貯湯槽を設置）の例

（a）洗面器下設置電気温水器 （b）壁掛式ガス瞬間湯沸器

3．給湯配管接続口径
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Chapter 6. 昇降機の入力

　輸送能力係数M［-］は、次式により求まる。

ここで、

　Cstd	 ：　標準輸送能力

　Cdesign	 ：　計画輸送能力

1）標準輸送能力Cstd の定め方

　標準輸送能力Cstd の定め方は次のとおりである。

　・主たる建物用途が事務所等であり、一社占有の建物である場合は0.25、一社占有の建物

ではない場合は0.20とする。

　・主たる建物用途がホテル等である場合は0.15とする。

　・その他の建物用途については、当該建築物の用途及び実況に応じて適宜値を定めることと

する。

2）計画輸送能力Cdesign の定め方

　計画輸送能力Cdesign は、次の式で求める。

ここで、

　Hlift,5min	 ：　5分間エレベータ輸送人数［人］

　Htotal	 ：　エレベータ利用人数［人］

　Hin	 ：　乗客数［人］

　N	 ：　エレベータの台数［台］

　RTT	 ：　一周時間［秒］

3）小規模事務所ビルを対象とした輸送能力係数Mの簡易算出法

　主たる建物用途が事務所等であり、当該建築物の階数が 4階以下または床面積の合計が

4000㎡以下の場合には、平均運転時間間隔 ∆T［秒］を30で除した値を輸送能力係数Mと

することができる。ただし、平均運転時間間隔 ∆T が 30秒以上の場合は、輸送能力係数Mは

1．輸送能力係数の算出方法

　M=	 （6.1.1）Cstd
Cdesign

　Cdesign=	 （6.1.2）Hlift,5min
Htotal

　Hlift,5min=	 （6.1.3）300×Hin × N
RTT
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1とする。

　平均運転時間間隔 ∆Tは次式で求める。

ここで、

　RTT	 ：　一周時間［秒］

　N	 ：　台数［台］

　M=	 （6.1.4）∆T
30

　∆T=	 （6.1.5）RTT
N



第３編　設備仕様入力シートの作成事例



（注）

　本書中の図表のうち、図表番号に＊印が付いた図表は「平成 23 年度　設備設計一級建築

士講習テキスト（財団法人 建築教育普及センター）」に掲載された図表を、一部加筆のうえ

転載したものである。
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Chapter 0. モデル建物の概要
　本編では、事務所用途の建物を例として、躯体と設備の仕様をどのように設備仕様入力シー

トに入力していくかを具体的に解説する。

　本章では、例として用いるモデル建物の概要と設計図面を示す。

　建物と設備の概要を次に示す。

　　　　用途：	 事務所（本社社屋）

　　　　場所：	 東京都千代田区

　　　　構造：	 鉄骨鉄筋コンクリート造

　　　　敷地面積：	 5,000㎡

　　　　階数：	 地下1階、地上9階、塔屋1階

　　　　建築面積：	 1,500㎡

　　　　延床面積：	 10,000㎡

　　　　各階の主要室：	9階　食堂・厨房

	 2階～8階　事務室

	 1階　事務室、エントランスホール

	 地階　機械室、中央監視室

空調設備 換気設備 照明設備 給湯設備 昇降機

・中央熱源方式
空冷ヒートポン
プユニット
・個別分散方式
ビル用マルチエ
アコン（電気式）

給気送風機
排気送風機

初期照度補正制
御・昼光連動調
光制御（自然採
光有・ブライン
ド自動制御無）
タイムスケジュ
ール制御

・ヒートポンプ
式給湯機
・電気温水器

常用：3台
非常用：1台

建物の概要

1．建物の概要

設備の概要
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　モデル建物の設計図面（意匠図、各設備図）を次に示す。

（1）．設計図面リスト

　設計図面（意匠図、各設備図）の図面リストを次に示す。
図面番号 種類 図面名称
図面 - 意 -1 意匠図 地下1階平面図
図面 - 意 -2 意匠図 1階平面図
図面 - 意 -3 意匠図 2階平面図
図面 - 意 -4 意匠図 3～8階平面図
図面 - 意 -5 意匠図 9階平面図
図面 - 意 -6 意匠図 塔屋階平面図
図面 - 意 -7 意匠図 立面図（東）
図面 - 意 -8 意匠図 立面図（西）
図面 - 意 -9 意匠図 立面図（南）
図面 - 意 -10 意匠図 立面図（北）
図面 - 意 -11 意匠図 断面図
図面 - 意 -12 意匠図 詳細図
図面 - 空 -1 空調・衛生設備 凡例
図面 - 空 -2 空調設備 機器リスト（１）
図面 - 空 -3 空調設備 機器リスト（２）
図面 - 空 -4 空調設備 機器リスト（３）
図面 - 空 -5 空調設備 機器リスト（４）
図面 - 空 -6 空調設備 機器リスト（５）
図面 - 空 -7 空調設備 機器リスト（６）
図面 - 空 -8 空調設備 機器リスト（７）
図面 - 空 -9 空調設備 ダクト系統図
図面 - 空 -10 空調設備 地下1階ダクト平面図
図面 - 空 -11 空調設備 1階ダクト平面図
図面 - 空 -12 空調設備 2階ダクト平面図
図面 - 空 -13 空調設備 3～8階ダクト平面図
図面 - 空 -14 空調設備 9階ダクト平面図
図面 - 空 -15 空調設備 塔屋階ダクト平面図
図面 - 空 -16 空調設備 配管系統図
図面 - 空 -17 空調設備 塔屋階配管平面図
図面 - 空 -18 空調設備 自動制御フロー図（１）
図面 - 空 -19 空調設備 自動制御フロー図（２）
図面 - 空 -20 空調設備 自動制御フロー図（３）
図面 - 空 -21 空調設備 自動制御フロー図（４）
図面 - 空 -22 空調設備 自動制御フロー図（５）
図面 - 空 -23 空調設備 自動制御フロー図（６）
図面 - 空 -24 空調設備 自動制御フロー図（７）
図面 - 衛 -1 衛生設備 機器リスト
図面 - 衛 -2 衛生設備 配管系統図
図面 - 衛 -3 衛生設備 給湯配管詳細図
図面 - 衛 -4 衛生設備 厨房給湯配管詳細図・厨房機器表
図面 - 照 -1 電気設備 照明器具姿図
図面 - 照 -2 電気設備 地下1階照明設備平面図
図面 - 照 -3 電気設備 1階照明設備平面図
図面 - 照 -4 電気設備 2階照明設備平面図
図面 - 照 -5 電気設備 3～8階照明設備平面図
図面 - 照 -6 電気設備 9階照明設備平面図
図面 - 照 -7 電気設備 塔屋階照明設備平面図
図面 - 昇 -1 昇降機設備 常用昇降機仕様書・平面図
図面 - 昇 -2 昇降機設備 非常用昇降機仕様書・平面図

2．建物設計図面（意匠図、各設備図）
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（2）．意匠図

　モデル建物の平面図、立面図、断面図を以下に示す。

図面－意－1*　意匠図　地下1階平面図



188

図面－意－2*　意匠図　1階平面図
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図面－意－3　意匠図　2階平面図
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図面－意－4*　意匠図　3～8階平面図
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図面－意－5*　意匠図　9階平面図



192

図面－意－6*　意匠図　塔屋階平面図
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図面－意－7　意匠図　立面図（東）
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図面－意－8　意匠図　立面図（西）
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図面－意－9　意匠図　立面図（南）
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図面－意－10　意匠図　立面図（北）
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図面－意－11　意匠図　断面図
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図面－意－12　意匠図　詳細図
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（3）．空調・衛生設備図

　モデル建物の空調設備（空調・換気）の機器リスト、系統図、平面図、自動制御フロー図と、

衛生設備（給湯）の機器リスト、系統図、詳細図を次に示す。なお、本例では防火防煙区画に

関する事項は省略しており、空調設備図では防火防煙ダンパーの記載は省略している。

図面－空－1　空調・衛生設備　凡例
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図面－空－2*　空調設備　機器リスト（1）
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図面－空－3*　空調設備　機器リスト（2）
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図面－空－4*　空調設備　機器リスト（3）
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図面－空－5*　空調設備　機器リスト（4）
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図面－空－6*　空調設備　機器リスト（5）
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図面－空－7*　空調設備　機器リスト（6）
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図面－空－8*　空調設備　機器リスト（7）
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図面－空－9*　空調設備　ダクト系統図
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図面－空－10　空調設備　地下1階ダクト平面図
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図面－空－11　空調設備　1階ダクト平面図
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図面－空－12　空調設備　2階ダクト平面図
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図面－空－13*　空調設備　3～8階ダクト平面図
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図面－空－14　空調設備　9階ダクト平面図
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図面－空－15　空調設備　塔屋階ダクト平面図
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図面－空－16*　空調設備　配管系統図
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図面－空－17*　空調設備　塔屋階配管平面図
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図面－空－18　空調設備　自動制御フロー図（1）
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図面－空－19　空調設備　自動制御フロー図（2）
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図面－空－20　空調設備　自動制御フロー図（3）
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図面－空－21　空調設備　自動制御フロー図（4）
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図面－空－22　空調設備　自動制御フロー図（5）
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図面－空－23　空調設備　自動制御フロー図（6）
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図面－空－24　空調設備　自動制御フロー図（7）
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図面－衛－1*　衛生設備　機器リスト
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図面－衛－2*　衛生設備　配管系統図
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図面－衛－3*　衛生設備　給湯配管詳細図
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図面－衛－4*　衛生設備　厨房給湯配管詳細図・厨房機器表
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（4）．電気（照明）設備図

　モデル建物の電気設備（照明）の器具姿図、平面図を以下に示す。なお、本例では照明器具

の配置を強調させるため配線は省略している。

図面－照－1　電気設備　照明器具姿図
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図面－照－2　電気設備　地下1階照明設備平面図

※本例では照明器具の配置を強調させるため
配線は省略している。
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図面－照－3*　電気設備　1階照明設備平面図
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図面－照－4*　電気設備　2階照明設備平面図
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図面－照－5*　電気設備　3～8階照明設備平面図
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図面－照－6*　電気設備　9階照明設備平面図
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図面－照－7　電気設備　塔屋階照明設備平面図
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（5）．昇降機設備図

　モデル建物の昇降機設備の仕様書・平面図を以下に示す。

図面－昇－1*　昇降機設備　常用昇降機仕様書・平面図
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図面－昇－2*　昇降機設備　非常用昇降機仕様書・平面図
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Chapter 1. 共通条件の入力

　様式0『基本情報入力シート』の入力例を図3-1-1 に示す。

様式0. 基本情報入力シート

図3-1-1　様式0『基本情報入力シート』の入力例

■解説（各項目の前にある丸数字は図3-1-1「様式0『基本情報入力シート』の入力例」の最

左部にある丸数字と対応している）

①②：シート作成月日、入力責任者

　・作成した年月日、作成した責任者名を入力する。

③：建物名称

　・確認申請時の建物名称を入力する。

④：建物所在地

　・建物の所在地（都道府県、市区町村、町名番地）を各セルに入力する。

⑤：地域区分

1．基本情報入力シート
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　・当該建物の所在地より、該当する地域区分（1～8地域）を入力する。

　・本例では、東京都千代田区（23区）としており、地域区分は6地域と入力した。

⑥⑦⑧⑨⑩：構造、階数、敷地面積、建築面積、延べ面積

　・	確認申請時の情報を入力する。延べ面積は建物全体の床面積であり、後述する各設備の一

次エネルギー消費量計算対象室の床面積合計とは異なる。（延べ面積には設備が設置されて

いない室の面積が含まれる）
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　様式1.（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例を次に示す。なお、ここでは、空調、換気、

照明、給湯設備の入力例の解説に用いる基準階（5階）、地下1階、9階の平面図を例として示す。

（1）．基準階（5階）の入力例

　意匠図の3～8階平面図（図面 - 意 -4）から基準階（5階）の各室の床面積を算出した例と

様式1.（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例をそれぞれ図3-1-2 と図 3-1-3 に示す。

※図面数値は室面積

図3-1-2*　基準階（5階）の室面積の算出例（図面 - 意 -4）

2．室仕様入力シート
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様式1.（共通条件）室仕様入力シート

図3-1-3　様式1.（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例（5階）

■解説（各項目の前にある丸数字は図3-1-3「様式1.（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例（5

階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階、室名

　・「図面 - 意 -4」より、このフロアに存在するすべての室に名称を付けて、シートに階と室名

を記入した。

　・「図面 - 空 -13」より、事務室の空調系統は、北側インテリア系統、南側インテリア系統、

ペリメータ系統の3系統に分かれていることが判る。『ある空間が複数の空調機により空

調される場合は、空間を分割し、同一の空調機で空調される空間を1つの室と定義する（「第

1編　Chapter	1　共通条件の入力　2．室仕様入力シート」参照）』というルールにより、

この事務室は、北側インテリア（事務室 I-N）、南側インテリア（事務室 I-S）、北側ペリメ

ータ（事務室P-N）、南側ペリメータ（事務室P-S）に分割して、それぞれに階と室名を
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入力した。

　・複数存在するPSや DSについては、「PS1」「PS2」、「DS1」「DS2」と命名し、同フ

ロアで室名称の重複がないようにした。

　・OA（1.6㎡）は、計算対象となる設備が存在しないため、入力しない。

②：建物用途、室用途

　・設計時に想定した各室の使用時間や負荷の大きさと各室用途の標準室使用条件を比較し、

これらの条件が最も近い室用途を選択し、建物用途と室用途名称を入力した。

　・「EVホール」は、設計照度が廊下と同程度であることから、「廊下」を選択した。

　・「倉庫」は、換気回数5回 /h程度、第3種換気方式であると想定し、「湯沸室等」を選択した。

③：室面積

　・「図面 - 意 -4」上に各室の面積を算出した結果を記した図面を図3-1-2「基準階（5階）

の室面積の算出例（図面 - 意 -4）」に示す。室の縦横長さは小数点第二位を四捨五入して小

数点第一位まで測り、面積は小数点第三位を四捨五入して小数点第二位まで求める。この

ように算出した面積をシートに入力する。

④⑤：階高、天井高

　・階高と天井高は「図面 - 意 -11」より読み取り、それぞれの室について値を入力した。小

数点第二位を四捨五入して、小数点第一位まで入力した。

⑥：空調計算対象室、換気計算対象室、照明計算対象室、給湯計算対象室

　・空調対象室、換気対象室は「図面 - 空 -13」より、給湯対象室は「図面 - 衛 -2」より、照

明対象室は「図面 -	照明 -5」より、各室が計算対象になるかを判断して、対象室には「■」

を入力した。

　・事務室を給湯計算対象室とした理由は、事務室に在室する人が、給湯設備がある男子便所、

女子便所、多目的便所、湯沸コーナーを利用すると想定したからである。給湯設備につい

ては、「給湯設備が設置される室」ではなく、「湯を利用する可能性がある人が存在する室」

を選択することになっている（「第1編　Chapter	5　給湯設備の入力　1．給湯対象室入

力シート」）。



241

（2）．地下1階、9階の入力例

　地下1階と9F平面図から各室の床面積を算出した例と様式1（共通条件）『室仕様入力シー

ト』の入力例をそれぞれ図3-1-4「地下1階の室面積の算出例（図面 - 意 -1）」～図3-1-7「様

式1（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例（9階）」に示す。

図3-1-4*　地下1階の室面積の算出例（図面 - 意 -1）
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図3-1-5*　9階の室面積の算出例（図面 - 意 -5）
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様式1.（共通条件）室仕様入力シート

図3-1-6　様式1.（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例（地下1階）

■解説

・地下1階の書庫の室用途は「更衣室又は倉庫」と入力した。これは、本・書類の保管では湿

気対策から換気設備と空調設備が必要であり、設置される設備や使われ方が「更衣室又は倉庫」

の条件に近いと判断したためである。

・地下1階の電気室やMDF室にはパッケージ型空調機が設置されているが、これは機器発熱

除去を目的としたものであり、換気代替空調機として換気設備の計算対象設備とした。

・9階の厨房換気の給気系統に外調機が設置され、厨房内に機器発熱処理用パッケージ型空調

機が設置されているが、厨房の空調システムは一次エネルギー消費量の計算対象外である。
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ただし厨房に設置された外調機や機器発熱処理用空調機の送風機動力は換気計算対象となる

ため、換気計算対象室にチェックを入れた。

様式1（共通条件）室仕様入力シート

図3-1-7　様式1.（共通条件）『室仕様入力シート』の入力例（9階）
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Chapter 2. 空調設備の入力

　様式2-1（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．基準階（5階）の入力例

　基準階（5階）の『空調ゾーン入力シート』の入力例を図3-2-1 に示す。入力した情報は、

空調設備3～8階ダクト平面図（図面 - 空 -13、図3-2-2 に再掲）と空調設備ダクト系統図（図

面 - 空 -9）、空調設備配管系統図（図面 - 空 -16）から読み取っている。

様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図3-2-1　様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力例（5階）

■解説（各項目名の前にある丸数値は図3-2-1「様式 2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』

の入力例（5階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階、室名、建物用途、室用途、室面積、階高、天井高

　・図3-1-3 に示した5階の『室仕様入力シート』の中から、空調計算対象室の階、室名等を

転記する。

②：階、空調ゾーン名

　・「図面 - 空 -13」より各室は異なる空調機により空調されていることが判り、各室が単独で

空調ゾーンとなるため、空調ゾーン名は室名と同じとした。

③：空調機名称　室負荷処理

　・「図面 - 空 -3」および「図面 - 空 -13（図3-2-2 に再掲）」より、各ゾーンの室負荷（室の

内部発熱および室外からの貫流熱取得、日射熱取得による負荷）を処理する空調機を明ら

かにし、各空調機に名称を付けて入力した。

　・空調ゾーン「事務室 I-N」は北側インテリア系統の空調機群を「AC5F-IN」と命名して入力、

空調ゾーン「事務室 I-S」は南側インテリア系統の空調機群を「AC5F-IS」と命名して入

力した。

　・空調ゾーン「事務室P-N」と「事務室P-S」はペリメータ系統の空調機群を「AC5F-P」

1．空調ゾーン入力シート
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と命名して入力した。

　・空調ゾーン「EVホール」には2台のファンコイルユニットがあるが、これらは同時に発

停するため、1つの空調機群として「FCU5F」と命名し入力した。

④：空調機名称　外気負荷処理

　・「図面 - 空 -3」および「図面 - 空 -13」より、各ゾーンの外気負荷（新鮮外気導入による負

荷）を処理する空調機を明らかにし、各空調機に名称を付けて入力した。

　・空調ゾーン「事務室P-N」と「事務室P-S」の必要外気量は、インテリア系統の空調機の

外気取入量の中に入っているため、空調ゾーン「事務室P-N」には空調機群「AC5F-IN」を、

空調ゾーン「事務室P-S」には空調機群「AC5F-IS」を入力した。

　・「EVホール」分の必要外気量は、南側インテリア系統の空調機から供給されているため、

「AC5F-IS」と入力した。

図3-2-2*　空調設備　3～8階ダクト平面図（図面 - 空 -13）
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（2）．地下1階の入力例

　地下1階の『空調ゾーン入力シート』の入力例を図3-2-3 に示す。入力した情報は、空調設

備地下1階ダクト平面図（図面 - 空 -10、図 3-2-4）と空調設備ダクト系統図（図面 - 空 -9、

図 3-2-5 に地下1階部分を抜粋して再掲）、空調設備配管系統図（図面 - 空 -16、図3-2-6 に

地下1階部分を抜粋して再掲）から読み取っている。

様式2-1.（空調）空調ゾーン入力シート

図3-2-3　様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』の入力例（地下1階）

図3-2-4*　空調設備　地下1階ダクト平面図（図面 - 空 -10）
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図3-2-5*　空調設備　ダクト系統図（図面 - 空 -9：地下1階部分抜粋）

図3-2-6*　空調設備　配管系統図（図面 - 空 -16：地下1階部分抜粋）

■解説

　・「図面 - 空 -10（図 3-2-4 に再掲）」、「図面 - 空 -9（図 3-2-5 に再掲）」および「図面 - 空

-16（図3-2-6 に再掲）」より、本例の地下1階では、「中央監視室」、「清掃員控室」、「書

庫」、「更衣室」は別々の空調機器で空調していることから、各室ごとに空調ゾーンを設定し、

室名を空調ゾーン名とした。

　・「中央監視室」はパッケージ型空調機で室負荷と外気負荷が処理（全熱交換器設置）される

ため、室負荷処理空調機群名称と外気負荷処理空調機群名称には「ACCI」と入力した。

　・「清掃員控室」はファンコイルユニットで室負荷と外気負荷が処理（全熱交換器設置）され

るため、室負荷処理空調機群名称と外気負荷処理空調機群名称には「FCUB1F1」と入力

した。

　・「書庫」はパッケージ型空調機で室負荷と外気負荷が処理されるため、室負荷処理空調機群

名称と外気負荷処理空調機群名称には「ACSI」と入力した。

　・「更衣室」はファンコイルユニットで室負荷と外気負荷が処理されるため、室負荷処理空調

機群名称と外気負荷処理空調機群名称には「FCUB1F2」と入力した。
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　様式2-2.（空調）『外壁構成入力シート』の入力例を図3-2-7 に示す。入力した情報は、意

匠図　断面図（図面 - 意 -11）と詳細図（図面 - 意 -12、図3-2-8 参照）から読み取っている。

　なお、本例では断面図に外壁部材構成（材料、厚さ）が記載されているが、一般には外壁部

材構成（材料、厚さ）は、断面図（図面 - 意 -11）、詳細図（図面 - 意 -12）のほか、構造図か

ら読み取る必要がある。

様式2-2.（空調）外壁構成入力シート

図3-2-7　様式2-2.（空調）『外壁構成入力シート』の入力例

2．外壁仕様入力シート
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-7「様式2-2.（空調）『外壁構成入力シート』の

入力例」の最上部にある丸数字と対応している）

①：外壁名称

　・「図面 - 意 -12（図 3-2-8 に再掲）」より外壁構成の種類をリストアップし、各外壁構成

に名称を付ける。本例では、外壁を「OW1（Outside	Wall）」、地下の土と接した壁構

造体を「BW1（Basement	Wall）」、地下の土と接した土間床を「BF1（Basement	

Floor）」、屋根を「OR1（Outside	Roof）」と命名した。

②：壁の種類

　・「図面 - 意 -12（図3-2-8 に再掲）」より、土に接しているかどうかを判断し、土に接して

いる壁は「接地壁」、外気に接している壁（屋根を含む）は「外壁」と入力した。

③熱貫流率

　・この例では、熱貫流率を直接指定するのではなく、④⑤⑥に建材構成を入力して外壁構成

を定義する方法を選択したため、③は空欄とした。

④⑤⑥：建材番号、建材名称、厚み

　・「図面 - 意 -12（図3-2-8 に再掲）」より建材の構成と厚みを読み取り、建材種類一覧（「第

1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-2　建材の種類と物性値一覧」参照）より該

当する建材の番号と名称を選択して入力し、それぞれの建材について厚みを入力した。
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図3-2-8　意匠図　詳細図（図面 - 意 -12）

A
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　様式2-3.（空調）『窓仕様入力シート』の入力例を図3-2-9 に示す。入力した情報は、意匠

図断面図（図面 - 意 -11）と詳細図（図面 - 意 -12、図3-2-8 参照）から読み取っている。

　なお、本例では詳細図に窓仕様（材料、厚さ）が記載されているが、一般には窓仕様（材料、

厚さ）は、立面図（図面 - 意 -7 ～ 10）のほかに建具表から読み取る必要がある。

様式2- ３.（空調）窓仕様入力シート

図3-2-9　様式2-3.（空調）『窓仕様入力シート』の入力例

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-9「様式2-3.（空調）『窓仕様入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）

①：窓名称

　・「図面 - 意 -12（図3-2-8 に再掲）」より窓の種類をリストアップし、各窓に名称を付ける。

この例では、窓の種類は1種類であり、「WNDW1（Window	1）」と命名した。

②③：熱貫流率、日射侵入率

　・この例では、熱貫流率と日射侵入率を直接指定するのではなく、④⑤にガラスの種類を入

力する方法を選択したため、空欄とした。

④⑤：ガラス番号・ガラス種類

　・「図面 -意 -12（図3-2-8に再掲）」よりガラスの種類と厚みを読み取り、ガラス種類一覧（「第

1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-3　ガラスの種類と物性値一覧」参照）より

該当するガラスの番号と種類を選択して入力する。この例では、複層ガラス（透明＋透明：

6mm＋空気層6mm＋6mm）を使用しているため、ガラス番号「103」、ガラス種類「透

明+透明」を入力した。

⑥備考

　・この例では、ガラスの厚さ「6mm+A6mm+6mm（内ガラス厚さ＋空気層厚さ＋外ガラ

ス厚さ）」を入力した。

３．窓仕様入力シート
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　様式2-4.（空調）『外皮仕様入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．基準階（5階）の入力例

　基準階（5階）の『外皮仕様入力シート』の入力例を図3-2-10 に示す。入力した情報は、

意匠図3～8階平面図（図面 - 意 -4）と立面図（図面 - 意匠 -8～ 11、図3-2-11に東側立面図、

図3-2-12に南側立面図を再掲）から読み取っている。

様式2- ４.（空調）外皮仕様入力シート

図3-2-10　様式2-4.（空調）『外皮仕様入力シート』の入力例（5階）

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-10「様式 2-4.（空調）『外皮仕様入力シート』

の入力例（5階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階、空調ゾーン名

　・様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』で入力した「階」、「空調ゾーン名」を転記した。

②：方位

　・「図面 - 意 -4」より、外皮の方位を読み取り入力した。

③：日除け効果係数（冷）（暖）

　・「図面-意 -7、8、9、10、11」よりこの建物には庇等の日除けはないことが判る。したがって、

空欄とした。

④：外壁名称

　・「図面 - 意 -11」より各部の外壁構成を明らかにし、様式2-2（空調）『外壁構成入力シート』

で定義した外壁構成の中から該当する「外壁名称」を入力した。

４．外皮仕様入力シート
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図3-2-11　意匠図　立面図（東）（図面 - 意 -7）
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図3-2-12　意匠図　立面図（南）（図面 - 意 -9）
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⑤外皮面積（窓含）

　・「図面 - 意 -7（図3-2-11に再掲）」や「図面 - 意 -9（図3-2-12に再掲）」より、外皮の寸法（壁

芯）を読み取り、外皮面積（外壁面積と窓面積の和）を算出して入力した。

⑥窓名称

　・「図面 - 意 -11」や「図面 - 意 -7（図3-2-11に再掲）」、「図面 - 意 -9（図3-2-12に再掲）」

より、様式2-3.（空調）『窓仕様入力シート』で定義した窓名称の中から該当する「窓名称」

を入力した。

　・空調ゾーン「5F事務室 I-N」、「5F事務室 I-S」は窓が存在しないため、空欄とした。

⑦：窓面積

　・「図面 - 意 -7（図3-2-11に再掲）」、「図面 - 意 -9（図3-2-12に再掲）」より、窓面積（サ

ッシ部も含めた面積）を算出して入力した。

⑧ブラインドの有無

　・「図面 - 意 -7、8、9、10」に記載のとおり、5階については全ての窓にブラインドを設置

しているため「有」を入力した。

（2）．地下1階の入力例

　地下1階の『外皮仕様入力シート』の入力例を図3-2-13に示す。入力した情報は、意匠図

地下1階平面図（図面 - 意 -1）から読み取っている。なお、ドライエリアに面した外皮の窓仕

様については、本書には示していないが意匠図建具表から読み取っている。

様式2- ４.（空調）外皮仕様入力シート

図3-2-13　様式2-4（空調）『外皮仕様入力シート』の入力例（地下1階）

■解説

・この例の「中央監視室」と「清掃員控室」は、地下1階の下に地下ピットがあるため（図面

- 意 -11　意匠図断面図参照）、床は完全断熱躯体として外皮仕様には入力していない。

・土と接している壁と土間床は、方位を「日陰」とし、外壁名称は図3-2-7「様式2-2（空調）

『外壁構成入力シート』の入力例」で入力された「BW1」「BF1」を入力し、接地壁の面積を
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入力した。

・中央監視室の東側外壁は、ドライエリアに面した外壁であり、外皮面積には窓面積を含んだ

外皮面積を入力し、窓面積に窓部分のみの面積を入力した。
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　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．空冷ヒートポンプユニットの入力例

　中央熱源方式（熱源：空冷ヒートポンプユニット）の『熱源入力シート』の入力例を図3-2-

14に示す。入力した情報は、空調設備機器リスト（1）（図面 -空 -2、図3-2-15に中央熱源部分、

図3-2-16に一次ポンプ部分を抜粋して再掲）と空調設備配管系統図（図面 - 空 -16、図3-2-

17に再掲）、空調設備自動制御フロー図（1）（図面 - 空 -18、図3-2-18に熱源部分を抜粋し

て再掲）から読み取っている。

様式2- ５.（空調）熱源入力シート

・・⑭へ続く

　　　　　　　　　　　・・

図3-2-14　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（空冷ヒートポンプユニット）

５．熱源入力シート



259

図3-2-15*　空調設備機器リスト（1）（図面 - 空 -2：中央熱源部分を抜粋）

図3-2-16*　空調設備機器リスト（1）（図面 - 空 -2：ポンプ部分を抜粋）
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図3-2-17*　空調設備配管系統図（図面 - 空 -16）
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図3-2-18　空調設備自動制御フロー図（1）（図面 - 空 -18、熱源部分を抜粋）
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-14「様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（空

冷ヒートポンプユニット）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：熱源群名称

　・「図面 - 空 -2（図 3-2-15 に再掲）」および「図面 - 空 -16（図 3-2-17 に再掲）」より、

空冷ヒートポンプユニットが4台設置され、建物全体の空調機とファンコイルユニットに

冷温水を供給していることから、これらを1つの熱源群として「AHP」と命名した。

②：冷暖同時供給有無

　・「図面 - 空 -16（図3-2-17に再掲）」より本システムは2管式システム（冷熱と温熱を切

り替えて供給するシステム）であるため、「無」を入力した。

③：台数制御

　・「図面-空-18（図3-2-18に再掲）」より、熱源機の台数制御が行われていることが判るため、

「有」を入力した。

④⑤：蓄熱システム・運転モード、蓄熱容量

　・蓄熱システムは採用していないため、空欄とした。

⑥：熱源機種

　・「図面 - 空 -2（図 3-2-15 に再掲）」より熱源機の種類は「空気熱源ヒートポンプユニッ

ト、半密閉型スクリュー式」であることが判る。したがって、熱源機種一覧（「第1編　

Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-6　熱源機種一覧」参照）から「空冷ヒートポンプ」

を選んで入力した。

⑦：運転順位

　・「図面 - 空 -18（図3-2-18に再掲）」より、空冷ヒートポンプユニット4台が冷暖房とも

にすべて台数制御されることから、AHP-1	を「1番目」とし、以下順に「2番目」～「4

番目」と入力した。

⑧：台数

　・「図面 - 空 -2（図3-2-15に再掲）」より空冷ヒートポンプユニットは計4台あることが判

るが、これらは台数制御により個別に発停をするため独立した熱源機器として入力されて

おり、台数は「1」と入力した。

⑨：送水温度

　・「図面 -	空 -2（図 3-2-15に再掲）」より、冷熱生成時は送水温度7℃、温熱生成時は送水

温度45℃であることが判り、それぞれ値を入力した。

⑩：定格冷却能力・定格加熱能力

　・「図面 - 空 -2（図 3-2-15に再掲）」より情報を読み取り、定格冷却能力は265kW、定格

加熱能力は「280」と入力した。

⑪：熱源主機定格消費エネルギー

　・「図面 - 空 -2（図 3-2-15 に再掲）」には動力として「電動機　37 × 2kW」「補機

4.8kW」とある。この補機は熱交換用ファンであり、省エネルギー基準においては主機の

エネルギー消費量に含めるため（「第1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-7　熱

源機の主機・補機の定義」参照）、37×2+4.8=78.8kWより、「78.8」と入力した。
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⑫：熱源補機定格消費電力

　・この例の空冷ヒートポンプでは補機はないため、空欄とした。

⑬：一次ポンプ定格消費電力

　・「図面 - 空 -2（図 3-2-16に再掲）」より、熱源機1台あたり3.7kWの一次ポンプが設置

されていることが判るため、「3.7」を入力した。

⑭：冷却塔定格冷却能力

　・この例では、冷却塔は設置されていないため、空欄とした。

⑮⑯：冷却塔ファン定格消費電力、冷却水ポンプ定格消費電力

　・この例では、冷却塔は設置されていないため、空欄とした。

⑰：備考

　・設計図の機器表に記載されている熱源機の名称（機器番号、記号）等を入力する。確認の

ための欄であり、計算には使用されない。

　・この例では、設計図の機器記号「AHP-1」～「AHP-4」（図3-2-15「空調設備機器リスト（1）

（図面 - 空 -2：中央熱源部分を抜粋）」参照）を入力した。

（2）．個別分散方式の入力例

　個別分散方式（地下1階の中央監視室と書庫のパッケージ型空調機を対象）の『熱源入力

シート』の入力例を図3-2-19に示す。入力した情報は、空調設備機器リスト（2）（図面 - 空

-4、図 3-2-20 に個別分散方式部分を抜粋して再掲）と空調設備配管系統図（図面 - 空 -16、

図3-2-17参照）から読み取っている。

様式2- ５（空調）熱源入力シート

・・⑭へ続く

　　　　　　　　　　・・・

図3-2-19　様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（個別分散方式：地下1階）
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-19「様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（個

別分散方式：地下1階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：熱源群名称

　・この例では、地下1階の中央監視室と書庫のパッケージ型空調機は別々の屋外機系統であ

り、それぞれ一つの熱源群として「ACCO」、「ACSO」と入力した。

②③：冷暖同時供給有無・台数制御

　・この例のパッケージ型空調機では冷暖同時運転は無いため「無」と入力した。台数制御は

採用していないため「無」と入力した。

④⑤：蓄熱システム（運転モード・蓄熱容量）

　・この例は蓄熱システムではないため「無」を入力した。

図3-2-20*　空調設備機器リスト（3）（図面 - 空 -4）

⑥：熱源機種

　・電気式パッケージ型空調機であるので「ビル用マルチエアコン（電気式）」と入力した。

⑦：運転順位

　・中央監視室と書庫のパッケージ型空調機は別々の屋外機系統であるため、それぞれ「1番目」

と入力した。（図3-2-17「空調設備配管系統図」、図3-2-20「空調設備機器リスト（3）」

参照）

⑧：台数

　・パッケージ型空調機の屋外機台数を入力した。

⑨：送水温度

　・パッケージ型空調機では空欄とする。

⑩：定格冷却能力・定格加熱能力

　・機器リスト記載能力（図3-2-20「空調設備機器リスト（3）」参照）は定格能力で表記さ

れており、機器リストの数値を入力している。
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⑪：主機定格消費エネルギー

　・この例のビル用マルチエアコン（電気式）では、機器リスト記載の圧縮機の動力と屋外機フ

ァンの動力の合計が主機定格消費電力であり、その数値を入力した。（図3-2-20「空調設

備機器リスト（3）」、「第1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-7　熱源機の主機・

補機の定義」参照）

⑫：補機定格消費電力

　・この例のビル用マルチエアコン（電気式）では、補機はないため空欄とした。

⑬⑭⑮⑯：一次ポンプ定格消費電力・冷却塔仕様

　・個別分散方式では、一次ポンプと冷却塔はないため空欄とした。

⑰：備考

　・図3-2-20「空調設備機器リスト（3）」に記載されている機器記号を入力した。
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　様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力例を図3-2-21に示す。入力した情報は、

空調設備機器リスト（1）（図面 - 空 -2、図3-2-22に二次ポンプ部分を抜粋して再掲）と空調

設備配管系統図（図面 - 空 -16、図3-2-17参照）、空調設備自動制御フロー図（1）（図面 - 空

-18、図3-2-23に二次ポンプ部分を抜粋して再掲）から読み取っている。

様式2- ６（空調）二次ポンプ入力シート

図3-2-21　様式2-6（空調）『二次ポンプ入力シート』の入力例

図3-2-22*　空調設備機器リスト（1）（図面 - 空 -2：ポンプ部分を抜粋）

６．二次ポンプ入力シート
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図3-2-23　空調設備自動制御フロー図（1）（図面 - 空 -18）
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-21「様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』

の入力例」の最上部にある丸数字と対応している）

①：二次ポンプ群名称

　・この例では二次ポンプ4台が同一系統で建物全体の空調機とファンコイルユニットへ冷温

水を供給していることから、二次ポンプ群は一つである。一番上の欄に「PCH2」と入力し、

その他は空欄とした。

②：台数制御の有無

　・この例では、4台のポンプが負荷に応じて台数制御されていることから、「有」と入力して

いる。（図3-2-23「空調設備自動制御フロー図（1）（図面 - 空 -18、二次ポンプ部分を抜

粋）」参照）

③：冷房時温度差・暖房時温度差

　・この例では、冷房時「10」℃、暖房時「10.5」℃を一番上の欄に入力し、その他は空欄とした。

④：運転順位

　・この例では、二次ポンプ4台すべてにインバータによる変流量制御が採用されており、負

荷流量により台数制御を行っていることから、「1番目」～「4番目」と入力した。

⑤⑥⑦：台数・定格流量・定格消費電力

　・この例では、台数が4台、機器リストに記載されたポンプ1台あたりの設計流量と動力を

入力した。（図3-2-22「空調設備機器リスト（1）」参照）

⑧：流量制御方式

　・「図面 -	空 -18（図 3-2-23 に再掲）」より、二次ポンプは全台、変流量制御（インバータ

による回転数制御）が採用されていることが判るため、すべてのポンプについて「回転数

制御」と入力した。（「第1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-9　流量制御一覧」

参照））

⑨：変流量時最小流量比

　・この例では、最小流量を30％まで絞るものとして設計しているため、「30」と入力した。

⑩：備考

　・この例では、各二次ポンプの設計図上の機器記号を入力した。
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　様式2-7（空調）『空調機入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．基準階（5階）の入力例

　基準階（5階）の『空調機入力シート』の入力例を図3-2-24に示す。入力した情報は、空

調設備機器リスト（1）（図面 - 空 -3、図3-2-25に空調機部分を抜粋して再掲）と空調設備機

器リスト（2）（図面 - 空 -5、図 3-2-26 にファンコイルユニット部分を抜粋して再掲）、空調

設備ダクト系統図（図面 - 空 -9、図 3-2-27 に 5階部分を抜粋して再掲）、空調設備自動制御

フロー図（2）～（3）（図面 - 空 -19～ 20、図3-2-28 と図 3-2-29 に再掲）から読み取っ

ている。

様式2-7.（空調）空調機入力シート

・・⑮へ続く　　

　　　　　　　　　　　　　　・・・

図3-2-24　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例（5階）

７．空調機入力シート
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図3-2-25*　空調設備機器リスト（2）（図面 - 空 -3）



271

図3-2-26*　空調設備機器リスト（4）（図面 - 空 -5）

図3-2-27*　空調設備ダクト系統図（図面 - 空 -9：5階部分を抜粋）
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図3-2-28　空調設備自動制御フロー図（2）（図面 - 空 -19）
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図3-2-29　空調設備自動制御フロー図（3）（図面 - 空 -20）
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-2-24「様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の

入力例（5階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：空調機群名称

　・様式2-1.（空調）『空調ゾーン入力シート』に入力した空調機群名称を入力する。

②：台数

　・「図面 - 空 -3（図3-2-25に再掲）」より、各空調機の台数を読み取り入力した。5F	EVホ

ールに設置されるファンコイルユニットについては同時に発停されるため、2台を1つの

空調機群と定義した。したがって、空調機群「FCU5F」については台数を2とした。

③：空調機タイプ

　・5F事務室を空調する3つの空調機群は「空調機」とし、排気送風機（FE-1-5F と FE-2-

5F）は「送風機」と入力した。また、5F	EVホールのファンコイルユニットは「FCU」と

入力した。（「第1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-10　空調機タイプ一覧」参照）

④⑤：定格冷却（冷房）能力・定格加熱（暖房）能力

　・「図面 - 空 -3（図 3-2-25 に再掲）」および「図面 - 空 -5（図 3-2-26 に再掲）」より、各

空調機群の能力を入力した。

⑥：給気送風機定格風量

　・「図面 - 空 -3（図 3-2-25 に再掲）」および「図面 - 空 -5（図 3-2-26 に再掲）」に記載さ

れた設計風量を入力した。

⑦⑧⑨⑩：送風機定格消費電力

　・この例では、5F事務室の各空調機給気送風機と排気送風機（FE-1-5F と FE-2-5F）につ

いては、図3-2-25「空調設備機器リスト（2）」に記載された送風機動力（電動機出力）

を入力し、5F	EVホールのファンコイルユニットについては、図3-2-26「空調設備機器

リスト（4）」に記載された送風機動力（電動機出力）を入力した。

⑪：風量制御方式

　・5F事務室の各空調機（AC-1-5F、AC-2-5F、AC-P-5F）は変風量制御（インバータによ

る回転数制御）を行っているため「回転数制御」と入力し、排気送風機は定風量であるため「定

風量制御」と入力した。また、5F	EVホールのファンコイルユニットは定風量であるため「定

風量制御」と入力した。（「第1編　Chapter	2　空調設備の入力　表1-2-11　風量制御

方式」参照）

⑫：変風量時最小風量比

　・この例の5F	事務室の各空調機は、最小風量を30％まで絞るものとして設計しており、

「30」と入力した。（図面 - 空 -6　参照）

⑬：外気カット制御の有無

　・図3-2-28「空調設備自動制御フロー図（2）」、図3-2-29「空調設備自動制御フロー図

（3）」より、本例の5F	事務室空調機ではインテリア系統の空調機2台に外気が導入され

ており、外気カット制御を採用していることが判る。したがって、「有」を入力した。一方、

ペリメータ系統の空調機1台には外気が供給されていないため「無」を入力した。同じく、

5F	EV	ホールのファンコイルユニットには外気が導入されていないため、外気カット制御
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は「無」と入力した。

⑭：外気冷房制御の有無

　・図3-2-28「空調設備自動制御フロー図（2）」、図3-2-29「空調設備自動制御フロー図（3）

より、5F	事務室空調機では外気冷房は採用していないことが判るため、「無」を入力した。

5F	EV	ホールのファンコイルユニットには外気が導入されていないため「無」を入力した。

⑮⑯⑰：全熱交換器の有無、全熱交換器定格風量、定格全熱交換効率

　・この例の基準階（5	階）では全熱交換器は設置されていないため、5F	事務室と5F	EV	ホ

ールともに「無」を入力し、処理風量、定格全熱交換効率はすべて空欄とした。

⑱⑲：バイパス制御の有無、ローター消費電力

　・この例5階では、全熱交換器は設置されていなたいめ、バイパス制御の有無およびロータ

ーの消費電力は空欄とした。

⑳�：二次ポンプ群名称（冷熱）（温熱）

　・この例では、二次ポンプ群は一つであり、5F	事務室、5F	EV	ホールは冷房時、暖房時と

もに「PCH2」と入力した。（図3-2-21「様式2-6.（空調）『二次ポンプ入力シート』の

入力例」参照）

��：熱源群名称（冷熱）（温熱）

　・この例では、熱源群は一つであり、5F	事務室、5F	EV	ホールは冷房時、暖房時ともに「AHP」

と入力した。（図3-2-14「様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（空冷ヒートポ

ンプユニット）」参照）

�：備考

　・この例では、設計図上の機器記号と系統名を入力している。
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（2）．地下1階の入力例

　地下1階の『空調機入力シート』の入力例を図3-2-30に示す。入力した情報は、空調設備

機器リスト（3）（図面 - 空 -4、パッケージ型空調機、図3-2-31 に再掲）と空調設備機器リ

スト（4）（図面 - 空 -5、ファンコイルユニット、図3-2-26参照）、空調設備機器リスト（5）

（図面 - 空 -7、個別全熱交換器、図3-2-32に再掲）、空調設備ダクト系統図（図面 - 空 -9、図

3-2-33に地下1階部分を抜粋して再掲）、空調設備配管系統図（図面 - 空 -16、図3-2-34に

地下1階部分を抜粋して再掲）、空調設備自動制御フロー図（6）（図面 - 空 -23、図 3-2-35

に再掲）から読み取っている。

様式2-7.（空調）空調機入力シート

・・⑮へ続く　　　

　　　　　　　　　　　　　　　・・・

図3-2-30　様式2-7.（空調）『空調機入力シート』の入力例（地下1階）
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図3-2-31*　空調設備機器リスト（3）（図面 - 空 -4）

図3-2-32*　空調設備機器リスト（6）（図面 - 空 -7、全熱交換器部分抜粋）
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図3-2-33*　空調設備ダクト系統図（図面 - 空 -9：地下1階部分を抜粋）

図3-2-34*　空調設備配管系統図（図面 - 空 -16：地下1階部分を抜粋）

図3-2-35　空調設備自動制御フロー図（6）（図面 - 空 -23：全熱交換器部分を抜粋）



279

■解説（丸数字は図3-2-30の最上部にある丸数字と対応している）

①：空調機群名称

　・中央監視室、警備員室、清掃員控室の全熱交換器（HEU-CN-BF、HEU-KB-1F、HEU-

CL-BF）及び書庫と更衣室の排気送風機（FE-ST2-BF、FE-LC-BF）は各室の室内機及び

ファンコイルユニットと連動して動くため、同じ空調機群であるとした。

②：台数

　・本例では、B1Fの各室にはファンコイルユニットとパッケージ型空調機、全熱交換器が1

台ずつ設置されている。

③：空調機タイプ

　・B1F更衣室と清掃員控室はファンコイルユニットが設置されているため「FCU」と入力し、

B1F中央監視室と書庫の空調機はパッケージ型空調機であるため「室内機」と入力した。

　・B1F清掃員控室と中央監視室に設置されている全熱交換器については「全熱交ユニット」

と入力し、書庫と更衣室の排気送風機（FE-ST2-BF、FE-LC-BF）には「送風機」を入力した。

④⑤：定格冷却（冷房）能力・定格加熱（暖房）能力

　・室内機とファンコイルユニットの能力は、機器リスト記載能力（室内機は JIS 条件の標準

定格条件での入力、ファンコイルユニットは設計流量時の能力）を入力した。全熱交換器

には直膨コイルが設置されていないため空欄とした。

⑥：給気送風機	定格風量

　・室内機とファンコイルユニット、全熱交換器の定格風量として図3-2-31「空調設備機器

リスト（3）」と図3-2-32「空調設備機器リスト（6）」に記載された風量を入力した。

⑦～⑩：送風機定格消費電力

　・室内機とファンコイルユニット、全熱交換器の定格消費電力として図3-2-31「空調設備

機器リスト（3）」と図3-2-32「空調設備機器リスト（6）」に記載された動力を入力した。

なお、全熱交換器は「外気」の欄に入力し、排気送風機は「排気」の欄に入力した。

⑪⑫：風量制御方式・変風量時	最小風量比

　・室内機とファンコイルユニット、全熱交換器や排気送風機は定風量であるため「定風量制御」

と入力し、VAV時最小風量比は空欄とした。

⑬⑭：外気カット制御・外気冷房制御の有無

　・室内機とファンコイルユニット、全熱交換器や排気送風機は外気カット制御、外気冷房制

御は採用されていないため、外気カット制御、外気冷房制御とも「無」と入力した。

⑮⑯⑰⑱⑲：全熱交換器の有無・全熱交換器定格風量・定格全熱交換効率・バイパス制御の有無・

ローター消費電力

　・室内機とファンコイルユニットでは全熱交換器は「無」と入力した。

　・全熱交換器が設置されるため、有無は「有」とし、全熱交換器の定格風量には給気送風機

定格風量に入力した風量を転記した。

　・定格全熱交換効率は図3-2-31「空調設備機器リスト（6）」の記載値「60」を入力した。

　・この例では熱交換と換気運転の切替制御（バイパス制御）は自動切替型であるため、バイ

パス制御の有無は「有」と入力した（図3-2-35「空調設備自動制御フロー図（6）参照）。
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　・この例で全熱交換器ローターは静止型であり電力消費はないため、ローター消費電力は空

欄とした。（図3-2-31「空調設備機器リスト（6）」参照）

⑳�：二次ポンプ群名称（冷熱、温熱）

　・B1F更衣室と清掃員控室のファンコイルユニットの二次ポンプ群名称を冷房時、暖房時と

もに「PCH2」と入力した。他の機器では空欄とした。

��：熱源群名称（冷熱、温熱）

　・B1F 更衣室と清掃員控室のファンコイルユニットの熱源群名称を冷房時、暖房時ともに

「AHP」と入力した。（図3-2-14「様式2-5.（空調）『熱源入力シート』の入力例（空冷

ヒートポンプユニット）」参照）

　・B1F中央監視室と書庫の室内機の熱源群名称は図3-2-19で入力したパッケージ型空調機

の屋外機の系統名「ACCO」「ACSO」を入力した。（図3-2-19「様式 2-5.（空調）『熱

源入力シート』の入力例（個別分散方式：地下1階）」参照）

�：備考

　・この例では、設計図上の機器記号と系統名を入力した。
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Chapter 3. 換気設備の入力

　様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．地下1階の入力例

　地下 1階の『換気対象室入力シート』の入力例を図 3-3-1 に示す。入力した情報は、図

3-3-2「空調設備機器リスト（7）」（図面 - 空 -8、地下1階給気送風機部分を抜粋して再掲）、

図3-3-3「空調設備機器リスト（7）」（図面 - 空 -8、地下1階排気送風機部分を抜粋して再掲）、

図3-3-4「空調設備機器リスト（3）」（図面-空-4、地下1階換気代替空調機部分を抜粋して再掲）、

図3-3-5「空調設備ダクト系統図」（図面 - 空 -4、地下1階部分を抜粋して再掲）、図3-3-6「空

調設備配管系統図」（図面 - 空 -12、地下1階部分を抜粋して再掲）から読み取っている。

　なお、平成25年基準では、これまで計算対象外とされていた定格出力0.2kW未満の機械

換気設備も単相、三相問わず対象となることに注意が必要である。

様式３-1.（換気）換気対象室入力シート

図3-3-1　様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』の入力例（地下1階）

1．換気対象室入力シート
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図3-3-2*　空調設備機器リスト（7）（図面 - 空 -8：給気送風機の一部を抜粋）

図3-3-3*　空調設備機器リスト（7）（図面 - 空 -8：排気送風機の一部を抜粋）
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図3-3-4*　空調設備機器リスト（3）（図面 - 空 -4：パッケージ型空調機［換気代替空調機］）

図3-3-5*　空調設備ダクト系統図（図面 - 空 -9：地下1階部分を抜粋）
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図3-3-6*　空調設備配管系統図（図面 - 空 -16：地下1階部分を抜粋）

図3-3-7　空調設備自動制御フロー図（7）（図面 - 空 -24：換気設備部分を抜粋）
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-3-1「様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』

の入力例（地下1階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・「様式1（共通条件）『室仕様入力シート』の様式」に入力した室の中から換気計算対象室

の階、室名等を転記した。なお、本例の書庫や更衣室の新鮮外気導入に対する排気送風機は、

空調設備とみなしてエネルギー消費量計算を行った。

②：換気設備種類

　・この例の電気室では機器発熱負荷処理としてパッケージ型空調機を使用して冷房を行って

いるが、このパッケージ型空調機は換気設備として扱い、ここでは「空調」と入力した。

その他の室の給気送風機は「給気」と入力し、排気送風機は「排気」と入力した。なお、

MDF室の機器発熱負荷処理用パッケージ型空調機は、予備機であるため換気計算対象外と

している。（「第1編　Chapter	3　換気設備の入力　3．換気代替空調機入力シート」参照）

③：換気機器名称

　・この例では、設計図の機器記号を名称として入力した。

（2）．9階の入力例

　9階の『換気対象室入力シート』の入力例を図3-3-8 に示す。入力した情報は、図3-3-9「空

調設備機器リスト（7）」（図面 - 空 -8、9階給排気送風機部分を抜粋して再掲）、図3-3-10「空

調設備機器リスト（2）」（図面 - 空 -3、厨房の外調機を抜粋して再掲）、図3-3-11「空調設備

機器リスト（3）」（図面 - 空 -4：厨房のパッケージ型空調機部分を抜粋して再掲）と図3-3-12「空

調設備ダクト系統図」（図面 - 空 -4、9階部分を抜粋して再掲）、図3-3-13「空調設備配管系統図」

（図面 - 空 -16、9階部分を抜粋して再掲）から読み取っている。

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-3-8「様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』

の入力例（9階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・図3-1-7 に示した『室仕様入力シート』（9階）の換気計算対象室の情報を転記した。

②：換気種類

　・この例では厨房給気は外調機で処理されているが、この外調機は給気送風機として扱い、

「給気」と入力した。また、厨房には室内負荷処理用パッケージ型空調機が設置されており、

これは循環用送風機として扱い、「循環」と入力した。その他の排気送風機は「排気」と入

力した。

③：換気機器名称

　・この例では、設計図上の機器記号を入力した。（図3-3-9「空調設備機器リスト（7）」、図

3-3-10「空調設備機器リスト（2）」参照）。
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様式３-1.（換気）換気対象室入力シート

図3-3-8　様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』の入力例（9階）

図3-3-9*　空調設備機器リスト（7）（図面 - 空 -8：排気送風機の一部を抜粋）
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図3-3-10*　空調設備機器リスト（2）（図面 - 空 -3）
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図3-3-11*　空調設備機器リスト（3）（図面 - 空 -4）

図3-3-12*　空調設備ダクト系統図（図面 - 空 -9：9階部分を抜粋）
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図3-3-13*　空調設備配管系統図（図面 - 空 -16：9階部分を抜粋）

図3-3-14　空調設備自動制御フロー図（5）（図面 - 空 -22：厨房外調機部分を抜粋）
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　様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．地下1階の入力例

　地下1階の『給排気送風機入力シート』の入力例を図3-3-15に示す。入力した情報は、先

述の図3-3-2「空調設備機器リスト（7）」（図面 - 空 -8：給気送風機の一部を抜粋）、図3-3-3「空

調設備機器リスト（7）」（図面 - 空 -8：排気送風機の一部を抜粋）、図3-3-5「空調設備ダク

ト系統図」（図面 - 空 -9：地下1階部分を抜粋）、図3-3-6「空調設備配管系統図」（図面 - 空

-16：地下1階部分を抜粋）、図3-3-7「空調設備自動制御フロー図（7）」（図面 - 空 -24、換

気設備部分を抜粋）から読み取っている。

様式３-2.（換気）給排気送風機入力シート

図3-3-15　様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』の入力例（地下1階）

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-3-15「様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』

の入力例（地下1階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：換気機器名称

　・図3-3-1「様式 3-1.（換気）『換気対象室入力シート』の入力例（地下1階）」で入力し

た地下1階の給排気送風機の名称を転記した。本例の電気室では機器発熱負荷処理として

パッケージ型空調機を使用して冷房を行っており、このパッケージ型空調機は「換気代替

空調機」として扱う。

２．給排気送風機入力シート
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②：定格風量

　・図3-3-2「空調設備機器リスト（7）」と図3-3-3「空調設備機器リスト（7）」に記載さ

れた各給排気送風機の設計風量を入力した。

③：電動機定格出力

　・図3-3-2「空調設備機器リスト（7）」と図3-3-3「空調設備機器リスト（7）」に記載さ

れた各給排気送風機の動力値を入力した。

④：制御による補正（高効率電動機の有無）

　・この例では、電動機出力が1.5kW以上の送風機において高効率電動機を採用しているため、

該当する換気機器は「有」にした。（図3-3-2「空調設備機器リスト（7）」参照）

⑤：制御による補正（インバータの有無）

　・地下1階の換気設備ではインバータは設置していないため、すべて「無」と記入した。

⑥：制御による補正（送風量制御）

　・この例の地下1階の給排気送風機は、電気室とMDF室の給排気送風機で室内温度による

発停制御が行われており、「温度制御」と入力した。（図3-3-7「空調設備自動制御フロー

図（2）」参照）

（2）．9階の入力例

　9階の『給排気送風機入力シート』の入力例を図3-3-16に示す。入力した情報は、図3-3-9「空

調設備機器リスト（7）」（図面 - 空 -8：排気送風機の一部を抜粋）、図3-3-10「空調設備機器

リスト（2）」（図面 - 空 -3：厨房の外調機を抜粋）、図3-3-11「空調設備機器リスト（3）」（図

面 - 空 -4：厨房のパッケージ型空調機部分を抜粋）、図3-3-12「空調設備ダクト系統図」（図

面 - 空 -9：9階部分を抜粋）、図3-3-13「空調設備配管系統図」（図面 - 空 -16：9階部分を抜粋）、

図3-3-14「空調設備自動制御フロー図（5）」（図面 - 空 -22、厨房外調機部分を抜粋）から読

み取っている。

様式３-2.（換気）給排気送風機入力シート

図3-3-16　様式3-2（換気）『給排気送風機入力シート』の入力例（9階）
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■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-3-16「様式3-2.（換気）『給排気送風機入力シート』

の入力例（9階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：換気機器名称

　・図3-3-7「様式3-1.（換気）『換気対象室入力シート』の入力例（9階）」で入力した給排

気送風機の名称を転記した。

　・厨房給気系統に設置された外調機OAC-KT-9F は給気送風機として扱い、外調機の送風機

の仕様を②～⑥に入力した。また、厨房室内負荷処理用パッケージ型空調機ACP-KT-9F

は循環用送風機として扱い、室内機の送風機仕様を②～⑥に入力した。

②：定格風量

　・図3-3-9「空調設備機器リスト（7）」～図3-3-11「空調設備機器リスト（3）」に記載さ

れた各給排気送風機および厨房空調機の設計風量を入力した。

③：電動機定格出力

　・図3-3-9「空調設備機器リスト（7）」～図3-3-11「空調設備機器リスト（3）」に記載さ

れた各給排気送風機および厨房空調機の動力値を入力した。

④⑤⑥：制御による補正（高効率電動機の有無、インバーターの有無、送風量制御）

　・この例では、厨房外調機（送風機）と厨房排気送風機で高効率電動機が採用されているため、

これらについて「有」と入力し、その他は「無」と入力した。（図3-3-2「空調設備機器リ

スト（7）」、図3-3-10「空調設備機器リスト（2）」参照）
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　様式3-3.（換気）『換気代替空調機入力シート』の入力例を図3-3-17に示す。入力した情報は、

図3-3-4「空調設備機器リスト（3）」（図面-空-4、地下1階換気代替空調機部分を抜粋して再掲）、

図3-3-5「空調設備ダクト系統図」（図面 - 空 -9、地下1階部分を抜粋して再掲）、図3-3-6「空

調設備配管系統図」（図面 - 空 -16、地下1階部分を抜粋して再掲）から読み取っている。

様式３-3.（換気）換気代替空調機入力シート

図3-3-17　様式3-3.（換気）『換気代替空調機入力シート』の入力例

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-3-17「様式3-3.（換気）『換気代替空調機入力シート』

の入力例」の最上部にある丸数字と対応している）

①：機器名称

　・この例では、地下1階の電気室に設置されたパッケージ型空調機の仕様を入力した。電気

室のパッケージ型空調機1台とMDF室のパッケージ型空調機は予備機であるため、換気

計算対象外とした。

②：必要冷却能力

　・この例の地下1	階電気室では、図3-3-4「空調設備機器リスト（3）（図面 - 空 -4：パッ

ケージ型空調機［換気代替空調機］）」に記載されたように、２台設置されたパッケージ型

空調機のうち１台が予備機であるため、１台のみ計算対象として入力しており、必要能力

は機器選定の際の必要冷房能力4.3kWを入力した。

③：熱源効率（一次換算値）

　・この例の電気室のパッケージ型空調機の熱源効率（一次換算値）は、定格冷却能力

12.5kWを圧縮機動力2.8kWと屋外機送風機0.35kWの合計値で除し、それを一次エ

ネルギーに換算した値を入力した。（それぞれ小数点第3位を四捨五入して算出）

　　　電気室のパッケージ型空調機の熱源定格効率（一次換算値）

　　　　＝定格COP	×（3600	÷	9760）

　　　　＝｛12.5kW	÷（2.8+0.35）kW｝×（3600	÷	9760）＝	1.46

④：送風機定格出力

　・この例では、電気室のパッケージ型空調機の室内機の送風機動力を入力している。（図

3-3-4「空調設備機器リスト（3）（図面 -	空 -4：パッケージ型空調機［換気代替空調機］）」

３．換気代替空調機入力シート
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参照）

⑤：ポンプ定格出力

　・この例では、パッケージ型空調機であるため空欄とした。
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Chapter 4. 照明設備の入力

　基準階（5階）の様式4.（照明）『照明入力シート』の入力例を図3-4-1に示す。入力した情報は、

電気設備照明器具姿図（図面 - 照 -1、図3-4-2 に再掲）と電気設備3～8階照明設備平面図（図

面 - 照 -5、図3-4-3 に再掲、照明器具の配線は省略して表現）から読み取っている。なお、照

明制御内容は図3-4-2「電気設備照明器具姿図（図面 - 照 -1）」に示されている。

様式4.（照明）照明入力シート

図3-4-1　様式4.（照明）『照明入力シート』の入力例（5階）

１．照明入力シート
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図3-4-2　電気設備照明器具姿図（図面 - 照 -1）
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図3-4-3*　電気設備3～8階照明設備平面図（図面 - 照 -5）

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-4-1「様式4.（照明）『照明入力シート』の入力例（5

階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積・階高・天井高

　・この例では、図3-1-3 に示した『室仕様入力シート』（5階）の階・室名・建物用途・室用途・

室面積・階高・天井高の情報を転記した。

　・この例の事務室と便所、湯沸コーナーは2種類の照明器具が設置されており、2種類目の

照明器具の階や室名等の欄は空欄とした。また、階段室（N、S）に設置されている階段通
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路誘導灯は、一般照明と兼用され常時点灯されていることから計算対象設備とした。

②③④：室の間口・室の奥行・室指数

　・この例では、廊下と倉庫の形は単純な矩形ではないため、室指数を算出し入力するものと

し、室の間口と奥行は空欄としている。室指数は「第1編　Chapter	4 照明設備の入力（2）

照明入力シートの入力項目と入力方法④：室指数」の b) 式により算出した。（外周長さ

102m、天井高2.4m、作業面の高さは床面0m、室面積88.6㎡から算出した0.7238を、

小数第4位を切り捨てて0.723としている。）

⑤：照明器具型式

　・図3-4-2「電気設備照明器具姿図（図面 - 照 -1）」に記載されている照明器具の型式を入

力した。

⑥：機器名称

　・図3-4-2「電気設備照明器具姿図（図面 - 照 -1）」に記載されている照明器具の型番を入

力した。

⑦：定格消費電力

　・図3-4-2「電気設備照明器具姿図（図面 - 照 -1）」に記載されている消費電力を入力した。

⑧：台数

　・図3-4-3「電気設備3～8階照明設備平面図（図面 - 照 -5）」に記載された各種照明器具

台数を入力した。

⑨～⑭：制御による補正（在室検知制御）（タイムスケジュール制御）（初期照度補正制御）（昼

光連動調光制御）（自動点滅制御）（照度調整調光制御）

　・この例では、事務室で「初期照度補正制御」と「昼光連動調光制御（両側採光かつブライ

ンド自動制御なし）」が採用されており、EVホールと廊下で「タイムスケジュール制御（消

灯）」が採用されているため、該当する制御方式を選択して記入した。（図3-4-2「電気設

備照明器具姿図（図面 -	照 -1）」、制御の選択肢は「第1編　Chapter	4　照明設備の入力」

参照）
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Chapter 5. 給湯設備の入力

　様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の入力例を次に示す。

（1）．基準階（5階）の入力例

　基準階（5階）の『給湯対象室入力シート』の入力例を図3-5-1 に示す。入力した情報は、

衛生設備機器リスト（図面 - 衛 -1、図 3-5-2 に給湯機器仕様を抜粋して再掲、図3-5-3 に器

具仕様部分を抜粋して再掲）、衛生設備配管系統図（図面 - 衛 -2、図3-5-4 に再掲）、衛生設備

詳細図（図面 - 衛 -4）から読み取っている。なお、平成25年基準では、これまで計算対象外

とされていた一管式給湯設備（熱源設備と給湯栓が1対1に対応している個別給湯器、例えば

洗面器下に設置される温水器など）も計算対象となることに注意が必要である。

様式5-1.（給湯）給湯対象室入力シート

図3-5-1　様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の入力例（5階）

１．給湯対象室入力シート
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図3-5-2*　衛生設備機器リスト（図面 - 衛 -1：給湯機器部分を抜粋）

図3-5-3*　衛生設備機器リスト（図面 - 衛 -1：給湯栓部分を抜粋）
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図3-5-4*　衛生設備配管系統図（図面 - 衛 -2）

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-5-1「様式 5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』

の入力例（5階）」の最上部にある丸数字と対応している）

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・この例の基準階（5階）の給湯対象室は、5F事務室（5F事務室 I-N、5F事務室 I-S、5F

事務室P-N、5F事務室P-S）が該当し、図3-1-3 に示した『室仕様入力シート』（5階）

の入力例の情報を転記した。

②：給湯箇所（給湯栓設置箇所）

　・5階では、女子便所、男子便所、湯沸コーナーを入力した。なお、多目的便所は女子便所

と同じ給湯機系統であり女子便所で代表した。
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③：節湯器具

　・この例では、5階の給湯箇所すべてに節湯器具（自動給湯栓）が使用されており、「自動給

湯栓」を入力している。（節湯器具の詳細は、「第1編　Chapter	5　給湯設備の入力　表

1-5-1 節湯器具の具体的仕様」参照）

④：給湯機器名称

　・設計図の機器記号に階数を加えた文字列を給湯機器名称として入力した。

　・この例では、5F事務室が給湯対象室であり、男子便所、女子便所、湯沸コーナーに電気温

水器がそれぞれ設置されているため、一番上の機器についてのみ室名等を入力し、他の機

器については室名等を空欄とした。

（2）．地下1階の入力例

　地下1階の『給湯対象室入力シート』の入力例を図3-5-5 に示す。入力した情報は、衛生設

備機器リスト（図面 - 衛 -1、図 3-5-2 に給湯機器仕様を抜粋して再掲、図3-5-3 に器具仕様

部分を抜粋して再掲）、衛生設備配管系統図（図面 - 衛 -2、図3-5-4 に再掲）、衛生設備詳細図

（図面 - 衛 -4）から読み取っている。

様式5-1.（給湯）給湯対象室入力シート

図3-5-5　様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の入力例（地下1階）

■解説

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・この例では、地下1階の湯沸コーナーとシャワー室に電気温水器が設置されている。中央

監視室と清掃員控室の在席者がお湯を使用することから、給湯対象室は「中央監視室」と「清

掃員控室」とし、湯沸コーナーに設置される電気温水器 EH3-B1F とシャワー室に設置さ

れる電気温水器 EH4-B1F の給湯機器名称を「中央監視室」と「清掃員控室」の欄に入力

した。

③：節湯器具

　・この例では、地下1階のすべての給湯箇所で節湯器具が使用されており、湯沸コーナーに

は「自動給湯栓」を入力し、シャワー室には「節水型シャワー」を入力した。
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（3）9階の入力例

　9階の『給湯対象室入力シート』の入力例を図3-4-6 に示す。入力した情報は、図3-4-2

と図 3-4-3（衛生設備機器リスト）、図3-5-4（衛生設備配管系統図）、衛生設備詳細図（図面

- 衛 -4）から読み取っている。

様式5-1.（給湯）給湯対象室入力シート

図3-5-6　様式5-1.（給湯）『給湯対象室入力シート』の入力例（9階）

■解説

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・9階の男子便所、女子便所、湯沸コーナーに電気温水器がそれぞれ設置されている。この

男子便所、女子便所、湯沸コーナーは9F食堂を利用する人が使用することから、9F食堂

を給湯対象室とした。

　・9階厨房用給湯として屋上にヒートポンプ給湯機（EH5）が設置されているが、この給湯

も9F食堂を給湯対象室とする。

③：節湯器具

　・この例では、男子便所、女子便所、湯沸コーナーに節湯器具（自動給湯栓）が使用されて

いるため「自動給湯栓」を入力し、厨房では節湯器具が使用されていないため、「無」を入

力した。
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　様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の入力例を図3-5-7 に示す。入力した情報は、衛

生設備機器リスト（図3-5-2、図 3-5-3）、衛生設備配管系統図（図面 - 衛 -3、図3-5-4 に再掲）、

衛生設備詳細図（図面 - 衛 -4、図3-5-8 に再掲）から読み取っている。

様式5-2.（給湯）給湯機器入力シート

図3-5-7　様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の入力例

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-5-7「様式5-2.（給湯）『給湯機器入力シート』の

入力例」の最上部にある丸数字と対応している）

①：給湯機器名称

　・図3-5-2「衛生設備機器リスト」より、EH1～ EH5が設置されていることが判るため、

これらの名称を記入した。

②：燃料種類

　・EH1～ 4は電気温水器、EH5はヒートポンプ式給湯器であるため「電力」と入力した。

③：定格加熱能力

　・各階の電気温水器（EH1～ EH4）は電気ヒーターの電気容量を入力し、ヒ－トポンプ式

給湯機は設計図に記載された加熱能力を入力した。

④：熱源効率

　・この例の電気温水器（EH1～ EH4）の熱源効率は、定格COP1.0 を一次エネルギーに換

算した値0.37を入力した。（熱源効率の算出式は「第1編　Chapter	5　給湯設備の入

力2．給湯機器入力シート」参照）

　　　　電気温水器の熱源効率＝定格COP×（3600÷ 9760）

　　　　　　　　　　　　　　＝1.0 ×（3600÷ 9760）＝0.37

　・この例のヒートポンプ式給湯機（EH5) の熱源効率は定格 COP4.22（＝ 30kW ÷

7.1kW）を一次エネルギーに換算した値1.56を入力した。

　　　　ヒートポンプ式給湯機の熱源効率＝4.22×（3600÷ 9760）＝1.56

２．給湯機器入力シート



305

⑤：配管保温仕様

　・本例では、図3-5-2「衛生設備機器リスト」より情報を読み取り、「保温仕様1」を入力した。

図3-5-8*　衛生設備給湯配管詳細図（図面 - 衛 -3、図面 - 衛 -4 より抜粋）

各階男子便所　給湯配管詳細図 各階女子便所・湯沸コーナー
給湯配管詳細図

地下1階シャワー室　給湯配管詳細図 厨房給湯配管詳細図
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⑥：接続口径

　・図3-5-8「衛生設備給湯配管詳細図」に示すように、各階男子便所、女子便所、湯沸コー

ナーの給湯配管接続口径は「20」㎜、地下1	階シャワーの給湯配管接続口径は「60」㎜、

9階厨房の給湯配管接続口径は「60」㎜と入力した。

⑦⑧⑨：太陽熱利用（有効集熱面積、集熱面の方位角、集熱面の傾斜角）

　・本例では、太陽熱利用は採用していないため、空欄とした。

⑩：備考

　・本例では、図3-5-2（衛生設備機器リスト）に記載された仕様（電気給湯器、HP式給湯機）

と系統を入力した。
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Chapter 6. 昇降機の入力

　様式6.（昇降機）『昇降機入力シート』の入力例を図3-6-1 に示す。入力した情報は、常用

昇降機設備仕様書・平面図（図面 - 昇 -1、図3-6-2 に再掲）と非常用昇降機設備仕様書・平面

図（図面 - 昇 -2、図3-6-3 に再掲）から読み取っている。

　なお、平成25年基準では、非常用昇降機は日常的に人荷用として常用運転されている場合

が多いことから計算対象となることに注意が必要である。

様式６-1.（昇降機）昇降機入力シート

図3-6-1　様式6.（昇降機）『昇降機入力シート』の入力例

■解説（各項目名の前にある丸数字は図3-6-1「様式6.（昇降機）『昇降機入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）

①：階・室名・建物用途・室用途

　・常用、非常用昇降機とも利用する人の主たる居室のうち、一番上にある階の居室は8階事

務室であり、最も広い面積の8階事務室 I-N の情報を転記した。

②：機器名称

　・常用と非常用の区別と台数を入力した。

③④⑤：台数・積載量

　・本例では、図3-6-2「常用昇降機設備仕様書・平面図（図面 - 昇 -1）」と図3-6-3「非常

用昇降機設備仕様書・平面図（図面 - 昇 -2）」に記載された昇降機の台数と積載量、速度を

入力した。

⑥：輸送能力係数

　・昇降機の輸送能力係数を数値で入力した。

⑦：速度制御方式

　・本例では、常用昇降機の速度制御方式は「VVVF（電力回生あり、ギアレス）」であり、非

常用昇降機は「VVVF（電力回生なし、ギアレス）」が採用されているため、該当する方式

名称を入力した。（図3-6-2「常用昇降機設備仕様書・平面図（図面 -	昇 -1）」と図3-6-3

「非常用昇降機設備仕様書・平面図（図面 - 昇 -2）」参照）

１．昇降機入力シート
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図3-6-2*　常用昇降機設備仕様書・平面図（図面 - 昇 -1）
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図3-6-3*　非常用昇降機設備仕様書・平面図（図面 - 昇 -2）
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第４編　�共同住宅及び住戸を含む建築物
の一次エネルギー消費量の算定
方法の解説
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　共同住宅及び住戸を含む建築物の一次エネルギー消費量は、「住戸部分」と「共用部及び非住

宅部分」に分けて計算し、それぞれの結果を集計して算定する。平成 24 年 12 月に公表する

一次エネルギー消費量算定プログラムは「住宅用」と「建築物用」が準備されており、前者は

「住戸部分」、後者は「共用部及び非住宅部分」の一次エネルギー消費量を計算することができる。

図 4-1-1 に共同住宅及び住戸を含む建築物の一次エネルギー消費量の算定方法とプログラムの

位置づけを示す。ここでは、共同住宅及び住戸を含む建築物の一次エネルギー消費量を算定す

るにあたっての、同プログラムの扱い方等について解説する。ただし、プログラムの操作方法・

ルールの詳細については、それぞれ、「設計一次エネルギー消費量算定プログラム解説（住宅編）」、

および、本書（「設計一次エネルギー消費量算定プログラム解説（非住宅建築物編）」）の第 1 編、

第 2 編に記されているため、ここでは必要な最小限の解説に留める。

図4-1-1　共同住宅及び住戸を含む建築物の

一次エネルギー消費量の算定方法とプログラムの位置づけ

1．一次エネルギー消費量の算定方法とプログラムの位置づけに
ついて
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　住戸部分の一次エネルギー消費量は、住宅用の一次エネルギー消費量算定プログラムによっ

て算定することができる。以下に、計算対象と住戸の分類の仕方について解説する。

　なお、住宅用の一次エネルギー消費量算定プログラムの具体的な操作方法については、「設計

一次エネルギー消費量算定プログラム解説（住宅編）」を参照されたい。

（1）算定対象

　算定対象は、表 4-2-1 のとおり、住戸とゲストルームである。ゲストルームとは、当該共同

住宅に住んでいない者が、短期間ゲストとして滞在するための住戸である。

表4-2-1. 住戸部分における一次エネルギー消費量の算定対象
建物用途 室用途
共同住宅 住戸

ゲストルーム

（2）住戸タイプの分類

　共同住宅等では、当該建物のすべての住戸が一次エネルギー消費量基準を満たす必要がある。

したがって、全住戸について、一次エネルギー消費量を算定することが基本となる。ただし、

仕様（プラン、面積・容積、外皮性能、暖冷房・換気・給湯・照明・発電等の設備）が完全に

一致する場合は、一次エネルギー消費量の算定結果も同じになることから、同じ仕様（タイプ）

の住戸を 1 度だけ計算して、建物全体の一次エネルギー消費量を算定する場合は、そのタイプ

に該当する住戸数倍して加算すればよい。

　ここで、同一仕様の住戸であっても、住戸位置（最上階か中間階かなどの上下位置、及び、

妻側か中間かなどの平面位置）によって外皮性能の特性値や一次エネルギー消費量が変わるこ

とに注意して住戸のタイプを設定しなければならない。例として、図 4-2-1 のような板状共同

住宅（プランや設備等の仕様すべて同じと仮定）の場合、住戸部分は 9 つに分類される。

図4-2-1　住戸位置による住戸の分類の例（仕様はすべて同一と仮定）

2．住戸部分における一次エネルギー消費量の算定方法
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　共用部及び非住宅部分の一次エネルギー消費量は、建築物用の一次エネルギー消費量算定プ

ログラムによって算定することができる。以下に、計算対象とする室用途と共用部の設備仕様

入力シートの作成方法の概要について解説する。

　なお、非住宅部分の設備仕様入力シートの作成方法については、本書第 1 編及び第 2 編を参

照されたい。

（1）計算対象とする室用途

　共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の計算対象とする室用途を表 4-3-1 に示す。

表中の丸印（○）がついた項目について、エネルギー消費量の算定を行う。

　非住宅部分の建物用途は、「事務所等」、「ホテル等」、「病院等」、「物販店舗等」、「学校等」、「飲

食店等」、「集会所等」、「工場等」がある。それぞれの建物用途における室用途については、本

書の第 1 編及び第 2 編を参照されたい。

表4-3-1　建物用途・室用途の一覧（共同住宅）

建物用途 室用途 空調計算
対象室

換気計算
対象室

給湯計算
対象室

照明計算
対象室

共同住宅 屋内廊下 ○ ○
屋外廊下 ○
ロビー ○ ○

管理人室 ○ ○ ○
集会室 ○ ○ ○

屋内駐車場 ○ ○
機械室 ○ ○
電気室 ○ ○

ゴミ置場等 ○ ○

（2）共用部の設備仕様入力シートの作成方法の概要

　建築物と同様に、共用部について設備仕様入力シートを作成しなければならない。設備仕様

入力シートの作成方法は、共用部であっても建築物と同じであるので、本書第 1 編、第 2 編を

参照されたい。ただし、室仕様入力シートには、表 3-3-1 に示す共同住宅の建物用途及び室用

途を入力するとともに、各種設備入力シートにおける室名は室仕様入力シートと合致させる必

要がある。なお、共用部は非住宅部分と同じシートに入力し計算することができる。

3．共用部及び非住宅部分における一次エネルギー消費量の算定
方法
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　ここでは、具体的な共同住宅を想定し、一次エネルギー消費量算定の例を示す。なお、住戸

部分の外皮性能値や基準値等は、検討段階の値（ダミー値）を用いていることを付記しておく。

（1）建物の概要

　算定対象建物は、東京都千代田区に建つセンターコア型の共同住宅とする。

　住戸部分は、1 階にゲストルーム、2 階から 10 階に各階 5 住戸の計 46 住戸からなる（表

4-4-1、図 4-4-1 ～図 4-4-3）。住戸部分はプランや面積、及び、住戸位置により、表 4-4-2

に示すとおり、11 種類の住戸タイプに分類して、それぞれの設計一次エネルギー消費量を算

定する。なお、設備の仕様は、表 4-4-3 に示すとおり、全住戸共通とする。計算には住宅用の

一次エネルギー消費量算定プログラムを使用した。

　共用部は、1 階にロビー、集会室、管理人室、機械室があり、各階に屋外廊下、階段室、昇

降機がある（図 3-4-1 ～ 3-4-3）。それぞれについて、次節に、建築物用の一次エネルギー消

費量算定プログラムにおける設備仕様入力シートの作成事例を示す。

表4-4-1　建物の概要
用途 共同住宅
場所 東京都千代田区
構造 鉄筋コンクリート造
階数 地上 10 階、塔屋 1 階
建築面積 702㎡
延床面積 7,020㎡
各階の主要室 1 階：ゲストルーム、ロビー、集会室、管理人室、

1 階：機械室、ゴミ置場等
2 階～ 10 階：住戸

4．共同住宅の一次エネルギー消費量の算定事例
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図4-4-1　1階平面図

図4-4-2　2～ 9階平面図
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図4-4-3　10階平面図（最上階）

表4-4-2. 住戸の面積と外皮性能

住戸タイプ番号 住戸数 床面積 外皮平均熱貫流率
UA

No.1 8 戸 91㎡ 0.68 W/(㎡・K)
No.2 8 戸 102㎡ 0.68 W/(㎡・K)
No.3 8 戸 96㎡ 0.63 W/(㎡・K)
No.4 8 戸 96㎡ 0.61 W/(㎡・K)
No.5 8 戸 90㎡ 0.57 W/(㎡・K)
No.6 1 戸 91㎡ 0.77 W/(㎡・K)
No.7 1 戸 102㎡ 0.78 W/(㎡・K)
No.8 1 戸 96㎡ 0.73 W/(㎡・K)
No.9 1 戸 96㎡ 0.71 W/(㎡・K)

No.10 1 戸 90㎡ 0.67 W/(㎡・K)
No.11 1 戸 91㎡ 0.74 W/(㎡・K)
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表4-4-3. 住戸の設備仕様（全住戸共通）
設備項目 設備仕様

暖房設備 運転方法 「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいは、
それぞれに暖房設備機器または放熱器を設置する。

設備仕様 主たる居室：ルームエアコンディショナー
　エネルギー消費効率の区分：区分（ろ）
その他の居室：ルームエアコンディショナー
　エネルギー消費効率の区分：区分（ろ）

冷房設備 運転方法 「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいは、
それぞれに冷房設備機器を設置する。

設備仕様 主たる居室：ルームエアコンディショナー
　エネルギー消費効率の区分：区分（ろ）
その他の居室：ルームエアコンディショナー
　エネルギー消費効率の区分：区分（ろ）

換気設備 換気 壁付け式第 3 種換気設備
換気か椅子：0.5 回 /h

熱交換 熱交換型換気を採用しない
給湯設備 熱源機 ガス給湯器（JIS 効率 78.2%）

配管 ヘッダー方式
水栓

（浴室シャワー）
サーモスタット式水栓その他
節湯方式を採用しない

水栓
（台所）

サーモスタット式水栓その他
節湯方式を採用しない

太陽熱給湯 なし
照明設備 主たる居室 白熱電空は使用していない

多灯分散照明方式は採用しない
調光：採用しない

その他の居室 白熱電空は使用していない
調光：採用しない

非居室 白熱電空は使用していない
人感センサーは使用しない

発電設備 太陽光発電設備 なし
コージェネ なし
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（2）共用部の設備仕様入力シートの作成事例

　様式 0. 基本情報入力シートの入力例を図 4-4-4 に示す。以下に各項目の解説を記す（なお、

各項目の前にある丸数字は図 4-4-4「様式 0『基本情報入力シート』の入力例」の最左部にあ

る丸数字と対応している）。

図4-4-4　様式0.「基本情報入力シート」の入力例

①②：シート作成月日、入力責任者

　・作成した年月日、作成した責任者名を入力する。

③：建物名称

　・確認申請時の建物名称を入力する。

④：建物所在地

　・建物の所在地（都道府県、市区町村、町名番地）を各セルに入力する。

⑤：地域区分

　・当該建物の所在地に該当する地域区分（1 ～ 8 地域）を入力する。本例では、東京都千代

様式0．基本情報入力シート
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田区（23 区）としており、地域区分は 6 地域となる。

⑥～⑩：構造、階数、敷地面積、建築面積、延べ面積

　・確認申請時の情報を入力する。延べ面積は建物全体の床面積であり、後述する各設備の一

次エネルギー消費量計算対象室の床面積合計とは異なる。（述べ面積には設備が設置されて

いない室の面積が含まれる）
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　様式 1. 室仕様入力シートの入力例を図 4-4-5 に示す。以下に各項目の解説を記す（なお、

各項目の前にある丸数字は図 4-4-5「様式 1『室仕様入力シート』の入力例」の最上部にある

丸数字と対応している）。

図4-4-5　様式1.（共通条件）「室仕様入力シート」の入力例

①：階、室名

　・図 4-4-1 ～図 4-4-3 より、各フロアに存在するすべての室（共用部のみの室で、住戸部

分は入力しない）に名称を付けて、シートに階と室名を記入した。

　・屋外階段は、設計照度が屋外廊下と同程度であることから、「屋外廊下」として計算するこ

様式1．室仕様入力シート
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ととした。

②：建物用途、室用途

　・設計時に想定する各室の使用時間や負荷の大きさと各室用途の標準室仕様条件を比較し、

最も近い室用途を選択し、建物用途と室用途名称を入力した。

③～⑤：室面積、階高、天井高

　・図 4-4-1 ～図 4-4-3 より、各室の面積、階高、天井高を記入した。

⑥：空調計算対象室、換気計算対象室、給湯計算対象室、照明計算対象室

　・表 4-3-1 より、設計する各室が各設備の計算対象室になるかを判断し、対象室には「■」

を入力した。
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　様式 2-1（空調）空調ゾーン入力シートの入力例を図 4-4-6 に示す。以下に各項目の解説を

記す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-6「様式 2-1『空調ゾーン入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）。

図4-4-6　様式2-1.（空調）「空調ゾーン入力シート」の入力例

①：室、室名、建物用途、室用途、室面積、階高、天井高

　・図 4-4-5 に示した室仕様入力シートの中から、空調計算対象室の階、室名等を転記する。

②：階、空調ゾーン名

　・室が単独で空調ゾーンとなるため、空調ゾーン名は室名と同じとした。

③：空調機群名称　室負荷処理

　・各室の室負荷（室の内部発熱および室外からの貫流熱取得、日射熱取得による負荷）を処

理する空調器を明らかにし、各空調機に名称を付けて入力した。

④：空調機群名称　外気負荷処理

　・各室の外気負荷（新鮮外気導入による負荷）を処理する空調器を明らかにし、各空調機に

名称を付けて入力した。

　様式 2-2（空調）外壁構成入力シートの入力例を図 4-4-7 に示す。以下に各項目の解説を記

す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-7「様式 2-2『外壁構成入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）。

　なお、本例では、断面図、詳細図、構造図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面

から外壁部材構成シートを作成する。

様式2-1．（空調）空調ソーン入力シート

様式2-2．（空調）外壁構成入力シート
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図4-4-7　様式2-2.（空調）「外壁構成入力シート」の入力例

①：外壁名称

　・断面図、詳細図、構造図等から外壁構成の種類をリストアップし、各外壁構成に名前を付

ける。本例では、外壁を「OW（Outside Wall）」、屋根を「OR（Outside Roof）」、地下

の土と接した土間床を「BF（Basement Floor）」と命名した。

②：壁の種類

　・外気に接している壁・床・天井（屋根）等は「外壁」、地下の土と接している壁・床等は「接

地床」と入力する。

③：総熱貫流率

　・この例では、総熱貫流率を直接指定するのではなく、④～⑥に建材構成を入力して外壁構

成を定義する方法を選択したため、空欄とした。

④～⑥：建材番号、建材名称、厚み

　・図面等から建材の構成と厚みを読み取り、建材種類一覧（本書第 1 編参照）から該当する

建材の番号と名称を選択して入力し、それぞれの建材について厚みを入力した。
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　様式 2-3（空調）窓仕様入力シートの入力例を図 4-4-8 に示す。以下に各項目の解説を記す（な

お、各項目の前にある丸数字は図 4-4-8「様式 2-3『窓仕様入力シート』の入力例」の最上部

にある丸数字と対応している）。

　この例では、立面図、断面図、建具表等の例示は省略したが、一般には、それらの図面から

窓仕様入力シートを作成する。

図4-4-8　様式2-3.（空調）「窓仕様入力シート」の入力例

①：窓名称

　・立面図、断面図、建具表等から窓の種類をリストアップし、各窓に名称をつける。この例では、

窓の種類は 1 種類であり、「WNDW（Window）」と命名した。

②③：総熱貫流率、日射侵入率

　・この例では、総熱貫流率と日射侵入率を直接指定するのではなく、④⑤にガラスの種類を

入力する方法を選択したため、空欄とした。

④⑤：ガラス番号、ガラス種類

　・立面図、断面図、建具表等からガラスの種類と厚みを読み取り、ガラス種類一覧（本書第

1 編参照）より該当するガラスの番号と種類を選択して入力する。この例では、単板ガラ

ス（6㎜）をしようしているため、ガラス番号「3」、ガラス種類「透明 + 透明」を入力した。

　様式 2-4（空調）外皮仕様入力シートの入力例を図 4-4-9 に示す。以下に各項目の解説を記

す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-9「様式 2-4『外皮仕様入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、断面図、矩計図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面から外皮仕様

入力シートを作成する。

様式2-4．（空調）外皮仕様入力シート

様式2-3．（空調）窓仕様入力シート
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図4-4-9　様式2-4（空調）「外皮仕様入力シート」の入力例

①：階、空調ゾーン名

　・様式 2-1（空調）「空調ゾーン入力シート」で入力した「階」、「空調ゾーン名」を転記した。

②：方位

　・平面図等を参考に、外皮の方位を読み取り、入力した。

③：日除け効果係数（冷房）、日除け効果係数（暖房）

　・この例では日除けはないものとし、空欄とした。

④：外壁名称

　・様式 2-2（空調）「外壁構成入力シート」で定義した外壁構成の中から該当する「外壁名称」

を入力した。

⑤：外皮面積（窓含）

　・平面図等から外皮の寸法（壁芯）を読み取り、外皮面積（外皮面積と窓面積の和）を算出

して入力した。

⑥：窓名称

　・様式 2-3（空調）「窓仕様入力シート」で定義した窓名称から該当する「窓名称」を転記した。

⑦：窓面積

　・各種図面等から、窓面積（サッシ部も含めた面積）を算出して入力した。

⑧：ブラインドの有無

　・建具表等から、ブラインド等の有無を確認。この例では、窓にブラインドを設置するもの

とし、「有」を入力した。
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　様式 2-5（空調）熱源入力シートの入力例を図 4-4-10 に示す。以下に各項目の解説を記す

（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-10「様式 2-5『熱源入力シート』の入力例」の最上

部にある丸数字と対応している）。

　本例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき熱源入力シート

を作成する。

図4-4-10　様式2-5（空調）「熱源入力シート」の入力例

①：熱源群名称

　・この例では、仕様の異なる 3 つの独立したビル用マルチエアコンが設置されていることと

し、それぞれ、「PAC-HS1」、「PAC-HS2」、「PAC-HS3」と命名した。

②：冷暖同時供給有無

　・この例では、「無」を入力した。

③：台数制御

　・この例では、「無」を入力した。

④⑤：蓄熱システム・運転モード、蓄熱容量

　・蓄熱システムは採用していないため、空欄とした。

様式2-5．（空調）熱源入力シート
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⑥：熱源機種

　・この例ではビル用マルチエアコンを想定することとした。熱源機種一覧（本書第 1 編参照）

から「ビル用マルチエアコン（電気式）」を選択し入力した。

⑦：運転順位

　・各熱源群の台数制御等はしていないため、すべて「1 番目」を入力した。

⑧：台数

　・各熱源群の台数は「1」とした。

⑨：送水温度

　・この例では該当なしのため、空欄とした。

⑩：定格冷却能力・定格加熱能力

　・この例では、「PAC-HS1」は定格冷却能力 6.98kW/ 台・定格加熱能力 15.7kW/ 台、

「PAC-HS2」は定格冷却能力 13.78kW/ 台・定格加熱能力 14.26kW/ 台、「PAC-HS3」

は定格冷却能力 27.7kW/ 台・定格加熱能力 52.81kW/ 台を想定した。

⑪：熱源主機定格消費エネルギー

　・この例では、「PAC-HS1」は定格冷却能力 2.15kW/ 台・定格加熱能力 4.84kW/ 台、

「PAC-HS2」は定格冷却能力 4.25kW/ 台・定格加熱能力 4.4kW/ 台、「PAC-HS3」は

定格冷却能力 8.55kW/ 台・定格加熱能力 16.3kW/ 台を想定した。

⑫～⑯：熱源補機定格消費電力、一次ポンプ定格消費電力、冷却塔定格冷却能力、冷却塔ファ

ン定格消費電力、冷却水ポンプ定格消費電力

　・この例では該当なしのため、空欄とした。

　この例では二次ポンプは採用しないため、入力シートの作成は行わない。

　様式 2-7（空調）空調機入力シートの入力例を図 4-4-11 に示す。以下に各項目の解説を記

す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-11「様式 2-7『空調機入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）。この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、

それらの図面に基づき熱源入力シートを作成する。

様式2-6．（空調）二次ポンプ入力シート

様式2-7．（空調）空調機入力シート



330

 

図4-4-11　様式2-7（空調）「空調機入力シート」の入力例

①：空調器群名称

　・様式 2-1（空調）「空調ゾーン入力シート」に入力した空調機群名称を入力する。

②：台数

　・一般的には設備図面等から台数を確認して入力する。

③：空調機タイプ

　・一般的には設備図面等から空調機タイプを確認し、空調機タイプリスト（本書第 1 編参照）

から選択して入力する。
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④～⑩：定格冷却（冷房）能力、定格加熱（暖房）能力、給気送風機定格風量、送風機定格消

費電力

　・一般的には設備図面等から定格冷却（冷房）能力、定格加熱（暖房）能力、給気送風機定格風量、

送風機定格消費電力を確認し、入力する。

⑪：風量制御方式

　・一般的には設備図面等から風量制御方式を確認し、風量制御方式リスト（本書第 1 編参照）

から選択して入力する。

⑫：変風量最小風量比

　・この例では該当しないため、空欄とした。

⑬⑭：外気カット制御の有無、外気冷房制御の有無

　・一般的には設備図面等から外気カット制御の有無、外気冷房制御の有無を確認して入力す

る。この例では、両者とも「無」を選択し、入力した。

⑮⑯⑰：全熱交換機の有無、全熱交換機定格風量、定格全熱交換効率

　・一般的には設備図面等から全熱交換機の有無、全熱交換機定格風量、定格全熱交換効率を

確認して入力する。

⑱⑲：バイパス制御の有無、ローター消費電力

　・一般的には設備図面等からバイパス制御の有無、ローター消費電力を確認して入力する。

この例では、バイパス制御は「有」を選択入力し、ローター消費電力は該当しないため、

空欄とした。
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　様式 3-1（換気）換気対象室入力シートの入力例を図 4-4-12 に示す。以下に各項目の解説

を記す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-12「様式 3-1『換気対象室入力シート』の

入力例」の最上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき換気対象室入

力シートを作成する。

図4-4-12　様式3-1（換気）「換気対象室入力シート」の入力例

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・様式 1（共通条件）「室仕様入力シート」に入力した室の中から換気計算対象室の階、室名

等を転記した。

②：換気種類

　・この例では、換気対象室はごみ置き場と機械室であり、それぞれ第 1 種換気方式を採用す

ることとし、両室ともに給気と排気を選択して入力した。

③換気機器名称

　・この例では、図のとおり入力した。

　様式 3-2（換気）給排気送風機入力シートの入力例を図 4-4-13 に示す。以下に各項目の解

説を記す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-13「様式 3-2『給排気送風機入力シート』

の入力例」の最上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき給排気送風機

入力シートを作成する。

様式3-1．（換気）換気対象室入力シート

様式3-2．（換気）給排気送風機入力シート
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図4-4-13　様式3-2（換気）「給排気送風機入力シート」の入力例

①：換気機器名称

　・様式 3-1（換気）換気対象室入力シートで入力した給排気送風機の名称を転記した。

②～③：定格風量、電動機定格出力

　・一般的には設備図面、機器リスト等を確認し、定格風量、電動機定格出力を入力する。

④～⑥：高効率電動機の有無、インバータの有無、送風量制御

　・一般的には設備図面、機器リスト等を確認し、高効率電動機の有無、インバータの有無、

送風量制御の有無を確認し入力する。
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　様式 4（照明）照明入力シートの入力例を図 4-4-14 に示す。以下に各項目の解説を記す（な

お、各項目の前にある丸数字は図 4-4-14 の「様式 4『照明設備入力シート』の入力例」の最

上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき照明設備入力

シートを作成する。

図4-4-14　様式4（照明）「照明入力シート」の入力例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページに続く）

様式4．（照明）照明設備入力シート
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図4-4-14　様式4（照明）「照明入力シート」の入力例

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積・階高・天井高

　・室仕様入力シートの階・室名・建物用途・室用途等を転記した。

②～④：室の間口・室の奥行・室指数

　・この例では、完全矩形の室等に対しては、室の間口と奥行きを記入し、完全矩形でない室

等については、室指数を算出して入力した。

⑤：照明器具型式

　・一般的には、照明器具姿図等の図面を確認して照明器具の型式を入力する。この例では、

記入を省略した。

⑥：機器名称

　・図 4-4-14 のとおり、機器名称を記入した。

⑦⑧：定格消費電力、台数

　・一般的には、設備図面や器具リスト等を確認して定格消費電力、台数を入力する。この例
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では、図 4-4-14 のとおり記入した。

⑨～⑭：制御による補正（在室検知制御）（タイムスケジュール制御）（初期照度補正）（明るさ

感知による昼光利用制御）（明るさ感知による自動点滅制御）（明るさセンサー等による照度調

整調光制御）

　・この例では、制御による補正は行わないこととし、各種制御はすべて「無」を選択して記

入した。
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　様式 5-1（給湯）給湯対象室入力シートの入力例を図 4-4-15 に示す。以下に各項目の解説

を記す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-15「様式 5-1『給湯対象室入力シート』の

入力例」の最上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき給湯対象室入

力シートを作成する。

図4-4-15　様式5-1（給湯）「給湯対象室入力シート」の入力例

①：階・室名・建物用途・室用途・室面積

　・この例の給湯対象室は、管理人室と集会室である。それぞれ、「室仕様入力シート」から転

記した。

②：給湯箇所（給湯栓設置個所）

　・この例では、「湯沸コーナー」を入力した。

③：節湯機器

　・この例では、節湯器具（自動給湯栓）が使用されていることとし、節湯器具リスト（本書

第 1 編参照）から、「自動給湯栓」を選択し、入力した。

④：給湯機器名称

　・図 4-4-15 のとおり、給湯機器名称「HW-1」、「HW-2」を命名し、入力した。

様式5-1．（給湯）給湯対象室入力シート
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　様式 5-2（給湯）給湯機器入力シートの入力例を図 4-4-16 に示す。以下に各項目の解説を

記す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-16「様式 5-2『給湯機器入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき給湯機器入力

シートを作成する。

図4-4-16　様式5-2（給湯）「給湯機器入力シート」の入力例

①：給湯機器名称

　・この例では、図 4-4-16 のとおり、給湯機器名称「HW-1」、「HW-2」を記入した。

②：燃料種類

　・この例では、電気ヒーター式の給湯機を採用することとし、「電気」と記入した。

③④：定格加熱能力、定格熱源効率

　・一般的には、設備図面、機器リスト等から、定格加熱能力、定格熱源効率を確認し、入力する。

⑤：配管保温仕様

　・この例では、配管保温仕様リスト（本書第 1 編参照）から、「保温仕様 1」を選択し、入力した。

⑥：接続口径

　・一般的には、衛生設備給湯配管詳細図等を確認し、記入する。この例では、15㎜とした。

⑦～⑨：太陽熱利用（有効集熱面積、集熱面の方位角、集熱面の傾斜角）

　・この例では該当しないため、空欄とした。

給湯機器入力シート
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　様式 6（昇降機）昇降機入力シートの入力例を図 4-4-17 に示す。以下に各項目の解説を記

す（なお、各項目の前にある丸数字は図 4-4-17 の「様式 6『昇降機入力シート』の入力例」

の最上部にある丸数字と対応している）。

　この例では、設備図等の例示は省略したが、一般には、それらの図面に基づき昇降機入力シ

ートを作成する。

図4-4-17　様式6（昇降機）「昇降機入力シート」の入力例

①：階・室名・建物用途・室用途

　・昇降機を利用する人が使用する室のうち、一番上の階にある室は 10 階であり、この例では、

10 階の屋外廊下の情報を転記した。

②：機器名称

　・この例では、機器名称を「常用 EV1 台」と記入した。

③～⑤：台数・積載量・速度

　・一般的には昇降機の仕様を図面等で確認して、台数、積載量、速度を記入する。この例では、

図 4-4-17 のとおりとした。

⑥：輸送能力係数

　・輸送能力係数を数値で入力する。この例では「1」とした。

⑦：速度制御方式

　・この例では、速度制御方式リスト（本書第 1 編参照）から VVVF（電力回生あり、ギアレス）

を選択して記入した。

　この例では太陽光発電システムを採用しないため、入力シートの作成は行わない。

　この例ではコージェネレーションシステムを採用しないため、入力シートの作成は行わない。

様式6．（昇降機）昇降機入力シート

様式7-1．（効率化）太陽光発電システム入力シート

様式7-2．（効率化）コージェネレーションシステム入力シート
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（3）建物全体の一次エネルギー消費量の集計

　図 4-4-18 に建物全体の一次エネルギー消費量の集計結果の例を示す。この集計結果から、

建物全体、及び、住戸タイプ No.3、No.4、No.5 に該当する住戸は、低炭素建築物の認定基

準に適合していることが確認できる。

図4-4-18. 一次エネルギー消費量の集計結果の例



　　　補　遺
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　機械換気設備の替わりに設置される機器発熱負荷処理用の空調機（換気代替空調機）につい

ては、換気代替空調機入力シートに仕様を入力して、エネルギー消費量の評価を行う。ここで、

入力項目のうち「②必要冷却能力」について、予備機を設置する場合は、必要とされる能力を

算出し、この値を入力してもよいとしている。予備機を設置する場合は、設計図の機器リスト

に予備機であることを明示したうえで、予備機を除く機器の定格冷却能力の合計値（もしくは

機器リストに記載された必要冷却能力）を入力する。ここでは、その必要冷却能力の具体的な

算出方法を示す。ただし、明確に算出過程及び根拠を提示できる場合は、これ以外の方法によ

って求めた必要冷却能力を使用してもよい。

１）建物全体の電気室の合計トランス容量と想定契約電力から、建物全体の想定平均負荷率を

求める。

　　まず、想定契約電力を次式で算出する。

　　　想定契約電力［kW］＝

　　　　　単位床面積あたりの契約電力平均値［kW/㎡］×計算対象建物の延べ面積［㎡］

　　�単位床面積あたりの契約電力平均値は、「建築設備士　2009年 12月号　建築設備情報

年鑑」によれば0.0812kW/㎡であるため、ここでは0.082kW/㎡とする。

　　次に、副電気室の合計トランス容量と想定契約電力から、次式で想定平均負荷率を算出する。

　　　想定平均負荷率［－］　＝　想定契約電力［kW］　/　副電気室の合計トランス容量［kW］

２）計算対象電気室のトランス容量から発熱量を算出する。

　　�電気室の最大発熱量（負荷率が100%のときの発熱量）を、国土交通省大臣官房官庁営

繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準（平成21年版）」の第4編空気調和設備　第

3章換気設備�表 5-3「特定機器対応第一種変圧器の発熱量H」等に基づき算出する。

表5-3　特定機器対応第一種変圧器の発熱量H［1］

1．換気代替空調機の予備機を設置する場合の必要冷却能力の算
出方法
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3）計算対象電気室の発熱量と建物全体の想定平均負荷率より、次式で電気室の必要冷却能力

を算出する。式中の係数0.15は無負荷損率である。

　　　必要冷却能力　＝（電気室の発熱量×0.15）＋（電気室の発熱量×0.85）

　　　　　　　　　　　×平均負荷率 2

引用文献

［1］国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準（平成21年版）」，

p466,�2009
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　平成25年基準告示における別表第6において、他人から供給された熱（蒸気、温水、冷水）

の一次エネルギー換算係数について、次のように規定されている。

　つまり、算出の根拠を明確に示すことができれば、任意の換算係数を使用してもよいとされ

ている。ここでは、「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算値の算出根拠資料の例を示す。

１）熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公表データを用いる方法

　　�熱供給事業便覧では、熱供給事業者ごとに販売熱量及び原・燃料使用量が公表されている。

これらの値を利用して係数を算出する。

（算出方法の例）

　熱供給事業便覧の「2.�熱供給事業者の概要 /（2）熱供給区域別の概要 /①供給区域概要」

に記載されている「販売熱量（GJ）」と「原・燃料使用量」より算出する。なお、「原・燃料使

用量」における「合計」欄の数値は、電力消費量を二次エネルギー換算して合計した値である

ため、別途「原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」を求める

必要がある。

　一次エネルギー換算係数　＝

　　　　「原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」/「販売熱量」

表　「原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」の算出例

2．「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算値の根拠資
料

1キロジュールにつき1.36キロジュール（他人から供給された熱を発生するために使用さ

れた燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができる場合において

は、当該係数を用いることができる）
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２）条例等に基づいて行政庁により公表されているデータを用いる方法

　　�例えば、東京都であれば、次のページで「地域エネルギー供給実績報告書」が公表されている。

　　http：//www7.kankyo.metro.tokyo.jp/yukoriyou/area_select.html

　この「地域エネルギー供給実績報告書」における「7.�供給したエネルギーの効率の値及び評価」

の「熱のエネルギー効率」の値を用いることとする。

　なお、条例等に基づき新設・改修予定の地域冷暖房施設の熱エネルギー効率の計画値を公表

している場合は、その値を使っても良いこととする。

※参考

　一次エネルギー消費量算定用WEBプログラムでは、下図のように「他人から供給された熱」

の一次エネルギー換算値を任意に入力することができる。初期値は「1.36�kJ/kJ」である。
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国土技術政策総合研究所資料 No702（建築研究資料 No.140）からの変更箇所一覧 

 

 
平成 24 年 12 月 4 日に公開された、国土技術政策総合研究所資料 No702（建築研究資料 No.140）「低

炭素建築物認定基準(平成 24 年 12 月公布)等 関係技術資料 一次エネルギー消費量算定プログラムの

解説（建築物編）」からの主な変更点を示す。軽微な語句の修正はこの一覧には記載していない。 
 
 
１．全般的な語句の修正 

頁 修正箇所 修正前（誤） 修正後（正） 
  平成 11 年基準 旧基準 
  平成 24 年基準 平成 25 年基準 
  集会場 集会所 
  昇降機設備 昇降機 
 
 

２．設備仕様入力シートの語句の修正 

頁 修正箇所 修正前（誤） 修正後（正） 
 （空調）熱源

入力シート 
⑪「主機 定格消費エネルギー [ * /
台] 」 

⑪「主機 定格消費エネルギー

[kW/台] 」 
 （換気）給排

気送風機入力

シート 

③「電動機定格消費電力」 ③「電動機定格出力」 

 （換気）換気

代替空調機入

力シート 

④「送風機消費電力」 
⑤「ポンプ消費電力」 

④「送風機定格出力」 
⑤「ポンプ定格出力」 

 
 
３．記載内容の修正・追加 

頁 修正箇所 修正前（誤） 修正後（正） 
 
 
 

目次 第 3 編 設備仕様入力システムの作

成事例 
Chapter 0. モデル建築物の概要 
 

第 3 編 設備仕様入力システムの作

成事例 
Chapter 0. モデル建物の概要 
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 目次 （第一編） 
Chapter 4. 照明設備の入力 
1. 照明器具入力シート 

（第一編） 
Chapter 4. 照明設備の入力 
1. 照明入力シート 

 目次 （第二編） 
Chapter 1. 共通条件の入力 
2. 室用途分類及び標準室使用条件 

（第一編） 
Chapter 1. 共通条件の入力 
2. 標準室使用条件及び各室用途の

想定 
 目次  巻末に 参考文献 を追加 
vii (1). 計算対象

とする建築設

備の定義 

ただし、次の 2. に掲げる室に設置さ

れる設備及び 3. に掲げる設備は、一

次エネルギー消費量の計算対象とは

しない。 

ただし、次の(2). に掲げる室に設置

される設備及び (3). に掲げる設備

は、一次エネルギー消費量の計算対

象とはしない。 
vii (2)．計算の対象

とならない室

の例 

物品を生産する室や、機械・設備に

よりサービス等を生産する室につい

ては、 

工場等における物品を生産するため

の室や、機械・設備によりサービス

等を生産する室については、 
vii (2)．計算の対象

とならない室

の例 

データセンター（コンピュータやデ

ータ通信のための装置を設置・運用

することに特化した建物）における

電算機室 

データセンター（コンピュータやデ

ータ通信のための装置を設置・運用

することに特化した建物又は室）に

おける電算機室 
viii 表-a  全設備について、詳細を加筆 
p.6 2. 室仕様入力

シート 
本シートには室の情報を入力する

が、どの空間を 1 つの室とするかに

は注意が必要である。本シートで入

力した室は全設備の計算において共

通で利用することになるため、特に

次のことに留意して室を区分する必

要がある。 

本シートには室の情報を入力する

が、どの空間を 1 つの室とするかに

は注意が必要である。特に次のこと

に留意して室を区分する必要があ

る。 
（前の段落に同様の説明があるため

削除） 
p.8  
 

②：建物用途、

室用途 
 

・建物用途の選択肢は、「事務所等」

「ホテル等」「病院等」「物販店舗等」

「学校等」「飲食店等」「集会所等」

「工場等」の 8 用途である。 
 

・建物用途の選択肢は、「事務所等」

「ホテル等」「病院等」「物品販売業

を営む店舗等（物販店舗等）」「学校

等」「飲食店等」「集会所等」「工場等」

の 8 用途である。 
 

p.8  
 

②：建物用途、

室用途 
 

なお、標準室使用条件については、

「第 2 編 Chapter 1. 共通条件の

入力 3 室用途分類及び標準室使

用条件」を参照すること。 

なお、標準室使用条件については、

「第 2編 Chapter 1. 共通条件の入

力 3 標準室使用条件及び各室用

途の想定」を参照すること。 
p.9 ②：建物用途、 空調計算対象室にチェックを入れな 空調計算対象室に「■」を入力しな
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 室用途 
 

ければ「更衣室又は倉庫」の室用途

を選択しても空調のエネルギー消費

量は基準値も設計値にもカウントさ

れない 

ければ「更衣室又は倉庫」の室用途

を選択しても空調のエネルギー消費

量は基準値も設計値にもカウントさ

れない 
p.19 (2). 空調ゾー

ン入力シート

の入力項目と

入力方法 

なお、各項目名の前にある丸数字は

図 1-2-2「様式 2-1（空調）『空調ゾ

ーン入力シート』の様式」の最上部

にある丸数字と対応している。 

なお、各項目名の前にある丸数字は

図 1-2-1「様式 2-1（空調）『空調ゾー

ン入力シート』の様式」の最上部に

ある丸数字と対応している。 
p.20 ②：空調ゾー

ン・階、空調ゾ

ーン名 

なお、統合可能な室数に制限はない。

入力の方法は次の例を参考にするこ

と。 

なお、統合可能な室数に制限はない。

入力の方法は次頁の｢参考｣を参照す

ること。 
p.20 ③④：空調機群

名称・室負荷処

理、外気負荷処

理 

直接的な外気の取入れがないゾーン

については、外気負荷を処理する空

調機群として室負荷を処理する空調

機群の名称を入力することとする。

空調機を介さず直接外気がゾーンに

供給される場合については、外気負

荷を処理する空調機群として室負荷

を処理する空調機群の名称を入力す

ることとする。 
p.27 表 1-2-2 

建材番号 106
建材畳床(K,N 形 50mm 厚) 建材畳床(K、N 形 50mm 厚) 

p.32 表 1-2-3 
 
ガ ラ ス 番 号

151～166 のガ

ラス種類 

ガラス番号 151～154 高性能熱

線反射（可視光透過率 40%+透明）

 
ガラス番号 155～158 高性能熱

線反射（可視光透過率 30%+透明）

 
ガラス番号 159～162 高性能熱

線反射（可視光透過率 20%+透明）

 
ガラス番号 163～166 高性能熱

線反射（可視光透過率 8%+透明） 
 

ガラス番号 151～154 高性能熱

線反射（可視光透過率 40%）+透明 
 
ガラス番号 155～158 高性能熱

線反射（可視光透過率 30%）+透明 
 
ガラス番号 159～162 高性能熱

線反射（可視光透過率 20%）+透明 
 
ガラス番号 163～166 高性能熱

線反射（可視光透過率 8%）+透明 
 

p.34  表 1-2-3 
 
ガ ラ ス 番 号

351～366 の

ガラス種類 
 

ガラス番号 351～354 高性能熱

線反射（可視光透過率 40%+透明）

 
ガラス番号 355～358 高性能熱

線反射（可視光透過率 30%+透明）

 
ガラス番号 359～362 高性能熱

線反射（可視光透過率 20%+透明）

ガラス番号 351～354 高性能熱

線反射（可視光透過率 40%）+透明 
 
ガラス番号 355～358 高性能熱

線反射（可視光透過率 30%）+透明 
 
ガラス番号 359～362 高性能熱

線反射（可視光透過率 20%）+透明 
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ガラス番号 363～366 高性能熱

線反射（可視光透過率 8%+透明） 
 

 
ガラス番号 363～366 高性能熱

線反射（可視光透過率 8%）+透明 
 

p.46 ⑪：熱源主機定

格消費エネル

ギー 

熱源機のエネルギー源が「電力」の

場合は［kW/ 台］で、「ガス」の場

合は［N ㎥ /h 台］で、「油」の場合

は［L/h 台］で、「温水」や「蒸気」

の場合は［kJ/h 台］で入力する。 

熱源機のエネルギー源が「電力」の

場合は定格消費電力［kW/台］を、「ガ

ス」及び「油」の場合は燃料消費量

（一次エネルギー換算）［kW/台］を

入力する。 
p.46 ⑫：熱源補機定

格消費電力 
・ 熱源補機の消費電力は機器負荷

率や外気温度によって変化しな

いものとし、定格消費電力に運

転時間を乗じた値が熱源補機の

消費電力量となる。 

・ 熱源補機の消費電力は機器負荷

率に比例して変化する（但し、機

器負荷率が 30%以下は一定）と

している。 

p.47 
 

⑭：冷却塔定格

冷却能力 
 

・ 冷却塔定格能力とは、熱源機が

定格条件で運転している時の冷

却塔の必要能力とする。 

・ （削除） 

p.47 
 

⑭：冷却塔定格

冷却能力 
 

・  ・1 台の冷却塔に複数の熱源機器が接

続されている場合は、次頁の入力例

に示すように、その冷却塔の定格冷

却能力を各熱源機器の能力で按分し

た値を入力する。 
p.50 
 

図 1-2-15 

  
（解説）複数台のポンプで 1 つのポンプ群を構

成する場合の冷房時・暖房時温度差は、一番上

に入力するポンプのみに値を入力すればよい。

p.50 
 

③：冷房時温度

差・暖房時温度

差 
 

・温度差が異なる機器がある場合は、

流量の最も大きいポンプの温度差を

入力する。 

・同じポンプ群の中に温度差が異な

るポンプがある場合は、流量の最も

大きいポンプの温度差を入力する。

p.51 
 

⑧：流量制御方

式 
・各ポンプの流量制御方式を表 1-2-9
「流量制御一覧」の選択肢から選択

・各ポンプの流量制御方式を表 1-2-8
「流量制御一覧」の選択肢から選択

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10.5

10 10.5

10 10.5

10 10.5

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10.5
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 し、 し、 
p.51 
 

表 1-2-9（修正

後は表 1-2-8）
表 1-2-9  流量制御一覧 表 1-2-8  流量制御一覧 

p.55 
 

③：空調機タイ

プ 
 

・表 1-2-10「空調機タイプ一覧」の

選択肢から選択し、 
・表 1-2-9「空調機タイプ一覧」の選

択肢から選択し、 

p.55 
 

表 1-2-10（修正

後は表 1-2-9）
表 1-2-10 空調機タイプ一覧 表 1-2-9 空調機タイプ一覧 

p.56 
 

⑪：風量制御方

式 
 

・空調機の風量制御方式を表 1-2-11
「風量制御方式」の選択肢から選択

し、 

・空調機の風量制御方式を表 1-2-10
「風量制御方式」の選択肢から選択

し、 
p.56 表 1-2-11（修正

後は表 1-2-10）
表 1-2-11 風量制御方式 表 1-2-10 風量制御方式 

p.60 3 行目 給排気送風機の定格風量、定格消費

電力、制御方式等に関する情報を入

力する。 

給排気送風機の定格風量、定格出力、

制御方式等に関する情報を入力す

る。 
p.61 ③：電動機定格

消費電力 
③：電動機定格消費電力 
送風機の定格消費電力を数値で入力

する。単位は kW である。 

③：電動機定格出力 
送風機の定格出力を数値で入力す

る。単位は kW である。 
p.63 3 行目 ・ 換気設備の代わりに設置された

機器発熱負荷処理の空調機（換

気代替空調機）の冷却能力、消

費電力等を入力する。 

・ 換気設備の代わりに設置された

機器発熱負荷処理の空調機（換気

代替空調機）の冷却能力、定格出

力等を入力する。 
p.64 ④：送風機消費

電力 
④：送風機消費電力 
空調機の送風機（パッケージ型空調

機の場合は室内機の送風機）の消費

電力を数値で入力する。単位は kW 
である。 

④：送風機定格出力 
空調機の送風機（パッケージ型空調

機の場合は室内機の送風機）の電動

機定格出力を数値で入力する。単位

は kW である。 
p.64 ⑤：ポンプ消費

電力 
⑤：ポンプ消費電力 
・ 中央熱源方式の場合は、二次冷

水ポンプの消費電力（電動機出

力）を数値で入力する。単位は

kW である。 

⑤：ポンプ定格出力 
中央熱源方式の場合は、二次冷水ポ

ンプの電動機定格出力を数値で入力

する。単位は kW である。 

p.65 タイトル 1. 照明器具入力シート 1. 照明入力シート 
p.66 
 

④：室指数 
 

・室指数は次の式で算出し、数値で

入力する（小数第 2 位を四捨五入し

小数第 1 位までの入力とする）。 
・ なお、作業面の高さは、一般事

・室指数は次の式で算出し、数値で

入力する（小数第 2 位を四捨五入し

小数第 1 位までの入力とする）。 
・ 作業面の高さは、室用途に応じて
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務室では床上 0.8m、廊下では床

面 0m とする。 
適切な値を設定して良い。なお、

②③で間口と奥行を入力した場

合は一次エネルギー消費量算定

用 WEB プログラムの中で室指

数を自動計算するが、その際の作

業面高さは室用途によらず一律

0m としている。 
p.67 ⑦：定格消費電

力 
・消費電力が不明の場合は、（社）日

本 照 明 器 具 工 業 会 の 「 ガ イ ド

114-2005 照明エネルギー消費係

数算出のための照明器具の消費電力

の参考値より」該当する機器の値を

入力すること。 

・消費電力が不明の場合は、（一社）

日本照明工業会の「ガイド 114 照

明エネルギー消費係数算出のための

照明器具の消費電力の参考値より」

該当する機器の値を入力すること。

p.72 ③：節湯器具種

類 
③：節湯器具種類 ③：節湯器具 

p.72 表 1-5-1 
自動給湯栓 

 公衆浴場等で使用される自閉式水栓

（一定の時間あるいは量を吐水した

後に止水する水栓） 
p.72 表 1-5-1 

節水型シャワ

ー 

 ・ （補足）吐水切替えが可能な場合

については、主たる使用モードで

条件を満たしていれば良いとす

る。 
p.75 
 

2 行目  ・1 つの給湯系統の中に複数の給湯機

器が接続されており、これらが連携

して動く場合は、これらの給湯機器

の定格加熱能力の総和を本欄に入力

する。 
p.75 
 

④熱源効率（一

次エネルギー

換算） 

 ・1 つの給湯系統の中に複数の給湯機

器が接続されており、これらが連携

して動く場合は、これらの給湯機器

の熱源効率を各熱源機器の定格加熱

能力で重み付けして平均した値を本

欄に入力する。 
p.76 
 

⑦⑧⑨：太陽熱

利用（有効集熱

面積、集熱面の

方位角、集熱面

の傾斜角） 

 ・有効集熱面積は数値で入力する。

単位は m2である。 
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p.77 ①：階・室名・

建物用途・室用

途 

図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕

様入力シート』の様式」で入力した

室の中で昇降機を利用する人の主た

る居室のうち、一番上にある階の室

名等を転記する。 

図 1-1-2「様式 1（共通条件）『室仕

様入力シート』の様式」で入力した

室の中から、当該昇降機が主にサー

ビスを提供する室（昇降機を利用す

る人の主たる居室）を入力する。主

にサービスを提供する室が複数あ

り、それらの室の用途が異なる場合

は、床面積の合計が最も大きい室用

途に属する代表室を主にサービスを

提供する室とする。 
p.77 ①：階・室名・

建物用途・室用

途 

・ ここで入力した室により、昇降

機の運転時間が定まる。 
・ ここで入力した室の用途により、

昇降機の運転時間が定まる。 

p.78 
 

⑥：輸送能力係

数 
 

 ・主たる建物用途が事務所等、ホテ

ル等の場合において、昇降機の台数

が 2 台以下の場合、もしくはバック

ヤードに設置される場合は、輸送能

力係数は 1 とすることができるもの

とする。 
・主たる建物用途が事務所等、ホテ

ル等以外の場合は、輸送能力係数は

台数に依らず 1 とすることができる

ものとする。 
・ ・事務所、ホテルにおいて、計画

輸送能力が標準輸送能力を超え

るときにおいて、（計画台数-1）
の台数で標準輸送能力を下回る

場合は、輸送能力係数は 1 とする

ことができるものとする。 
p.80 
 

表 1-7-2 表 1-7-2 太陽電池の種類 表 1-7-2 アレイ設置方式 

p.82 「④：発電効

率」から「⑨：

温水吸収冷凍

機または排熱

投入型冷温水

機の成績係数」

 冗長な説明を削除 

p.86～94 各ページ冒頭  表 2-1-1 省エネルギー基準におけ
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 る地域区分（続き） 
p.86～94 
 

表 2-1-1  平成 25 年基準の告示に合わせて修

正 
p.99 タイトル 2. 室用途分類及び標準室使用条件 2. 標準室使用条件及び各室用途の

想定 
 本節では、各室用途の標準室使用

条件の詳細及び各室用途の使用時間

や負荷等の想定を示す 
p.99 最終行 なお、空調の発停や内部発熱量の変

動については、1 時間ごとの時刻変

動を 365 日分設定している。 

なお、空調の発停や内部発熱量の変

動については、室用途別に 1 時間ご

との時刻変動を 365 日分設定してい

る。詳細は「平成 25 年省エネルギー

基準に準拠した算定・判断の方法及

び解説 I 非住宅建築物」の「第五

部資料集 第二章室用途および標準

室使用条件」で解説されている。 
p.109 
 

2 行目 各室用途の使用時間や負荷等の想定

を表 2-1-11「各室用途の想定と図面

上の室名との対応」に示す。 

各室用途の使用時間や負荷等の想定

を表 2-1-11～18「各室用途の想定と

図面上の室名との対応」に示す。 
p.109 ～

117 
 

表 2-1-11  ・ 記載内容を修正 
・ 表のタイトルを追加 
表 2-1-11 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（事務所等） 
表 2-1-12 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（ホテル等） 
表 2-1-13 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（病院等） 
表 2-1-14 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（物販店舗等） 
表 2-1-15 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（学校等） 
表 2-1-16 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（飲食店等） 
表 2-1-17 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（集会所等） 
表 2-1-18 各室用途の想定と図面上

の室名との対応（工場等） 
p.115 表 2-1-17  室用途「公式競技用スケート場」「公
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 式競技用体育館」「一般競技用スケー

ト場」「一般競技用体育館」「レクレ

ーション用スケート場」「レクレーシ

ョン用体育館」の図面上の室名の例

から「シャワー室、更衣室」を削除。

p.125 
 

3. 外皮面積の

算出方法 
・外皮面積は、外壁長さを壁芯で測

り、外壁長さと階高を乗じて算出す

る。外壁面積は外壁面積と窓面積の

和とする。 
・窓面積は、サッシ寸法を測って算

出する。 
 

・外皮面積は、外壁幅を壁芯で測り、

外壁幅と階高を乗じて算出する。 
・窓面積は、サッシ寸法を測って算

出する。 
・外壁面積は、外皮面積から窓面積

を差し引いた値と定義するが、外壁

面積を算出する必要はない。外壁面

積は「様式 2-4（空調）『外皮仕様入

力シート』」に入力する外皮面積及び

窓面積から、プログラム内で自動的

に算出される。 
p.137 
 

図 2-2-28 

  
熱交換器の台数を入力 

p.139 
 

図 2-2-30 

  
※ （解説）複数台のポンプで 1 つのポンプ群

を構成する場合の冷房時・暖房時温度差は、

一番上に入力するポンプのみに値を入力す

⑦ ⑧ ⑨

熱源機種 運転順位 台数

送
水
温
度

[台] [℃]

(選択) (選択)

ブラインターボ冷凍機(蓄熱時) 1番目 1 -5

熱交換器 1番目 7

ターボ冷凍機 2番目 1 7

ブラインターボ冷凍機(追掛時) 3番目 1 -2

⑦ ⑧ ⑨

熱源機種 運転順位 台数

送
水
温

度

[台] [℃]

(選択) (選択)

ブラインターボ冷凍機(蓄熱時) 1番目 1 -5

熱交換器 1番目 1 7

ターボ冷凍機 2番目 1 7

ブラインターボ冷凍機(追掛時) 3番目 1 -2

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10

10 10

10 10

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10
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ればよい。 
p.139 
 

下から 4 行目 ・二次ポンプ群名称は一番上の欄の

みに入力し、他は空欄とする。 
・二次ポンプ群名称、台数制御の有

無、冷房時・暖房時温度差は一番上

の欄のみに入力し、他は空欄とする。

p.141 
 

図 2-2-34 

 

（解説）複数台のポンプで 1 つのポンプ群を構

成する場合の冷房時・暖房時温度差は、一番上

に入力するポンプのみに値を入力すればよい。

p.142 
 

図 2-2-36 

（解説）複数台のポンプで 1 つのポンプ群を構

成する場合の冷房時・暖房時温度差は、一番上

に入力するポンプのみに値を入力すればよい。

p.142 
 

下から 4 行目 ・二次ポンプ群名称は一番上の欄の

みに入力し、他は空欄とする。 
・二次ポンプ群名称、台数制御の有

無、冷房時・暖房時温度差は一番上

の欄のみに入力し、他は空欄とする。

p.146 
 

図 2-2-41  
 
FCU1 
FCU2 
FCU3 

図中のファンコイルユニットの名称

を変更 
FCU1-1、FCU1-2 
FCU2-1、FCU2-2 
FCU3-1、FCU3-2 

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10

10 10

10 10

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10

10 10

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10
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p.147 
 

図 2-2-43 

  
図 2-2-41 と合わせて、ファンコイルユニットが

2 台設置されているとした。 
p.150 
 

図 2-2-47  
 
FCU1 

図中のファンコイルユニットの名称

を変更 
※ FCU1-1、FCU1-2 

p.151 
 

図 2-2-49 

  
図 2-2-47 と合わせて、ファンコイルユニットが

2 台設置されているとした。 
p.152 
 

■様式 2-7（空

調）『空調機入

力シート』の入

力方法 
 

・FCU1×1 台、FCU2×2 台をまと

めて 1 つの空調機群（FCU）とし、

能力や風量、消費電力を FCU1、
FCU2 ごとにそれぞれ入力する。

FCU2 の台数には「2」を入力する。

・FCU1×1 台、FCU2×2 台をまと

めて 1 つの空調機群（FCU）と定義

する。 
・空調機群名称は一番上の欄のみに

入力し、その他は空欄とする。 
・能力や風量、消費電力を FCU1、
FCU2 ごとにそれぞれ入力する。

FCU2 の台数には「2」を入力する。

➀ ② ③

空調機群名称 台数 空調機タイプ

[台]

(選択)

FCU1 1 FCU

FCU2 1 FCU

FCU3 1 FCU

AHU1 1 空調機

➀ ② ③

空調機群名称 台数 空調機タイプ

[台]

(選択)

FCU1 2 FCU

FCU2 2 FCU

FCU3 2 FCU

AHU1 1 空調機

➀ ② ③

空調機群名称 台数 空調機タイプ

[台]

(選択)

Iu1 1 室内機

FCU1 1 FCU

AHU1 1 空調機

➀ ② ③

空調機群名称 台数 空調機タイプ

[台]

(選択)

Iu1 1 室内機

FCU1 2 FCU

AHU1 1 空調機
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p.154 
 

図 2-2-54 

  
p.154 
 

■様式 2-7（空

調）『空調機入

力シート』の入

力方法 
 

・空調機群 IuA の空調機仕様は、室

内機 Iu1～Iu4 の合計値を入力する。

空調機群 IuB も同様に入力する。 

・空調機の仕様は、機器毎に行を分

けて入力することが原則であるが、1
つの室に複数台設置されることが一

般的であるパッケージ型空調機の室

内機については、全室内機の合計値

を入力しても良い。 
p.155 
 

■様式 2-7（空

調）『空調機入

力シート』の入

力方法 
 

 ・空調機群名称は、一番上の欄に

「ACP-1-1」と入力し、その他は空

欄とする。 

p.160 
 

■様式 2-7（空

調）『空調機入

力シート』の入

力方法 
 

・空調機 AHU1 とは行を分けて、仕

様を入力する。空調機タイプは「送

風機」とし、台数は 4 台として、1
台あたりの仕様を入力する。 

・空気循環用送風機の仕様は、空調

機 AHU1 の 1 行下に入力する。空調

機群名称は空欄、空調機タイプは「送

風機」とし、台数は 4 台として、1
台あたりの仕様を入力する。 

p.161 
 

■様式 2-7（空

調）『空調機入

力シート』の入

力方法 
 

・空調機 AHU1 とは行を分けて、仕

様を入力する。空調機タイプは「送

風機」とし、台数は 2 台として、1
台あたりの仕様を入力する。 

・エアカーテンの仕様は、空調機

AHU1 の 1 行下に入力する。空調機

群名称は空欄、空調機タイプは「送

風機」とし、台数は 4 台として、1
台あたりの仕様を入力する。 

p.162 
 

■様式 2-7（空

調）『空調機入

力シート』の入

力方法 
 

・空調機 AHU1 とは行を分けて、仕

様を入力する。空調機タイプは「送

風機」とし、台数は 1 台とする。 

・エアフローウィンドウ用の排気フ

ァンの仕様は、空調機 AHU1 の 1 行

下に入力する。空調機群名称は空欄、

空調機タイプは「送風機」とし、台

数は 1 台として仕様を入力する。 
p.163 １．計算対象と 1）廃熱、除湿、脱臭を目的とした送 1）主として排熱、除湿、脱臭を目的

➀ ② ③

空調機群名称 台数 空調機タイプ

[台]

(選択)

IuA 1 室内機

0.5 送風機

IuA 1 室内機

0.5 送風機

➀ ② ③

空調機群名称 台数 空調機タイプ

[台]

(選択)

IuA 1 室内機

0.5 送風機

IuB 1 室内機

0.5 送風機
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 する換気設備 
 

風機 とした送風機 

p.163 
 

１．計算対象と

する換気設備 
 

・ただし、廃熱、除湿、脱臭を目的

とした機械換気設備がある空調対象

室（例えばトイレや喫煙室など）に

ついては、新鮮外気分は空調設備の

エネルギー消費量に、廃熱などの分

は換気エネルギー消費量に計上す

る。 

・ただし、排熱、除湿、脱臭を主目

的とした機械換気設備がある室が空

調されている場合は（例えばトイレ

や喫煙室などが空調されている場

合）、主として新鮮外気導入のために

使用される送風機の動力は空調設備

のエネルギー消費量に、主として廃

熱などのために使用される送風機の

動力は換気エネルギー消費量に計上

する。 
p.163 １．計算対象と

する換気設備 
 

6）自然換気を行う場合は、その分選

定された換気設備の容量が小さくな

っていると想定されるため、何も補

正を行わず、選定された機器の消費

電力を用いて計算する。（基準値は自

然換気なしを想定した消費電力であ

るため、これと設計値との差が自然

換気による省エネルギー量である）

6）換気の一部を自然通風により行う

場合は、その分選定された換気設備

の容量が小さくなっていると想定さ

れるため、何も補正を行わず、選定

された機器の消費電力を用いて計算

する。（基準値は自然通風なしを想定

した消費電力であるため、これと設

計値との差が自然通風による省エネ

ルギー量である） 
p.163 １．計算対象と

する換気設備 
 

7）空気の拡散を促進するために給排

気設備とは別に空気循環用送風機設

備を設ける時は、空気循環用送風機

設備は空調設備とし、空調設備の送

風機動力として計上する。 

7）空気の移動を促進するために給排

気設備とは別に空気循環用送風機設

備を設ける時は、その設備が設置さ

れる室が空調対象室であれば、空気

循環用送風機設備は空調設備とみな

し、空調設備の送風機動力として計

上する。非空調室であれば、空気循

環用送風機設備は機械換気設備とみ

なし、換気設備の送風機動力として

計上する。 
p.166 ■様式 3-2.（換

気）『給排気送

風機入力シー

ト』の入力方法

給気送風機、排気送風機それぞれに

定格風量と消費電力を入力し、送風

量制御には「温度制御」と文字列で

入力する。 

給気送風機、排気送風機それぞれに

定格風量と定格出力を入力し、送風

量制御には「温度制御」と文字列で

入力する。 
p.168 ■様式 3-1.（換

気）『換気対象

室入力シート』

・ 厨房用空調機 OAC-9-1 および

AHU-9-1 の送風機および排気

送風機の定格風量と消費電力を

・ 厨房用空調機 OAC-9-1 および

AHU-9-1 の送風機および排気

送風機の定格風量と定格出力を
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と様式 3-2.（換

気）『給排気送

風機入力シー

ト』の入力方法

入力する。 入力する。 

p.170 ■様式 3-1.（換

気）『換気対象

室入力シート』

と様式 3-3.（換

気）『換気代替

空調機入力シ

ート』の入力方

法 

・ 送風機消費電力は、換気代替空

調機の送風機（パッケージ型空

調機の室内機送風機）の消費電

力を入力する。 

・ 送風機定格出力は、換気代替空調

機の送風機（パッケージ型空調機

の室内機送風機）の電動機定格出

力を入力する。 

p.170 （2）．換気代替

空調機の入力

例２ 

・ 電気室に換気代替空調機（空調

機：必要冷却能力 10kW、送風

機消費電力 1.5kW）が設置され

ており、 

・ 電気室に換気代替空調機（空調

機：必要冷却能力 10kW、送風機

定格出力 1.5kW）が設置されて

おり、 
p.171 （2）．換気代替

空調機の入力

例２ 

熱源機（ 冷凍機： 冷却能力 100kW、

消費電力 25kW）、冷水一次ポンプ

（ 消費電力 1.5kW）、冷水二次ポン

プ（消費電力 2.2kW）が設置されて

いるとする。 

熱源機（ 冷凍機： 冷却能力 100kW、

消費電力 25kW）、冷水一次ポンプ

（ 定格出力 1.5kW）、冷水二次ポン

プ（定格出力 2.2kW）が設置されて

いるとする。 
p.171 ■様式 3-3.（換

気）『換気代替

空調機入力シ

ート』の入力方

法 

・ 送風機消費電力には、電気室の

空調機の給気送風機の消費電力

を入力する。 
ポンプ消費電力は、冷水二次ポンプ

の消費電力を各空調機の冷却能力で

按分した値を入力する。 

・ 送風機定格出力には、電気室の空

調機の給気送風機の電動機出力

を入力する。 
ポンプ定格出力は、冷水二次ポンプ

の電動機出力を各空調機の冷却能力

で按分した値を入力する。 
p.174 1．計算対象と

する照明設備 
・ ◆常時点灯され明視性を確保す

る場合の階段誘導灯などを含

む。 

・ ◆常時点灯され明視性を確保す

る場合の階段通路誘導灯などを

含む。 
p.174 1．計算対象と

する照明設備 
3）演出性確保のための照明設備 
4）ディスプレイ灯、シャンデリア、

広告灯など 
5）明視性確保のための照明設備のう

ち、以下のもの 

3）演出性確保のための照明設備（シ

ャンデリア、広告塔など） 
4）明視性確保のための照明設備のう

ち、以下のもの 

p.174 2．照明器具の

消費電力の参

考値 

（社）日本照明器具工業会 （一社）日本照明工業会 
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p.174 2．照明器具の

消費電力の参

考値 

また、ガイド 114-2005 に掲載され

ていない器具や特殊な器具について

は、 

また、ガイド 114 に掲載されていな

い器具や特殊な器具については、 

p.175 3. タスク・ア

ンビエント照

明システムの

入力事例 

様式 4. (照明)『照明入力シート』の

入力例を図 2-5-2「タスク・アンビエ

ント照明の入力例」に示す。 

様式 4. (照明)『照明入力シート』の

入力例を図 2-4-2「タスク・アンビエ

ント照明の入力例」に示す。 

p.177 1．給湯対象室

の考え方 
なお、「給湯計算対象室」の選択にあ

たっては、以下の場合のように建物

用途のみから室用途を選択するので

はなく、当該室の給湯使用量、給湯

使用時間、給湯使用者数等を考慮し

て室用途を選択する必要がある。 

なお、「給湯計算対象室」の選択にあ

たっては、次の場合のように建物用

途のみから室用途を選択するのでは

なく、当該室の給湯使用量、給湯使

用時間、給湯使用者数等を考慮して

室用途を選択しても良い。 
p.177 
 

1．給湯対象室

の考え方 
「給湯計算対象室」ごとの標準室使

用条件（給湯使用量、給湯使用時間

等）は、「第 2 編 設備仕様入力シー

ト作成方法の詳細解説 Chapter 1. 
共通条件の入力 3 室用途分類及

び標準室使用条件」の表 2-1-2 標準

室使用条件一覧（事務所等）～表

2-1-110 標準室使用条件一覧（工場

等）を参照する。 

「給湯計算対象室」ごとの標準室使

用条件（給湯使用量、給湯使用時間

等）は、「第 2 編 設備仕様入力シー

ト作成方法の詳細解説 Chapter 1. 
共通条件の入力 3 標準室使用条

件及び各室用途の想定」の表 2-1-2
標準室使用条件一覧（事務所等）～

表 2-1-10 標準室使用条件一覧（工場

等）を参照する。 
p.181 
 

3) 小規模事務

所ビルを対象

とした輸送能

力係数 M の簡

易算出法 
 

・建物用途が事務所等であり、 ・主たる建物用途が事務所等であり、

p.240 
 

4 行目 
 

 ・OA（1.6m2）は、計算対象とする

設備が存在しないため、入力しない。

p.266 
 

図 3-2-21 

  
（解説）複数台のポンプで 1 つのポンプ群を構

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10.5

10 10.5

10 10.5

10 10.5

① ② ③ ③

二次ポンプ群名称
台数制御
の有無

冷房時
温度差

暖房時
温度差

[℃] [℃]

(選択)

PCH2 有 10 10.5
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成する場合の冷房時・暖房時温度差は、一番上

に入力するポンプのみに値を入力すればよい。

p.267 
 

図 3-2-23 図 3-2-23 空調設備自動制御フロー

図（1）（図面-空-18、二次ポンプ部

分を抜粋） 

図 3-2-23 空調設備自動制御フロー

図（1）（図面-空-18） 

p.279 
 

①空調機群名

称 
・個別の全熱交換機は空調機と分け

て入力し、また、書庫と更衣室の排

気送風機（FE-ST2-BF、FE-LC-BF）
は空調機群の中に含め、空調機と分

けて仕様を入力した。 

・中央監視室、警備員室、清掃員控

室の全熱交換器（HEU-CN-BF、

HEU-KB-1F、HEU-CL-BF）及び書

庫 と 更 衣 室 の 排 気 送 風 機

（FE-ST2-BF、FE-LC-BF）は各室

の室内機及びファンコイルユニット

と連動して動くため、同じ空調機群

であるとした。 
p.279 
 

⑮⑯⑰⑱⑲：全

熱交換器の有

無・全熱交換器

定格風量・定格

全 熱 交 換 効

率・バイパス制

御の有無・ロー

ター消費電力 

・B1 清掃員控室と中央監視室に設置

されている全熱交換器では、有無は

「有」とし、全熱交換器の定格風量

には給気送風機定格風量に入力した

風量を転記した。また定格全熱交換

効率は図 3-2-31「空調設備機器リス

ト（6）」の私市を入力した。さらに、

本例では熱交換と換気運転の切替制

御（バイパス制御）は自動切替型で

あり「有」と入力した（図 3-2-35「空

調設備自動制御フロー図（6）参照」）。

なお、本例で全熱交換器の消費電力

は、ローターが静止型であり電力消

費はないため空欄とした。 

・全熱交換器が設置されるため、有

無は「有」とし、全熱交換器の定格

風量には給気送風機定格風量に入力

した風量を転記した。 
・定格全熱交換効率は図 3-2-31「空

調設備機器リスト（6）」の私市を入

力した。 
・この例では熱交換と換気運転の切

替制御（バイパス制御）は自動切替

型であるため、バイパス制御の有無

は「有」と入力した（図 3-2-35「空

調設備自動制御フロー図（6）参照」）。

・この例で全熱交換器ローターは静

止型であり電力消費はないため、ロ

ーター消費電力は空欄とした。 
p.287 
 

図 3-3-10 図 3-3-10 空調設備機器リスト（2）
（図面-空-3、厨房の外調機を抜粋）

図 3-3-10 空調設備機器リスト（2）
（図面-空-3） 

p.288 
 

図 3-3-11 図 3-3-11 空調設備機器リスト（3）
（図面-空-4、厨房のパッケージ型空

調機部分を抜粋） 

図 3-3-11 空調設備機器リスト（3）
（図面-空-4） 

p.295 図 3-4-1 
⑫昼光連動調

光制御 

両側採光かつブラインド自動制御な

し 
片側採光かつブラインド自動制御な

し 

p.301 
 

図 3-5-4 図 3-5-4 衛生設備配管系統図（図面

-衛-2：給湯機器部分を抜粋） 
図 3-5-4 衛生設備配管系統図（図面

-衛-2） 
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p.305 
 

図 3-5-8 図 3-5-8 衛生設備給湯配管詳細図

（図面-衛-3、図面-衛-4） 
図 3-5-8 衛生設備給湯配管詳細図

（図面-衛-3、図面-衛-4 より抜粋） 
p.333 ②～③：定格風

量、電動機定格

消費電力 
 

②～③：定格風量、電動機定格消費

電力 
一般的には設備図面、機器リスト等

を確認し、定格風量、電動機定格消

費電力を入力する。 

②～③：定格風量、電動機定格出力

一般的には設備図面、機器リスト等

を確認し、定格風量、電動機定格出

力を入力する。 

p.339 ⑥：輸送能力係

数 
輸送能力係数を数値で入力した。 輸送能力係数を数値で入力する。本

例では「１」とした。 
    

 
 
 

以 上 
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国土技術政策総合研究所資料 No762（建築研究資料 No.149）からの変更箇所一覧 

 

 
平成 25 年 11 月に公開された、国土技術政策総合研究所資料 No762（建築研究資料 No.149）「平成

25 年省エネルギー基準（平成 25 年 1 月公布）等 関係技術資料 一次エネルギー消費量算定プログラム

の解説（非住宅建築物編）」からの主な変更点を示す。軽微な語句の修正はこの一覧には記載していない。 
 
 
１．記載内容の修正・追加 

頁 修正箇所 修正前（誤） 修正後（正） 
 
 
 

目次 本書の使用にあたって 
２．設計一次エネルギー消費量の計

算対象とする室・設備 
 

本書の使用にあたって 
２．計算の対象となる室・外皮・設

備 
 

 目次  「補遺」として次の 2 つを追加 
1. 換気代替空調機の予備機を設置

する場合の必要冷却能力の算出

方法 
2. 他人から供給された熱」の一次エ

ネルギー換算値の根拠資料 
p. ii 2. 計算の対象

となる室・外

皮・設備 

1.  「平成 25 年省エネルギー基準に準

拠した算定・判断の方法及び解説

Ⅰ非住宅建築物（第二版）」の内容に

合わせて更新 
p.45 表 1-2-5  「38 電気式ヒータ」、「39 電気蓄

熱暖房器」を追加 
p.55 ⑦⑧⑨⑩：送風

機定格消費電

力 

・ 送風機の種類別(給気、還気、外

気、排気)ごとに送風機の定格消

費電力（電動機出力）を数値で

入力する。 

・ 送風機の種類別(給気、還気、外

気、排気)ごとに送風機の定格消

費電力を数値で入力する。 

p.61 ③：電動機定格

出力 
 消費電力しか記載のない場合及び天

井が高い空間のための機械換気設備

の取扱いについて説明を追記。 
p.66 ④：室指数 ・ 室指数は次の式で算出し、数値

で入力する(小数第 2 位を四捨

五入し小数第 1 位までの入力

・ 室指数は次の式で算出し、数値

で入力する(小数第 4 位を切り

捨て小数第 3 位までの入力 と
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とする)。作業面の高さは、室用

途に応じて適切な値を設定し

て良い。 

する)。作業面の高さは、室用途

に応じて適切な値を設定して良

い。 
p.76 表 1-5-2  保温仕様 1 と 3 の順番を変更 

（記載内容に変更はありません） 
p.101 表 2-1-3〜10 想定換気回数 基準設定換気回数 
p.174 2. 照明器具の

消費電力の参

照値 

なお、HID ランプを使用する器具の

場合は「電子安定器の場合の消費電

力」を使用すること。 

（削除） 

p.298 ②③④：室の間

口・室の奥行

き・室指数 

・ この例では、事務室 P-N、事務

室 P-S、廊下の形は単純な矩形

ではないため、室指数を算出し

入力するものとし、室の間口と

奥行は空欄としている。室指数

は「第 1 編 Chapter 4 照明設

備の入力(2)照明入力シートの

入力項目と入力方法 4:室指数」

の b) 式により 算出した。(外
周長さ 102m、天井高 2.4m、

作業面の高さは床面 0m、室面

積 88.6m²か ら算出した 0.72 
を、小数第 2 位を四捨五入し

て 0.7 としている。) 

・ この例では、廊下と倉庫の形は

単純な矩形ではないため、室指

数を算出し入力するものとし、

室の間口と奥行は空欄としてい

る。室指数は「第 1 編 Chapter 
4 照明設備の入力(2) 照明入力

シートの入力項目と入力方法 4:
室指数」の b) 式により算出し

た。(外周長さ 102m、天井高

2.4m、作業面の高さは床面

0m、室面積 88.6m²から算出し

た 0.7238 を、 小数第 4 位を

切り捨てて  0.723 としてい

る。) 
p.343 補遺  「補遺」として次の 2 つを追加 

1. 換気代替空調機の予備機を設置

する場合の必要冷却能力の算出

方法 
2. 他人から供給された熱」の一次エ

ネルギー換算値の根拠資料 
 
 
 

以 上 



附－ 20

2014 年 9 月 16 日 
 
「一次エネルギー消費量算定プログラム解説（2014 年 6 月 3 日版）」からの変更箇所一覧 

 

 
平成 26 年 6 月に公開された「一次エネルギー消費量算定プログラムの解説（2014 年 6 月 3 日版）」か

らの主な変更点を示す。軽微な語句の修正はこの一覧には記載していない。 
 
 
１．記載内容の修正・追加 

頁 修正箇所 修正前（誤） 修正後（正） 
v 図-b 

Chapter 6 の

説明 

昇降機設備 昇降機 

vii ○対象となら

ない室の例  
・工場等における生産エリア内の通

路スペース及び搬出入スペース 
・工場等における生産エリアに付随

した通路スペース及び搬出入スペー

ス 
viii ○対象となら

ない設備の例 
・予備機としての空気調和設備、機

械換気設備 
・非常時の予備機としての空気調和

設備、機械換気設備 
xi 表 1.1 昇降機 例１：巻銅式、油圧式、リニアモー

ター式等の種々の駆動方式のエレベ

ーター 

例１：巻胴式、油圧式、リニアモー

ター式等の種々の駆動方式のエレベ

ーター 
p.6 2. 室仕様入力

シート 
たた�し、1 つの室を複数のゾーンに

分割することはできないため、分割

する必要がある場 合は予め室を分

けておかなければいけない）。 

たた�し、1 つの室を複数のゾーンに

分割することはできないため、分割

する必要がある場 合は予め室を分

けておかなければいけない。） 
p.28 表 1-2-2 72 ケイ酸カルシウム板 0.8mm

0.2 W/(m・K) 
73 ケイ酸カルシウム板 1.0mm
0.2 W/(m・K) 

72 0.8 ケイ酸カルシウム板 0.18 
W/(m・K) 
73 1.0 ケイ酸カルシウム板 0.24 
W/(m・K) 

p.38 表 1-2-4  備考欄を追加 
p.42 ②：冷暖同時供

給有無 
・熱源群が冷熱と温熱を同時に供給

する機能をもつシステム(4 管式シ

ステム)であれば「有」を入力し、冷

熱と温熱を切り替えて供給するシス

テム(2 管式システム)であれば「無」

を入力する。 

・熱源群が冷熱と温熱を同時に供給

する機能をもつシステム(4 管式シ

ステム、冷暖同時運転システム等)で
あれば「有」を入力し、冷熱と温熱

を切り替えて供給するシステム(2 管

式システム、冷暖切替型システム等)



附－ 21

であれば「無」を入力する。 
p.43 ⑥：熱源機器  ・パッケージ型エアコンディショナ

ーは「ビル用マルチエアコン」を選

択するものとする。 
p.46 ⑪：熱源主機定

格消費エネル

ギー 

 ・灯油 0.5L/h の場合、一次エネルギ

ー換算係数を 3700kJ/L として、0.5 
L/h×37000 kJ/L÷3600 = 5.14kW
とする。重油 0.5L/h の場合は、0.5 
L/h×41000 kJ/L÷3600 = 5.69kW
とする。 

p.47 表 1-2-7 
ビル用マルチ

エアコン（都市

ガス式、LPG）

の補機 

屋外機ファン 冷却水ポンプ、屋外機ファン 

p.55 表 1-2-9 全熱交ユニット 
個別に設置される全熱交換器 
（直膨コイル付き全熱交ユニットを

含む） 

全熱交ユニット 
個別に設置される全熱交換器ユニッ

ト 
（直膨コイル付き全熱交換器ユニッ

トを含む） 
p.55 ④⑤：定格冷却

（冷房）能力・

定格加熱（暖

房）能力 

・全熱交ユニットに直膨コイルが設

置される場合は、直膨コイルの冷却

能力と加熱能力を入力する。 

・全熱交換器ユニットに直膨コイル

が設置される場合は、直膨コイルの

冷却能力と加熱能力を入力する。 

p.55 ⑥：給気送風機

定格風量 
・ファンコイルユニット、全熱交ユ

ニット、送風機は設計風量を入力す

る。  
・ パッケージ型空調機の風量は、JIS 
等で規定された標準定格条件下での

標準風量を入力する。 

・ファンコイルユニット、全熱交換

器ユニット、送風機は設計風量を入

力する。  
・ パッケージ型空調機の風量は、JIS 
等で規定された標準定格条件下での

標準風量を入力する。 
・ 給気送風機定格風量は、外気冷房

制御時の取入外気量の上限値として

使用される。 
p.56 ⑭：外気冷房制

御の有無 
たた�し、一次エネルギー消費量計算

においては、外気導入量の最大値は

給気ファンの定格風量としている。

たた�し、一次エネルギー消費量計算

においては、外気導入量の最大値は

「⑥：給気送風機定格風量」に入力

した給気ファンの定格風量としてい

る。 
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p.117 表 2-1-17  集会所等・ゴミ置場等 を削除 
p.125 3. 外皮面積の

算出方法 
・地下階の床が土間床の場合は、そ

の床面積を外皮面積として入力す

る。 

・土間床の場合は、その床面積を外

皮面積として入力する。 

p.162 図 2-2-70  「送風機」の「⑥：給気送風機定格

風量」 を削除 
p.177 2)洗面や手洗

い、入浴する人

が在室する室 

・洗面や手洗い用給湯使用では、事

務所やホテル等の「事務室」、「ロ

��ー」、「更衣室又は倉庫」、「会議

室」、物販店舗等の「大型店の売場」、

「専門店の売場」、「スーパーマーケ

ットの売場」、 病院等の「病室」、「診

察室」、学校等の「研究室」、「実験室」、

「講堂又は体育館」、集会所 等の客

席、ロビーなどが該当する。 
・入浴用給湯使用では、ホテル等の

「客室」、集会所等の各種体育設、浴

場施設などが該当する。 

・洗面や手洗い用給湯使用では、事

務所やホテル等の「事務室」、「ロ

��ー」、「会議室」、物販店舗等の「大

型店の売場」、「専門店の売場」、「ス

ーパーマーケットの売場」、 病院等

の「ロビー」、学校等の「研究室」、「実

験室」、「講堂又は体育館」、集会所 等
の客席、ロビーなどが該当する。 
・入浴用給湯使用では、ホテル等の

「客室」、病院等の「病室」「浴室等」、

集会所等の各種体育設、浴場施設な

どが該当する。 
p.238 図 3-1-2  壁の寸法を小数点以下 2 位までの数

値に変更 
p.251 図 3-2-8 

C 部詳細図 
スチレン発砲板 スチレン発泡板 

p.251 図 3-2-8 
D 部詳細図 
E 部詳細図 

6mm + 6mm + 6mm 6mm + A6mm + 6mm 

p.328 図 4-4-10  小数点以下 2 位までの数値に変更 
p.337 ②：給湯箇所

（給湯栓設置

箇所） 

②：給湯箇所（給湯船設置箇所） 
・ この例では、「湯沸しコーナー 
」を入力した。 

②：給湯箇所（給湯栓設置箇所） 
・ この例では、「湯沸コーナー 
」を入力した。 

 
 
 

以 上 
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